


ひとこと ……………………………………………………………………編集委員長 網 野 武 博…… 1

Ⅰ．総論
新しい里親制度の可能性 …………………………淑徳大学総合福祉学部 教授

日本子ども家庭総合研究所 子ども家庭政策研究担当部長 柏 女 霊 峰…… 2
里親支援の今後の展望 ……………………青山学院大学教育人間科学部 教授 庄 司 順 一…… 9
里親委託の推進に向けて ……日本女子大学人間社会学部社会福祉学科 教授 林 　 浩 康……13

Ⅱ．里親養育の現場から
里親支援を俯瞰する―里親支援とは、どうあれば良いのだろうか？
…………………………………………………社団法人 家庭養護促進協会 理事 岩 美枝子……17
養育里親への支援 ……………………関東学院大学文学部現代社会学科准教授 澁 谷 昌 史……25
養子縁組里親への支援―養子縁組里親の位置づけは？
……………………………社団法人 家庭養護促進協会 主任ケースワーカー 米 沢 普 子……29
キンシップケア―親族などによる児童養護
…………キーアセットディレクター、IFCO（国際フォスターケア機構）理事 渡 邊 　 守……34
社会的養護とは―小規模住居型児童養育事業の可能性と課題
………………………里親ファミリー全国連絡会 前会長、ひろせホーム 代表 廣瀬タカ子……40

Ⅲ．里親支援の現場から
里親支援ソーシャルワーク―支援の実質化のために
…………………………………………日本社会事業大学専門職大学院 准教授 宮 島 　 清……46
里親メンターによる里親家庭訪問―里子養育支援の取り組み
…………特定非営利活動法人 里親子支援のアン基金プロジェクト運営委員 菅 原 範 子……50
里親による里親の支援―里親会の実情と課題
…………………………………………………………財団法人全国里親会 理事 木ノ内博道……55
民間施設による里親支援―東京都の委託事業
……………………………………社会福祉法人二葉保育園 二葉乳児院 院長 都 留 和 光……59
福岡市における里親支援―多様で重層的な里親支援をめざして
……………………………………………福岡市こども総合相談センター 所長 藤 林 武 史
………………………………………………………子どもの村福岡 副理事長 坂 本 雅 子……64

児童相談所による里親支援―里親支援の基本は里親と児童相談所の信頼関係
…………………………………神奈川県県北地域児童相談所 子ども支援課長 佐 藤 隆 司……70
児童相談所による里親支援…………愛知県刈谷児童相談センター センター長 萬 屋 育 子……74

Ⅳ．世界の里親支援
イギリスにおける里親ケアサービス―里親支援を中心に
………国立イーストアングリア大学 名誉教授　CBE（大英帝国勲章受勲者） ジュン・ソバーン……83

編集後記 …………………………………………………………………担当編集委員 西 郷 泰 之……89

CONTENTS

特 集 里親支援

世界の児童と母性
第69号／2010年10月

次号のお知らせ 第70号特集「家庭訪問（ホームビジティング）の新たな展開」（予定）
2011年4月1日発行



1 世界の児童と母性

私は、児童福祉や子ども家庭福祉の分野に長くかかわってき

ました。その過程で、今日の家庭における子育てや社会におけ

る子育てという営みそのものが、歴史上これまでにみることの

なかった特有のものを帯びていることに次第に関心を持つよう

になりました。これまでに残されている資料や作品、文化財な

どを通して、悠久の子育ての歴史に思いを馳せると、とくに日

本では、子どもの誕生や子育てに対する大人の関心やかかわり

は、実の親に限らないきわめて多様性に富んだものであったこ

とに注目するようになりました。実の親以外の人で、深く子どもの育ちや子育てに関わ

る人々を、私は社会的親と呼称しています。取りあげ親、名付け親、しつけ親、旅親な

ど、古くから実の親以外の人々が実の親と子どもたちを包み込むように見守り、また手

をさしのべてきました。中でも、今日の保育士の先達とも言える乳母（うば、めのと）は

今日に至るまで常に深々とその時代の子育てを支えてきた社会的親の典型でもあります。

その脈々と続いてきた歴史を引き継ぎ、今や児童養護や保育の営みの支柱を担い、児童

福祉制度上最も重要な専門的役割を果たしているのが、保母であり今日の保育士です。

その人たちと比べるときわめて数は限られるものの、社会的親として乳母と同じよう

に、いやむしろそれ以上に、深く子どもの育ちと子育てに関わってきたのが、里親です。

歴史上、聖徳太子が活躍したとされる時代に里親制度の原形がみられるという説もあり

ますが、様々な理由や背景がみられたにしても、実の親以外の人がその子を我が子のよ

うに育む習慣や営みは、それよりもはるか古くからみられたことでしょう。今日の制度

にも名を残す社会的親として里親、職親そして養親がありますが、里親と里子の関係、

養親と養子の関係は、非常に似通った部分がみられるとともに、異なった特徴をそれぞ

れにもっています。

60有余年前、このようなわが国の里親養育､養親養育の特徴を踏まえつつ社会的養護

の一翼を担う制度として確立した里親制度は、様々な課題や時には難題を抱えつつ、し

かし、その強化を図る制度の改正が20世紀末から今世紀にかけて、数次にわたってな

されてきました。今、社会的養護の重要な一翼として、さらなる展開が期待される時代

を迎えました。里子のよりよき育ちを願うことは、里親を支援し、社会的親の思いをも

ってかかわることに深く結びついていきます。実の親に限らず、すべての人々が子ども

の育ちや子育てに深い関心を持ち、子育てパートナーシップの自覚と責任をもって関わ

る時代は、まさに社会的親の再生に向けての歩みが始まる時代とも言えます。

編集委員長 網野武博
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1.里親制度改正のこれまで

（1）我が国の里親制度

現在の里親制度は、昭和22年、児童福祉法の成

立とともに制度化された。昭和30年代前半には委

託児童は1万人近くになったこともあったが、政府

による強力な政策誘導がなかったこともあり、その

後は社会環境や時代背景の変遷とともに委託児童は

減少していくこととなる。

さらに、高度経済成長期の人口の都市移動による

児童人口の偏在化に社会的養護体制が対応できなか

ったため、児童養護施設定員の地域偏在も著しくな

っている。この結果、里親制度はあたかも施設養護

の調整弁のような役割を期待されるようになり、委

託児童数も増えず、また、児童人口に比べて施設定

員の多いところ（特に郡部）では施設入所が選択さ

れて里親委託が少なくなり、その反対に、施設定員

が少なくなったところ（特に都市部）では里親委託

割合が高いという傾向が生じている。この結果、社

会的養護を必要とする児童数のうちの里親委託率は

1割程度にとどまっている。子どもの権利条約第20

条第3項においては、家庭環境に代わる代替措置と

して里親委託が最初に挙げられ、施設養護は「必要

な場合には」とされ、限定された規定となっている。

しかし、我が国においては、歴史的な経緯もあって

施設養護が中心となっており、社会的養護、里親制

度は、時代に即応した抜本的制度改正が行われない

まま、ゆがみを残しつつ現在に至っているといって

よい。

（2）里親制度の三度目の大改正

それでも里親制度は、近年、比較的大きな改正が

三度行われている。第一の改正は、1987年の特別

養子縁組導入にともなうものである。その後は、小

幅な改正・改善はあったものの、第二の大きな改正

は 2002 年を待たなければならなかった。専門里

親・親族里親制度の創設並びに「里親の認定等に関

する省令」、「里親が行う養育に関する最低基準」が

厚生労働省令として公布されたのである。この改正

により、施設がもっている権利・義務とほぼ同様の

権利・義務を里親も有することとなった。しかし、

施設養護と里親養護の財政格差等は埋められること

もなく、里親は補完的な役割を余儀なくされていた。

こうした経緯を経て、里親制度は三度目の大改正

を迎え、2009年４月から大きくリニューアルされ

た。この改正は、近年の社会的養護体制の危機的状

況、つまり、都市部における施設定員の不足や入所

児童のニーズと施設運営とのミスマッチ、子どもた

ちのQOL向上の必要性等を踏まえ、家庭的養護の

拡充を図ることを大きな目的の一つとして実施され

たものである。そのなかで、里親制度は、社会的養

柏女
か し わ め

霊峰
れ い ほ う
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護の重要な施策の一つとして位置づけられ充実がめ

ざされている。これまで自治体独自の施策であった

里親ファミリーホームを発展させた小規模住居型児

童養育事業（ファミリーホーム）も創設された。さ

らには、里親に対する支援についても法定化された。

里親制度は、ようやく社会的養護の主流として認知

されようとしているのである。

2.里親制度等改正の具体的内容

（1）里親の種類

厚生労働省資料によると、新しい里親の種類とそ

の内容は上記のとおりである。

新しい里親の種類は、「養育里親」「専門里親」

「親族里親」「養子縁組を希望する者」である。これ

までの短期里親は養育里親に組み込まれ、職業里親

は廃止された。養子縁組を希望していても、養子縁

組前提ではない要保護児童の養育も可能という場合

は、養育里親として登録することとなる。親族里親

は養育里親ではないが、要保護児童にとって有益な

社会的養護体制の一つであるといえる。また、専門

里親については、被虐待児童や非行児童のほか障害

のある児童も委託対象とされた。

（2）養育里親の認定

養育里親の認定にもいくつかの改正が実施され

た。第一に、認定前研修の受講が義務化された。第

二に、養育里親になることを希望する者とその同居

人が欠格事由に該当しないことが必要とされた。第

三に、経済的に困窮していないことが要件とされた。

また、里親登録の有効期間は5年（専門里親は２

〈表 1〉里親の種類

出典：厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課「社会的養護の現状と取組の方向性について」2009
2009年5月18日付社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会配布資料

［特集］里親支援
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年）であり、その後は更新が必要とされる。なお、

養育里親が同時に養育する委託児童は4人までとさ

れている。また、専門里親も、同時に養育する委託

児童は４人まで（専門里親委託対象児童は従来どお

り2人まで）となり、専門里親の広がりが期待でき

る。

（3）養育里親の研修

養育里親研修は、養育里親を希望する者を対象と

する基礎研修と、その後に認定されるための認定前

研修、認定を更新するための更新研修からなってい

る。研修内容については国によって科目ごとにシラ

バスが示されており、一定の質の確保がめざされて

いる。

（4）里親手当

制度改正に伴い、2009年度から、養育里親の里

親手当は1人目が月額７万2,000円、2人目以降は月

額3万6,000円となっている。専門里親は1人目月

額12万3,000円、2人目が8万7,000円である。また、

親族里親、養子縁組希望里親には里親手当は支給さ

れない。

これに、委託児童1人当り約5万円（これに教育

費、医療費などが加算される）の一般生活費が加わ

ることとなる。

（5）里親支援機関

2009年度から、里親の掘り起こし、委託の推進、

里親家庭に対する訪問活動や養育相談、里親サロン

の運営、レスパイトケアの調整等の里親支援業務が

指導府県・指定都市（児相設置市を含む）の業務と

して規定され、当該業務を民間機関に委託できるこ

ととなった。

これが里親支援機関事業であり、今後は、NPO

等による里親支援が幅広く実施されることが期待さ

れる。

（6）小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）

2009年度から、新しいタイプの社会的養護形態

である小規模住居型児童養育事業が法定化された。

これは、「第二十七条第一項第三号の措置に係る児

童について、厚生労働省令で定めるところにより、

保護者のない児童又は保護者に監護させることが不

適当であると認められる児童（以下「要保護児童」

という）の養育に関し相当の経験を有する者その他

の厚生労働省令で定める者（次条第一項に規定する

里親を除く）の住居において養育を行う事業をい

う。」（法第6条の2第8項）ものである。第2種社会

福祉事業として規定され、児童相談所長が入所の決

定を行う。いくつかの地方自治体で制度化されてい

たいわゆる里親ファミリーホームを参考に制度化さ

れた事業であり、地域密着型の家庭的養護を進める

ものとして期待が集まっている。

（7）被措置児童等虐待

2009年度から、措置型施設に入所している児童

や里親に委託されている児童に対するいわゆる施設

内虐待（被措置児童等虐待という）に係る通告や児

童本人からの相談の受け付け、並びにそれらの場合

の都道府県等の対応に関する仕組みが制度化され

た。被措置児童等虐待とは、いわゆる身体的虐待、

性的虐待、保護の怠慢・拒否（ネグレクト）、心理

的虐待をいい、たとえば、子ども同士のいじめを知

りつつ放置することも子どもに対するネグレクトに

当るとされている。施設入所児童や里親委託児童の

権利擁護システムとして機能することが期待されて

いる。
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3.社会的養護、里親制度の将来目標

このように、社会的養護、里親制度の改革は、そ

の一歩を踏み出した。表2は、少子化社会対策基本

法第７条の規定に基づく「大綱」として定められた

「子ども・子育てビジョン」に盛り込まれた社会的

養護関係の2014年度末における数値目標（「子ど

も・子育てビジョン」別紙2）である。

これによると、里親等委託率は16パーセントま

で拡充することがめざされている。ファミリーホー

ムも140カ所がめざされ、施設養護における地域小

規模児童養護施設や小規模グループケアの増加とと

もに、いわゆる家庭的養護の拡充が目標とされてい

る。しかしながら、まだまだその道は遠く、険しい

ものがある。また、はたしてこの程度の数値目標で

いいのかという考えもある。しかし、一歩を踏み出

したことは歓迎したい。

〈表 2〉子ども・子育てビジョン　施策に関する数値目標

※「社会的養護の充実」の項目を抜粋
※子ども・子育てビジョン 2010.1策定



4.里親制度の可能性

これからの里親制度、家庭的養護拡充のために注

目すべき事業、活動を、以下に簡潔に提示しておき

たい。

（1）里親支援機関

2009年度から里親支援機関事業が国庫補助事業

となり、これからの可能性が期待できる。宮島※1は、

民間事業による里親支援の今後について、行政との

対等な協働、先駆的実践の評価、人材の育成などが

必要としている。そのうえで、一定の機能を有する

民間機関を家庭養護推進型児童家庭支援センターと

して指定して補助を行うとともに、里親訪問を委託

し、また、委託児童に対して児童福祉法第27条第1

項第2号に基づく児童家庭支援センター委託措置を

とったうえで指導委託費を事例ごとに支払う仕組み

の創設を提言している。傾聴に値する提言であり、

今後、実践のなかからこうした提言が行われ、行政

と民間とのよりよい協働関係が構築されていくこと

が、里親支援の活性化に必要とされる。

（2）小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）

厚生労働省の調査によると、ファミリーホームは、

2010年2月1日現在、全国で53カ所運営されている。

2010年度中に開設予定が65カ所あり、前述の「子

ども・子育てビジョン」において2014年度末の目

標値として掲げられている140カ所に近づきそうな

勢いである。

今後は、児童養護施設職員経験者がファミリーホ

ームに進出することに期待したい。そして、家庭的

養護、すなわち、子どもたちのあたりまえの生活を

追及することが求められる。また、自治体担当者に

も、ファミリーホームが届出制とされていることに

かんがみて不必要な事業規制を行わず、むしろ、里

親と同様、書類整備等の支援体制の整備に努めるこ

とが必要である。そのことにより、家庭環境を奪わ

れた子どもたちにあたりまえの生活が広がっていく

ことを願うとともに、地域の人々に社会的養護に対

する理解が広がっていくことを念じたい。

ただ、こうした動きも、施設定員の多いところで

は抑制される可能性があり、里親とともに思い切っ

た政策誘導が必要とされる。

（3）子どもの村福岡

同一敷地内のハウスに住む複数の里親が専門家の

支援を受けながら子どもの養育を行う子どもの村福

岡（福岡市西区今津）が、世界的な非政府組織（NGO）

「SOSキンダードルフ」（本部・オーストリア）の理

念を受け継ぎ、2010年4月に国内で初めて開設され

た。「子どもの村」は、家庭を失った子どもたちの

心身を癒やし、実の親に代わる「新しい家族」で子

育てをする世界的運動であり、現在、世界132か国

で展開されている。

子どもの村福岡は、SOSキンダードルフの理念を

受けたNPO法人が運営する。村には民家5軒とセ

ンター棟が整備され、各戸に育親（里親）と最大5人

の子どもが暮らすことができる。センターには村長

や保育士が常駐するほか、小児科医や臨床心理士ら

専門家も通って里親の相談に応じるなどの支援を行

う。つまり、里親養護と里親支援、治療的支援を一

体的に提供することができる仕組みである。準備段

階から企業や個人の幅広い支援があり、市民、行政、

企業、専門家の協働によって活動が進められている

点も大きな特徴である。

NPO法人子どもの村福岡の実践は、国や行政の

責任とされがちな社会的養護の市民化、社会化をめ

ざし、家庭的養護とその支援、さらには専門的ケア

とを有機的に結び付けようとする一つの社会的実験

と位置付けられる。その実践は、当面は国の制度※2
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にもあてはめつつ地域社会や企業の理解の深まりと

ともに、国の制度を先導する先駆的役割を果たすこ

とも期待される。

（4）里親優先の原則

最後に、児童相談所の入所決定の基準として、

「里親優先の原則」を確立することが必要である。

里親に委託されている子どもは、近年、増加してい

る。しかし、それは里親が頑張ったから、里親の啓

発が進んだから、里親の理解が進んだからというこ

とでは必ずしもない。前述のように、児童養護施設

など施設養護の満床化も大きく影響していると考え

られる。

政府は、社会的養護の下にある子どものうち里親

委託の割合を16パーセントにする計画を打ち出し

ている。現在は10パーセントであり、これを16パ

ーセントにすることは容易ではない。子どもの最善

の利益の保障のため里親優先の原則を確認し、それ

をバックアップする官民協働のシステムの整備※3が

必要とされる。

5.里親制度の推進のために

里親制度、家庭的養護推進のための今後の視点は

大きく2点ある。

一つは、里親制度の拡充やファミリーホーム、地

域小規模児童養護施設の拡大をはじめとするケアの

小規模化を進め、社会的養護を地域に拓いていくこ

とである。そのためには、やはり社会的養護の財

源･権限ともに都道府県ではなく市区町村を中心に

再構築し、社会的養護を地域全体で支え考えるシス

テムにしていくことが必要である。公的責任ととも

に社会的責任という概念を、文字どおり、「社会的

養護」に組み込んでいくことが必要である。

社会的養護の下にある子どもたちにとって必要な

ことは、子どもを家庭から切り離すことはあっても、

そのことによって地域から切り離してはならないと

いうことである。子どもは、たとえ家庭から切り離

されたとしても、それ以外の成人たち、すなわち地

域に存在する社会的親※4によって見守られ、仲間と

ともに成長していく権利が保障されなければならな

い。それは、公的責任を図る国家責任を強調するの

みでは達成されず、また、広域行政庁である都道府

県の役割強化だけでは達成できない課題である。

もう一つは、社会的養護サービス提供を供給者中

心から利用者の視点を組み込んだものにしていくこ

とである。そのためには、利用者の意見が供給体制

に反映できる仕組みとする必要がある。2000年の

社会福祉基礎構造改革はこの点を中心に改革を進

め、利用者と事業者とが直接に向き合う関係を基本

とした制度改革を進めてきた。社会的養護分野にこ

うした視点を導入するにはさまざまな工夫が必要と

されるが、今後、検討していかなければならない重

要な課題である。

社会的養護は、社会や国民の応援、理解が得られ

ないとやっていけない。そのためには、社会的養護、

里親を社会に拓き、地域住民や社会全体の理解を得

ていく努力が必要とされる。里親が地域の社会資源

を上手に活用すること、また、里親や小規模養護が

地域の社会資源として子育ての課題に役立つこと、

そのことが、里親や社会的養護に対する社会の理解

を広げていくことにつながる。そして、それが、社

会的養護にあたりまえの生活を保障する動きを創り

出していくのである。社会的養護は、これから大き

な改革期を迎えなければならない。



注

※1 宮島清［2010］「Ⅲ　課題及び今後の展望」子

ども活き活き里親養育活性化プロジェクトあ

っとほーむ『里親支援機関設立学習会「里親

支援ソーシャルワーク実践セミナー」報告書』

pp.199-202

※2 具体的には、里親制度、小規模住居型児童養

育事業、里親支援機関事業、児童家庭支援セ

ンターなど、多様な国の制度にあてはめるこ

とが考えられる。子どもの村福岡のミッショ

ンを損なわない制度化が検討される必要があ

る。

※3 福岡市では子どもNPOセンター福岡に里親

支援を委託し、官民連携による実行委員会

「ファミリーシップふくおか」方式で出前講座

などを開催し、啓発活動を進めた。その結果、

社会的養護に占める里親委託率は2004年度の

6.9パーセントから2007年度の15.6パーセント

へと大きな伸びを示した。この実践は、前述

の子どもの村福岡の開村へと発展している。

※4 網野は、社会的親を「実の親以外の人で恒常的、

部分的、間歇的、一時的に子育てに関わる人

をいう」と定義している。併せて、心理的親

についても定義している。網野武博［2002］

『児童福祉学』中央法規p.169
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キーワード：里親機関支援事業

2008 年 4 月から都道府県の業務として里親支援が法定

化され、かつ、その全部又は一部を民間に委託できること

とされたため、2008 年度新規国庫補助事業として創設さ

れた事業である。「里親支援機関事業実施要綱」によると、

具体的事業構成は里親制度普及促進事業と里親委託推進・

支援等事業であり、養育里親研修や里親家庭への訪問、里

親委託支援、里親相互交流などである。既存の「里親支援

事業」などの具体的サービスと相まって、効果的な実施が

望まれている。
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はじめに

里親支援への関心が高まっている。その背景には、

児童福祉法改正により、都道府県における里親支援

業務が明確化されたこと、そして里親支援業務の一

部を施設やNPOなどに委託できるようにされたこ

とがあろう。今日、里親のもとに委託される子ども

は養育のむずかしさが増しているように思われる。

かつては里親に全面的に任されているかにみえた里

親養育も、里親個人の、あるいは里親家庭の力量に

委ねることではすまなくなっている。

里親支援への関心の高まりの必然性は明らかだと

は思われるが、私には違和感がある。もちろん、里

親支援の必要性を否定するものではまったくない。し

かし、「里親支援」とは何を意味するのだろうか。こ

のことを検討する前に、欧米の社会的養護の動向を

紹介し、あわせて里親支援の背景を簡単に考えたい。

欧米における社会的養護の動向

コルトンとウィリアムズの『世界のフォスターケ

ア』（Colton and Williams,1997）はアルゼンチンか

らジンバブエまで、22の国と地域の里親制度（フォ

スターケア）がそれぞれの国の関係者、専門家によ

って報告されている。本書を読むと、里親制度とい

っても、定義、発展の歴史、目的、里親の範囲（た

とえば親族里親を認めるか）、委託される子ども、

課題などについて、国によるちがいが印象的である。

そもそも「フォスターケア」ということばさえ、里

親制度を意味する場合と、社会的養護を意味する場

合とがある。

湯沢（2004）の『里親制度の国際比較』は、欧米、

オセアニアの9カ国とアジア（シンガポールと香港）

および日本の里親制度について、わが国の専門家が

報告したものである。日本の里親制度の特色として、

要保護児童のケアが施設養護に偏っていること、国

民全体に他児養育（養子縁組を含めて）の思考が乏

しいこと、長期委託が多く、外国の里親制度が「実

親へ戻すまでの短期間保育型」であるのに対して、

「長期間保育による里親家庭取り込み型」が主とな

っていること、里子と実親との交流が乏しいこと、

児童相談所の支援体制が不十分であること、などが

指摘されている。

わが国の里親制度が欧米の先進諸国のそれと比べ

て一番ちがうところ、そして社会的養護実践上一番

問題となることは、里親の数が少ないこと（という

よりも社会的養護に占める里親委託の割合が低いこ

と）であろう。わが国では、社会的養護に占める里

親委託の割合は約10％にすぎないが、ヨーロッパ

の多くの国、および北米（アメリカ、カナダ）、オ

セアニア（オーストラリア、ニュージーランド）で

は、要保護児童は原則として里親家庭あるいはグル

里親支援の
今後の展望
里親支援の
今後の展望

特集 里親支援

総 論

青山学院大学教育人間科学部 教授　庄司
し ょ う じ

順一
じゅんいち
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ープホームで養育されている。存在する施設は、た

んに子どもを養育するところではなく、治療教育を

行う機関となっている。

ブラウンら（Browne,et al.,2005）による、ヨーロ

ッパ諸国（31カ国）における3歳未満児のケアにつ

いての調査によると、里親委託児39,380人に対し、

施設入所児は23,099人で、約2対1の割合である。

これを英独仏に限ると、里親委託児17,700人、施設

入所児4,540人で、約4対1となる。ところが同時

期のわが国では（児童養護施設入所児童等調査、平

成15年2月1日）、里親委託児396人に対し、施設

入所児は3,643人（乳児院2,948人、児童養護施設の

3歳未満児695人）で、約1対9となっている。わが

国の施設養護を主とする社会的養護の状況は、先進

国の中では例外的なものといえる。

欧米でも、昔は孤児院があり、親のいない子、遺

棄された子などは孤児院で世話をされた。欧米では

第2次大戦後、ボウルビィ（Bowlby,J.）の影響など

により、施設養育の弊害がホスピタリズムとして知

られたり、子どもが育つ場は家庭である（たとえば、

ルーズベルト大統領が招集した1909年のホワイト

ハウス・カンファレンス）との思想から、里親制度

がしだいに発展し、1970年代には脱施設化の運動

とともに、また経済的理由からも（直接経費でみれ

ば、里親養育は施設に比べ安価である）、施設は縮

小、閉鎖され、里親制度へ転換していった。

里親支援の背景

わが国では、里親が当事者組織として里親会を結

成し、自主的な活動を行っており、わが国の里親支

援において里親同士のサポートが重要な位置を占め

ている（『里親と子ども』第4巻（2009）を参照のこ

と）。外国の状況は必ずしも明らかではないが、地

域の里親会はわが国とは異なっているようであり、

里親支援は民間の里親支援機関のソーシャルワーカ

ーが担う部分が大きいようである（渡邊，2009）。

これに対して、わが国では平成20年12月に厚生労

働省家庭福祉課が提示した養育里親研修テキストの

「認定前研修カリキュラム」の1科目にも「里親会

活動」がはいっていて、その意義が説明されること

になっている。地域里親会の活動は評価できるが、

別の見方からすると、里親への支援を担う専門家

（ソーシャルワーカー、児童福祉司）が量的にも、

専門性からも不十分であることを反映したものだと

もいえるのではないか。

里親支援への違和感

冒頭で、里親支援への違和感があると述べたが、

その理由をここで述べる。まず、里親支援とは何か。

里親（フォスター・ペアレント）への支援であろう

か。そうではなく、里親養育（フォスターケア）が

うまくいくように里親を支援するということではな

いか。里親制度は社会的養護を担うものであり、里

親のためではなく、家庭的養護を必要とする子ども

のための制度である。実親のもとで暮らせない子ど

もが安全な環境で安心して過ごし、発達していける

よう里親と子どもを支援し、同時に可能な場合には

実親への支援も視野に入れて取り組むのが里親支援

なのではないか。そのような取り組みの中で、里親

への支援が重要な位置を占めていることは確かであ

るが。

次に、里親支援機関についてである。里親（養育）

への支援は、多くの地域で、これまで児童相談所が

担ってきた。とはいえ、児童福祉司の数が不足して

いること、児童福祉司の専門性が高いとはいえない

ことから、十分な支援はなされてこなかった。里親

の側にも、措置の権限のある児童相談所には相談し

にくいという意見は多い。そのような現状をふまえ

［特集］里親支援
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れば、児童相談所の外に里親支援の場を設けること

には意義はあろう。とはいえ、里親支援機関の事業

内容は必ずしも明確ではない。地域の事情、里親会

や児童相談所などの考え、その他の資源の有無など

によって、そこで必要とされている支援が行われれ

ばよいともいえる。ただ、どういう組織にするのか

（里親会が担うのか、里親会あるいは里親の有志が

NPOとして法人化をするのか、施設におくのか）、

どのような事業を行うのか（とくに里親会の事務局

を引き受けるのか）などは早急に検討しなければな

らない。児童相談所のいわば下請けをするのか、別

の活動を行うのか。これまで児童相談所あるいは行

政が担ってきたことを肩代わりするのであれば、当

然補助金を得て活動することができる。他方、

NPO法人千葉県里親家庭支援センターやNPO法人

フォスターケア・サポート・プロジェクト（神奈川

県）は行政からは独立している。そうすると、運営

資金は会費や寄付金によることになる。これらでは、

関係者の創意が生かされるとはいえ、予算規模から

はあまり大きな活動はできそうになく、事業の継続

性や発展性も今後の課題となろう。

私は、里親会活動は里親が行うべきだとは考える。

しかし現実には多くの地域で、児童相談所の里親担

当が事務局を担い、諸連絡や資料・書類の作成、発

送、会合や研修会の準備などを、里親会事務局担当

に里親が協力するという形で行ってきた。里親が事

務局を担うのが適当だとは考えるが、実は里親も結

構忙しく、それだけの力（マンパワーやノウハウ）

をもっていない里親会が多いと思われる。それにも

かかわらず、現在、各地で児童相談所におかれた里

親会事務局が児童相談所から出ていく傾向にある。

これからの里親支援

子どもを養育している里親にとって必要な支援の

担い手は、まず夫婦であろう。里親になろうとする

時点で夫婦はよく話し合うので、子どもの養育につ

いての夫婦の協力という意味では里親家庭は、地域

の他の家庭よりもよい条件にあるといえるのではな

いだろうか。実際、研修会などには里父もよく顔を

だす。

第2に、里親同士の支援が重要である。里親同士

はしばしば頻繁に電話などで連絡をとりあったりし

ている。里親支援のメニューの一つにレスパイトケ

アがあるが、子どもにとっては顔見知りの里親宅を

レスパイト先とするのがいちばん望ましいだろう。

これができるためには里親同士の交流が不可欠であ

るが、残念ながら、地理的に近いところに里親がい

ないということもある。

第3に、里親サロンがある。これは里親同士の支援

の一つともいえるが、その運営の仕方はさまざまで

ある。委託後の初期研修の一環として児童相談所が

主導してサロンを開催しているところもあれば、サ

ロンへの参加者を里親だけに限定するところもある。

第4に、児童相談所のはたすべき役割がある。里

親支援をこれまでどおり児童相談所が担ってもよい

が、日々の相談等はすべて児童相談所が受けるとい

うことでなくてもよいだろう。しかし、里親支援機

関が設けられたからといって、児童相談所の関与が

なくなるわけではない。里親と子どものマッチング

や、委託から解除までのケースの進行管理は児童相

談所の業務である。そうであるならば、求められる

ことは、里親、里親支援機関と、児童相談所との連

携であろう。

子どもへの支援

里親支援を、「里親」支援ではなく、「里親養育が

うまくいくための」支援ととらえるならば、委託さ

れた子どもの支援も必要であろう。

［特集］里親支援
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まず、当事者組織としての里子の会の活動がある。

外国には、委託された子どもの声をきくことが里親

制度をよりよいものとしていくという考えがある。

IFCO（国際里親養育機構）でも運営委員に若者

（youth）を重要なメンバーと位置づけており、大会

では若者のプログラムも用意されて活発な活動を行

っている。2009年のアイルランドでの会議に際して

いくつかの団体を訪問することができたが、その一

つは委託されている子どもあるいは以前に委託され

ていた子どもの団体であった。ただ、ここではソー

シャルワーカーも運営に関わっているようであった。

第2に、子どもの自立を支援することを目的とし

た団体がある。アン基金プロジェクトは設立当初か

ら子どもの自立支援を活動の一つの柱としていた。

最近、神奈川県内の里親有志が立ち上げたNPO法

人フォスターケア・サポート・プロジェクトは委託

された子どもの自立支援を目的としたものである。

第3に、子どもへの支援として、ライフストーリ

ーワークが注目される。社会的養護のもとにいる子

どもは、自分の過去を共有している人がいなかった

り、思い出となる物が乏しかったりして、過去が失

われていたり、断片的な記憶しかないことがある。

信頼できる人との間で、アルバムや思い出の物を使

いながら、「自分史」（ライフストーリー）を再構成

する作業をライフストーリーワークという。人生の

継続性を確保する方法として英米では広く実践され

ている。具体的には、子どもの「生い立ちの記録」

（ライフストーリーブック）を、絵やことば、写真

などを使って、信頼できるおとなに手伝ってもらい

ながら、子ども自身の手でつくっていく。この作業

をとおして、子どもは誕生以来の自分の人生を理解

していく。わが国では、ようやく実践が試みられる

ようになったところである（米沢，2005，平田，

2010）。

おわりに

里親支援は、里親（フォスター・ペアレント）へ

の支援ではなく、里親養育（フォスターケア）がう

まくいくように里親を支援するということではない

かと述べた。とはいえ、里親養育がうまくいくため

には、里親（とくに里母）の話をよく聴くことが重

要なポイントであることも確かである。ただ、里親

と児童相談所（そして施設）の間には不信感がある。

里親支援機関を含め、互いを「養育チーム」におけ

るパートナーと認めることが必要であろう。

［特集］里親支援

キーワード：里親に委託された経験のある
若者たちの活動

わが国には「さくらネット」という「里子の会」がある。

全国里親会の渥美前会長が、国際里親養育機構(IFCO)での

経験をもとに、わが国の里親制度にも「里子の会」が必要だ

と考えて設立をすすめた経緯がある。現在、非常に活発に活

動を行っているとはいえないが、同じ境遇にある仲間とし

て、また当事者からの発信という重要な機能をもつ活動なの

で、今後の発展に期待したい。
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●湯沢雍彦（編）2004「里親制度の国際比較」ミネルヴァ書
房
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Ⅰ. 本稿の目的

一部の欧米・オセアニア先進諸国と比較した日本

の里親委託の低迷状況については長年指摘されてき

た。近年政府は数値目標を掲げ、里親委託推進に向

けた取り組みを行っている。こうした背景には社会

的養護の受け皿不足という現実がより大きく影響を

与えているように感じられる。都市部では里親委託

の推進とともに、児童養護施設が新設されるという

状況から理解できるように、一定の養護理念に基づ

いた施策展開というよりは、現実対応の重視が日本

の特徴といえる。こうした状況に鑑み、海外の状況

を参考に、一定の社会的養護理念に基づいた里親委

託推進策のあり方について提言することが本稿の目

的である。

Ⅱ. 社会的養護理念の共有と監査制度の導入

里親委託率が比較的高い一部の欧米・オセアニア

諸国（以下、「諸外国」と記す）では、パーマネンシ

ー理念に基づき主たる養育者の永続した一貫性が重

視されてきた。したがって交代勤務や職員の入れ替

わりが一般的である施設養護はきわめて限定的に活

用されている。一方日本では施設養護が主流を占め、

施設の家庭的環境が重視され、ユニット制やグルー

プホームが推進されている。現実には養育者以外の

物理的環境の家庭化や生活単位の小規模化がすなわ

ちパーマネンシー保障として捉えられる傾向にあ

る。施設養護と里親養護双方の重要性を承認すると

いう、いわばダブル・スタンダードが、結果的に主

流である施設養護が継続される実態を生み出してい

る。

社会的養護理念の曖昧さは児童相談所における里

親活用の消極性を促している。「実親が里親委託に

承諾しない」「里親より施設の方が安全かつ効率的

である」といったことがその消極性の背景として語

られることがあるが、根本的には理念の曖昧性によ

るものであるといえる。実親の承諾を得られる関与

方法や、里親の安全性を担保するための支援のあり

方が問われるべきであろう。

措置期間が長期化し、里親委託や家庭復帰の機会

を失った子どもたちの存在を予防するために、パー

マネンシー理念を再確認・共有するとともに、その

パーマネンシー理念の具体化に向けた現場職員の適

切な努力に関する何らかの行政機関あるいは第三者

機関による監査制度の導入が必要ではないだろう

か。現在自立支援計画が作成され、形式的には児童

相談所と施設がその共有を行っているが形骸化して

いる面もある。子どものパーマネンシーに特化した

支援計画を作成し、それをどのように実現するかを

具体的に共有し、それに向け努力することが問われ

る必要がある。日本と諸外国との最も大きな相違は

日本女子大学人間社会学部社会福祉学科 教授　林
はやし

浩康
ひ ろ や す

特集 里親支援

総 論

里親委託の推進に
向けて

里親委託の推進に
向けて
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原則的に諸外国では措置期間を有期限化し、見直さ

れる場が保障されていることである。これはできる

だけ短期間に永続的養育の場を確定する必要性を示

唆している。短期間とは国により異なるが、どんな

に長くても2年である。子どもの時間感覚からすれ

ば2年以上、永続的に生活できる場所が決定されな

いという不安定さは子どもに悪影響をもたらすとい

う考え方に基づいている。日本でもこうした措置期

間の監査は必要であり、子どもの時間感覚を考慮し

て家庭復帰を目的に措置後短期間に集中的に支援を

行い、家庭復帰が無理ならば速やかに里親委託の可

能性を模索するという努力のあり方が問われるべき

ではないだろうか。

Ⅲ. 民間ソーシャルワーク機関の育成と

里親に特化した行政機能の確立

これまで一部の例外を除き、基本的に児童相談所

が里親委託業務を独占的に担ってきた。一方諸外国

では行政機関とともに、さまざまな民間機関がそれ

を担っている。児童相談所の措置権維持を前提とし

て、措置業務を民間機関に委託することが里親支援

ソーシャルワークの質的向上において重要なことだ

と考えられる。児童相談所が虐待対応に追われ、里

親委託や支援業務に適切に関与できないから、民間

にその業務を委託するということではなく、里親委

託推進には民間ソーシャルワークの力が必要不可欠

である。公的機関と民間機関が一定の緊張関係に基

づき、協働的関係を形成することは相互の質を高め

る。措置権を有する行政機関は委託後のモニタリン

グ過程において責任を果たす必要がある。先に指摘

した措置監査制度のなかに包括して考えることも可

能である。

国および地方公共団体は財政的支援を民間機関に

行い、その職員勤務の継続性を図られるよう、適切

な待遇を保障することが必要である。経験年数に応

じて年収350万円から450万円ぐらい保障されれば

職員の定着率はきわめて高まるのではないだろう

か。民間機関のソーシャルワーカーの継続性が児童

相談所職員の非継続性の問題を補いうるといえる。

里親支援機関事業実施要綱が出され、里親支援業

務を民間機関に委託できることが児童福祉法に規定

されたことで、業務を民間機関が担うことを促すと

考えられるが、里親の普及啓発、研修、里親サロン

のみならず、里親委託業務や委託後の継続的支援や

モニタリングをも含めて委託することが重要であ

る。現段階ではそれらに関与している支援機関はご

く少数である。里親支援ソーシャルワークの中核的

業務を担うことが民間ソーシャルワーカーを育成す

る上できわめて重要なことである。中核業務を担い

試行錯誤するなかで実践知の蓄積とその活用が可能

となる。このような里親支援ソーシャルワークの民

間機関への外部化はけっして行政の責任放棄ではな

く、むしろ委託することで、その調整業務が必要と

なると同時に、児童相談所のあり方が民間機関から

問われることとなる。一方で里親に特化した部や課

を行政機関に設置し、里親業務体制の充実を図るこ

とも重要である。民間機関に委ねるのではなく、民

間機関とともに里親委託を推進することが行政には

強く求められる。

筆者らが行った里親支援機関に関する調査結果※

によると、現在いくつかの自治体で何らかの業務が

民間機関に委託されており、委託先として里親会が

最多であり、次いで児童家庭支援センターとなって

いる。しかしながら多くの自治体では委託できる適

切な機関がないと回答している。したがって多くの

都道府県では、児童相談所が里親支援機関事業を実

施するのではないかと危惧している。

今後里親の認知度を高め、里親支援ソーシャルワ

［特集］里親支援
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［特集］里親支援

ーカーの質的向上を図る上で重要なことは、委託機

関を児童養護施設や乳児院の付設機関に限定しない

ことである。独立型の支援機関、あるいは社会福祉

協議会、社会福祉士会、地域包括支援センターなど

社会的養護に直接的には関連しない機関が関与する

ことで、民間ソーシャルワーカーの裾野を広げ、社

会的認知を高め、里親委託推進に寄与できると考え

られる。これら機関が有効に機能するためには、里

親支援ソーシャルワークに特化した専任職員の複数

配置と先にあげた待遇の保障が要件となろう。

Ⅳ. 社会的養育観の醸成と

市区町村・民間組織との協働による推進

里親を推進する上で一般市民の社会的養育観の醸

成がきわめて重要である。市民にとって身近な市区

町村がそうした意識醸成に関与することが必要であ

る。社会的養護と在宅支援とを一貫性をもって継続

的に提供する上で、市区町村レベルでは在宅支援の

なかに社会的親を具体化することが求められる。た

とえば現在フランスのパリで普及している半里親

（Parrains par Mille＝千人の里親、参照：http:

//www.parrainsparmille.org/）活動はその一例とし

てあげられる。半里親とは実親と暮らす要支援家庭

の子どもたちに提供される一貫した週末里親であ

る。家庭において適切な配慮や気遣いがなされず、

放置されている子どもに対し、経済的に余裕のある

者が実親の承諾を得た上で、子どもを自宅に招き入

れ時間をともにするサービスである。子どもは他人

の家庭で気遣われ、配慮される体験の積み重ねによ

り、生きる意欲を高めることが明らかにされている。

また子どもにとって他の家庭での生活を通して家族

観を修正することができる。担い手は独身、単身者

を含め一定の研修を受講した者であり、担い手への

経済的支援は社会的には行われず、子どもに要する

経費は半里親の負担となっている。それでも担い手

が確保できるということは、そうした活動に関与す

ることが半里親にとっても大きな意義がある証左と

いえる。現在日本で求められている里親はある意味

ハードルが高く、一般市民にとって距離感を感じざ

るを得ない。諸外国では、多様な社会的親が社会的

サービスとして存在する。単身でフルタイムで勤務

する者でも場合によっては里親となっている例もあ

る。そうした者にマッチする子どもも存在するとい

うことではないだろうか。一般市民が可能な範囲で

社会的に養育を担えるために、行政と民間組織が協

働してさまざまな社会的親を具体化することが重要

である。それがいわば「満里親」との距離感を縮め、

その担い手の裾野を広げることとなる。

こうした在宅支援レベルでの社会的親の創出は市

区町村単位で模索する必要がある。半里親的な支援

活動を市民を含めて考え具体化することである。里

親支援機関が満里親のみならず、社会的親の創出や

提供に貢献する可能性を模索することも考えられ

る。また里親を支援する社会的親を模索することも

重要であろう。身近な地域で預ける体験や、預かる

体験の積み重ねは社会的養育観の醸成を促すと考え

られる。経済的課題などを抱え家庭内で適切なケア

が受けられず、気遣われる体験もなく、家庭や学校

において放置された子ども、および里親に対し予防

策として身近な人に気遣われる体験を断続的ではあ

るが、継続的に積み重ねることのできるサービスを

整備する必要がある。

このようなサービスは個人レベルでの思いやりや

共感を、連帯思想に結びつけ、より高度なサービス

の具体化の可能性をも有している。個人レベルでの

思いやりと社会レベルでの連帯の間には大きな溝が

あるが、それを相互交流や相互理解を通して埋め合

わせることが可能ではないだろうか。
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キーワード：ファミリーグループ・カンファレンス
拡大家族や場合によっては親しい友人・近隣がソーシャル

ワーカーをはじめとする専門職とともに、子どもが安全かつ

十分に養育されるための必要事項を話し合う公式の会議であ

る。世界的に注目を集め、活用されている。

Ⅴ. 知人によるケアの社会化と里親支援の充実

近年、諸外国では親族里親が増加傾向にある。親

族里親の詳細は渡邊氏にお任せするが、諸外国にお

ける親族里親は正確には子どもにとって身近な人々

によるケアである。すなわち諸外国における親族里

親は親族には限定されていない場合が一般的であ

る。アメリカでは近年フィクティブ・キン（fictive

kin＝疑似血縁）という概念が提示され、州により

異なるが公的な血縁者によるケア（formal kinship

care）の適用範囲は広く、子どもと感情的交流のあ

る名付け親（godparents）や知人というレベルまで

含める傾向にある。それはまず子どもにとって身近

な人々によるケアのあり方を模索することが、子ど

もの最善の利益保障であるという考え方によるもの

である。その模索手段としてファミリーグループ・

カンファレンスのような身近な人々が関与する会議

の場が措置前に確保されている。子どもにとって重

要なことは血縁ではなく関係性である。血縁関係が

存在しても関係性がきわめて希薄である場合は親族

といえども、親族里親としての意味をなさない場合

がある一方で、近隣に居住する知人や離婚後親権を

有しない元配偶者や、その親族などで子どもとの関

係形成が図られている場合は、親族里親として適性

を有していると考えられる場合もある。

一方親族里親の課題は山積みであり、非親族里親

の減少や経費削減策としての親族里親へのシフトと

いう一面も垣間見られる。その活用においては慎重

さも必要である。いわば親族里親は非親族里親の減

少のなかで、子どもの受け皿不足という緊急事態へ

の対応策として始まったが、現在では優先的選択肢

として活用されている。日本でも同様に受け皿不足

が指摘されているが、それを施設の増設により対応

するという一面もみられ、先に指摘した社会的養護

理念の相違を感じる。里親委託率の高い国々では、

身近な者が経済的課題や健康上の課題など生活上の

課題を多少抱えていても、子どもにとって馴染みの

ある者のもとで育つことは子どもにとって望ましい

という考え方がほぼ主流を占めつつある。親族里親

の課題への社会的対応のあり方が問われているとい

える。親族里親に関してはそれまでファミリー・プ

リザベーション（家族維持）の一環として捉えられ、

私的な親族によるケアとみなすことで、社会的支援

が抑制される傾向にあったが、現在では社会的養護

の第一に優先されなければならない選択肢となり、

親族里親に経済的支援や研修を提供する国や州も増

加傾向にある。日本では親族里親の親族が限定され

ており、その運用要件がきわめて厳格である。すな

わち実親の状況が死亡、行方不明、長期拘禁に限定

されている。たとえば「知人養育」など親族という

ことばを改変しその適用範囲を広め、要件を緩和し

てその活用を促すことも里親委託の推進において重

要なことではないだろうか。施設入所児のなかには

親族の経済的課題のゆえに親族が育てる意志があっ

ても、施設入所を余儀なくされる子どもたちも存在

する。また親族でない子どもにとって身近な者も同

様である。子どもの立場からすると施設や非親族の

里親に比べ、知人のもとで暮らすことはスティグマ

を軽減するとともに、自尊感情やアイデンティティ

の維持に寄与すると考えられる。改めて「知人里親」

について考える必要があるといえる。

※2009年に「養子と里親を考える会」により行わ

れた調査である。調査対象は都道府県・政令指

定都市主管課である。報告書は出されていない。
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1．はじめに―要保護児童とは

児童福祉法では、「要保護児童」を「保護者がい

ないか、保護者に監護させることが不適当であると

認められる児童」としているが、今要保護児童で保

護者のいないケースは、棄児ぐらいで、親の死亡事

例も非常に少なくなっている。保護者に監護させる

ことが不適当な児童とは、虐待の事例をさすとすれ

ば、確かに要保護児童に占める割合は増加しつつあ

ることは事実ではあるが、それでも児童福祉法28

条の適用を受け、親の同意を得ず社会的養護サービ

スに措置できる児童はまだそう多くはない。現実に

養育里親に委託されている児童は、虐待を含めても

「何らかの事情で保護者によって監護されることが

困難な児童」であって、そもそも要保護児童の定義

そのものが狭すぎはしないだろうか。ある児童養護

施設の前を通りかかった父子が、「パパ、あそこ親

に捨てられた子ども行くん？」「そうやで」という

会話を聞いたその施設の子どもが傷ついたというレ

ポートが毎日新聞1）に掲載されていた。

平成19年度に里親委託が解除になった910名の内

約半数が家庭復帰している（平成19年度社会福祉行

政業務報告）。また里親に委託された子どもの3割は

家族との交流（電話、手紙、面会、帰省）がある（平

成21年の児童養護施設入所児童調査結果）という。

それならば、里親とりわけ養育里親とは、「何ら

かの事情で保護者によって監護されることが困難な

児童を一時的に、あるいは継続的に養育することを

希望するもので…」と考えるべきではなかろうか。

そもそも国の定義による要保護児童は、本来「養

子里親」への委託を優先させるべきであろう。勿論

平成21年の改正で、養子里親が里親の種類に位置

づけられはしたが、「養子里親」は「養育里親」に

比較して、研修の義務化も里親手当てもなく、同じ

要保護児童を養育しているにもかかわらず、余談で

はあるが、この冷たい扱いは如何なものかと思う。

協会は昭和36年に発足して以来、「子どもが健全

に発達するためには、特定の大人との安定した信頼

関係の継続が必要である」と考えてきた。これは、

既に欧米では児童養護の基本概念になっているパー

マネンシー・プランニングと同じ概念である。

どの子どもにとっても、「特定の大人」が必要で

あり、それを誰が担えるのかによって、子どもが受

けるべき社会的養護サービスが異なるはずである。

「特定の大人」が実親であるなら、親が養育出来な

い問題を早期に解決させ、親子が生活を共に出来る

ように援助することこそが里親（施設も）の役割に

なる。実親が将来にわたって引き取って養育するこ

とが困難であるなら、出来るだけ早期に実親に代わ

る「特定の大人」として、出来れば法的な親を用意

してやることが望ましいし、それが何らかの理由で

社団法人 家庭養護促進協会 理事　岩 美枝子
み え こ

里親支援を俯瞰する
―里親支援とは、
どうあれば良いのだろうか？

里親支援を俯瞰する
―里親支援とは、
どうあれば良いのだろうか？

特集 里親支援

里親養育の現場から

い わ さ き
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困難な時、長期養育里親が必要になる。それでも適

当な人がいるのなら里親であれ、養親であれ、親族

が優先されるべきである。

そういう観点から里親支援の目的を考えるなら

ば、その子どもにとって必要な里親が選択され、そ

の委託目的が遂行されように、里親を支援するとい

うことであろう。

2．短期養育里親への支援

大阪市は、従来から短期里親制度を採用せず、養

育里親の基本は短期であることを実行してきた全国

でも数少ない児童相談所である。だから、この20

～30年間に70人や80人の里子を養育してきたベテ

ランが何人かいる。今までは、彼らの経験の積み重

ねで多くのケースが無事に養育されてきた。その彼

らが最近よく「児童相談所の養育計画通りにやって

いると、ほとんどうまくいかない」と言う。この

「養育計画」（短期や期間を限定した里親委託におい

ては、「自立支援計画」とは言い難い）については

後で触れたいが、短期養育には、次のような問題が

起こりやすい。

①緊急性（一時保護所代わりに充分な調査もな

いまま委託されることがある）

②実親の主訴とその信頼性（親の主訴がしっか

りアセスメントされないまま委託されやす

く、養育期間が守られると言う信頼性がない）

③必要な情報が里親に伝えられていないことが

多い。

短期養育里親に委託するためには、実親の主訴

（養育できないとする問題）は何で、それを解決す

るためには、誰が実親を支え、どういう社会的サー

ビスを利用し、あるいは実親の努力によって、どれ

ぐらいの期間を要するのかを、しっかり調査し、具

体的な調査結果に基づいてアセスメントし、それが

実親によって承認されなければならない。

少なくとも、実親が存在し、その人の同意で里親

委託されるのであれば、このアセスメントに従って、

その関係者が一同に集まり養育計画が立てられ、そ

の計画を実行するために契約書を交わすべきではな

いかと私たちは考えてきたので、短期里親の支援が

なされる前提として提案したい。

その養育計画書には、①親の問題とその解決まで

の経緯、②子どもの日常の生活習慣と性格傾向、③

委託期間の明確化と変更される時の手続き、④面会

（可能なら外泊）の頻度と方法、が記入される。

契約と言う概念が福祉現場にそぐわないと言われ

るかもしれない。特に日本の児童福祉は公的サービ

ス型福祉を採用しているので、どうしても考え方が

上から下への措置と指導と言う形になりやすい。サ

ービスを必要とする人と、サービスを提供する人と

それを仲介する機関が並列であると言う信頼関係が

築かれないと契約は成立しない。但し契約が結ばれ

れば、それが守られることになるはずである。

「〔契約〕の中にクライエントの〔希望〕を記し、

またこれにかかわる各々の責任を明らかにすること

によって、誰もが問題解決のプロセスに参加してい

るのだと自覚できる。…そして〔契約書〕にサイン

させることでクライエントが変化を起こそうとする

意欲を高めることができる」2）

契約は、かかわる当事者（実親･子ども・里親・

児童相談所の実親担当者・里親担当者･里親支援担

当員）が一堂に会し、それぞれの役割を確認し、そ

れに同意する署名がなされる。

①実親の役割―問題解決への努力・子どもへ

の説明・子どもへの面会・里親が必要とする

［特集］里親支援
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情報の提供

②里親の役割―子どもの日常生活の状況の把

握と注意点の確認・離れて暮らす実親子への

関係調整と支援・面会の方法とその実行への

支援

③児童相談所の役割―実親への必要な社会的

サービスの提供・実親の問題が軽減している

かの確認・事情が変化した時の養育計画の見

直しとそれに基づいた契約の変更・里親子関

係の状況把握

④里親支援員の役割―定期的（必要に応じた）

家庭訪問による観察と里親と里子との関係上

の問題とその調整のための支援・実親と里親

との関係上の問題とその調整のための支援

このようなことが丁寧に出来れば、養育里親への

委託が実親の了解が得られないために促進しないこ

とも、引取りの目処も立たないまま、里子の問題が

昂じて委託解除が増える傾向も、軽減できるのでは

ないかと予測できる。また、里親への支援もさるこ

とながら、実親への支援がもっと必要なのではない

かと思う。契約が実行されることは、親と離れて暮

らすことになる子どもの不安を軽減できるのではな

いかと思う。言葉を理解する子どもは、必ず参加さ

せるべきだと思う。

3．長期養育里親への支援とは何か

我国で里親という言葉は一般的に長期養育里親を

さしている。しかし、これほど難しい関係はない。

非血縁親子関係を構築するという意味では共通して

いる養子里親と比較すると、養子里親の場合は、自

分たちのエゴイスティックな理由で自分の子どもに

したいのだと自覚し、その決断に責任をもってくれ

さえすれば、子どもにとっては最も安全で法によっ

て守られた居場所が保障される。しかし、養育里親

の場合は、子どもと生活を共にし、そこで培った信

頼関係を土台としながら、最長通常は18歳までの

期間限定の親子関係であること、それ故に一人立ち

という形での自立が基本であることを明確にしなが

ら、あくまでも2組の親子関係を並列的に維持させ

ていかなければならない。しかし、長期養育の場合

は実親との関係が全くないわけではないが、存在感

が乏しいことが多い。行方不明であったり、長期入

院であったりするから実親の存在を認めているとは

いえ、日常生活では圧倒的に里親との関係が強まっ

ていく。それ故、入籍をしない意味を含めて里親子

関係がどういう関係であるかを、しっかりと子ども

に説明しなければならない。子どもの成長と共に、

日常どちらの姓を使用するのか、里子のために支払

われている措置費があること、里親としての責任を

果たせるように手当てが出ていることや、子どもに

は自分の人権を守るために「権利ノート」があるこ

となども説明する必要があろう。里親子であること

は本人には勿論のこと、地域社会にもオープンにす

ることが望ましい（但し、里親には守秘義務がある）

が、里親委託期間中は、地域社会に対しては一般の

親子と同じように「親」として、責任をもって里子

を養育し守ることが説明されないといけない。

里親子関係が構築されるためには、委託される子

どもがそれまで生活してきた環境と里親家庭の環境

との相違、大げさに言えば文化が違うところで生活

することを余儀なくされる子どもへの理解が必要で

ある（これは短期里親でも同じである）。それも子

どもの年齢・発達状況・それまでの人間関係のあり

様で、一人一人子どもによって異なるものである。

非血縁ではあるが、親子としての信頼関係を継続

的に構築するためには、私は次の3つの段階を踏む

と説明してきた。

［特集］里親支援
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実際には、長期養育里親に委託される子どもは、

施設での生活が0歳からであるとか、虐待などで心

に傷を負っている、いわゆる「愛着障害」の子ども

であることが多いので、里親の苦労は並大抵のこと

ではない。特に実子を育てた人ほど、余りにも実子

と異なる里子の態度に驚くことになるので、事前の

具体的な説明（研修）が必要である。特に試し行動

はどんな年齢の子どもでも現れ、程度の差はあれ貪

欲で狡猾で執拗に繰り返される。基本的には「あな

たが何をしてもあなたを受け入れる」というメッセ

ージが里子に伝わることが大事なので、試行錯誤し

ながらも、「試される」のではなく、「試させる」と

いう余裕が必要である。

しかし、実子の養育では「叩く」ことなどなかっ

た里母が、「叩きたくなる」ほどに苛立たせられる

ことはあり、折檻してしまうこともあるし、運が悪

ければ「折檻死」することもある。そこまではいか

なくても、里母のうろたえはそのまま実子や里父と

の関係にも影響を及ぼしやすいので、しっかり支援

することが必要である。試し行動をしっかり引き受

けてもらえた子どもほど、里親子関係が安定し、そ

の後に続く思春期にも大きく崩れることが少ない。

試し行動を厳しく叱責され「良い子でなければ愛

されないのだ」というように里子の方が見極めてし

まった場合は、確かに親の力が勝っている間は従順

であるかもしれないが、思春期前後になって里子に

力がついてくると、里親は反撃されることになる。

怒りが爆発して、家庭内暴力や、反社会的行動に出

ることが多い。「良い子」であることが当たり前で、

良い子であり続けるしかなく、結果として甘えさせ

てもらえなかった子どもがなかなか難しい。

また、養育里親の場合には、里親の年齢に比して

年少の子どもが委託されたり、実子とあまり年齢差

がない子どもが委託されたりすることも多く、充分

に「赤ちゃん返り」を引き受けてもらえなかったり

することも里子の問題を長引かせやすくなる。里子

の問題がなかなか解決しないと、「里子を引き受け

たことで起きた家族内の変化」に実子が苛立ってし

まうことも多い。実子への事前研修や支援について

はあまり何もなされてこなかったので、今後の課題

だと思う。

また、里子の思春期は、血縁はあるが親としての

役割を全く果たしていない実親と、日常的には確か

に親子らしく暮らしているが非血縁で、法的にも親

子にはならない里親との間で、セルフ・アイデンテ

ィティの形成に悩む里子の問題についても、支援が

［特集］里親支援

［表１］里親子関係が成立するまでの3段階 3）
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必要である。

長期養育里親の場合は、子どもの年齢によっては、

子どもと里親と児童相談所の間で子どもの意見もよ

く聞き入れて、「自立支援計画」が作られ、それが

毎年あるいは節目ごとに確認しあうことができれ

ば、里子にも自分の将来を現実的な希望を持って考

えることができるだろう。

支援の一つの方法として、「ライフストリーワー

ク」を導入し、適切な時期に適切な告知を含めて、

里子が自分の存在を出生時からの歴史と共に知るこ

とを援助されることが必要で、その実践も今後の課

題であろう。

4．里親支援の方法

①里親に寄り添う支援

里親への支援は、基本的に児童相談所の里親担当

ワーカーや里親支援員による家庭訪問などで行われ

る。特に、委託当初一番大変な試し行動で里母と里

子が煮詰まった関係になることが里親の里子への虐

待につながりやすい。

激しい試し行動は、里親の所に委託されるまでの

環境において形成された愛着障害による大人への不

信や不安や怒りを新しい養育者にぶつけ、大人を支

配し、大人を振り回すことで、愛してくれなかった

実親やそれまでの養育者への怒りを無意識にぶつけ

ている場合が多い。愛着障害の子どもは大人をよく

観察し、大人の心の動きを読みとることでこれ以上

傷つかないようにする賢さを身につけている。だか

ら養子里親や実子のいない長期養育里親の場合に

は、とりわけ激しく行うことが多い。勿論子どもの

愛着障害の程度や受ける里親側の対応によって異な

ることである。里子の傷つきが深いほど、新しい養

育者に愛を求める度合いが強くなり、試し行動は激

しいものになりやすい。好きな里母だから里母に愛

されるように振舞うのではなく、自分が求めるほど

に愛されないときのための防備を強めてしまうの

で、子どものアンビバレントな感情のままに里母は

翻弄されてしまいやすい。なかなかその状態で毅然

としていられる里母は少ないので、里子への不信や

不安や時に憎悪の感情が起きても仕方が無いのだ

が、それをまた敏感に感じてしまう里子は一層激し

く抵抗を試みないといけなくなる。

試し行動は、里母と里子との密室の中で行われや

すく、昼間自宅にいない里父にも理解してもらえな

いことが多い。また、こういう里子は里父へは余り

試し行動を向けず、また里父がいる前では行わない

こともある。ましてや児童相談所のワーカーや施設

の職員の前では見せないので、理解されないことが

多い。

また、密室が形成され難い複数の里子がいる里親

家庭に引き取られると、このような激しい試し行動

を表さないこともある。里子同士が里親を取り合う

ような小競り合いなどはあるだろうが、もし問題を

出すとすれば、学校や地域社会の中での方が多いか

もしれない。

激しい試し行動に苦労している里母には、寄り添

う関係がなければ、里母を支援することはできない。

里母は委託期間の経過と共に、疲労がつもっていく

ので、客観的にみればそれでも里子の表情や態度に

それなりの良い変化が現れていても、それに気づか

ず、それ以上になかなか自分の思うようにならない

里子への愚痴が語られる。それをよく聞いてやり、

その辛さを共感し、その労をねぎらいながら、里子

の意図がどこにあり、決して里母が気に入らないの

ではなく、逆に里母に見捨てられるのではないか、

いやそうに決まっている、今までだってこんな私を

愛してくれた人はなかったと思っていること、だか

ら愛されるはずがないことを確認するために、行動

［特集］里親支援
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が激しくなっていることが予測されることを丁寧に説

明する。私はよく「頭を真っ白にして、何も考えず、

ひたすら里子の行動を受け入れることに専念した方

が、行動が沈静しやすい」とアドバイスしてきた。

②レスパイト・ケアについて

こういう状態になった時に、レスパイト・ケアを使

うことで、疲れた里母や家族に休暇を与えることが

有効ではないかという考え方がある。確かにレスパイ

ト・ケアはそういうことも目的に、平成14年の改正

で制度化されたものであるが、年間たった7日間しか

なく、それを全部利用したとしても里母の疲れが取

れるものではないことをよく承知していないといけな

いし、前述したようにこういう子どもは里親から離さ

れ、特に施設に戻されると、問題行動を出さない。

よく里親から聞かされることは、「施設職員から、悪

いことをすればしっかり叱ってくださいと言われる

が、叱っても聞いてくれないから困っているのであっ

て、結局はあなたのやり方が悪いと言われているよう

に思った」し、レスパイトのつもりだったのに、結局

は児童相談所からは「そんなに大変なら委託解除に

しましょうか」とそのまま里子が返されないままにな

ってしまったケースもよくあることだ。

施設という浅い人間関係に慣れた子どもには、里

親との1対1の関係の緊張感に疲れることも事実で

ある。子どもが施設で見せる顔と里親宅で見せる顔

が全く違うことが理解されていないと、何故この子

に里親が苦労するのかが施設職員には理解されない

ことが多いことも、よくわきまえていてほしいこと

である。それに、里子にすればそれがレスパイトで

あったとしても「やっぱり返された。捨てられた！」

と思うかもしれない。だから施設でも里親を恋しが

るような風情もみせず、あっけらかんとしているの

で、里子も里親を慕っていないととられやすい。し

かし、子どもの心の中には、新しい傷を確実に増や

していることを、児童相談所や施設職員は理解すべ

きである。

③里親同士の支援

同じ苦労や悩みを共有してくれる里親の存在は、

新しい里親にとってはありがたい存在であるし、子

どもの成長と共に新たな問題を抱えた里親にとって

も、仲間のアドバイスは具体的で、自分だけがこん

な思いをしているのかと落ち込んでいたのが、みん

な多かれ少なかれ経験していることなのだと分かれ

ば、里子への見方も変わってくる。里親同士の支援

の方法としては現在次のような活動が行われている。

＊里親会

里親の自由参加による会員組織で、会費を支払い

それに行政からの援助を得て、まず児童相談所ごと

に支部が形成され、都道府県ごとに里親連合会が形

成され、その上に全国里親会がある。全国里親会は、

毎年全国里親大会、ブロックごとの研修会を主催し

ている。機関誌「里親だより」や里親に必要な情報

誌等の発行もしている。最近は機関誌が充実されて、

里親にとって有益な情報が届けられている。

個々の里親会では、里親の数の減少や、里親会に

入会しない里親がふえてきたこと、役員の高齢化な

どの問題を抱えながらも、それぞれの会による工夫

や努力もなされており、歴史のある会だけに、それ

を残しながら新しい活動が期待されるところである。

＊里親サロン

里親会組織が、会を維持するためにはどうしても

日本的な縦型の人間関係に支配されやすいところか

ら脱却して、里親のセルフヘルプ・グループとして、

集まりたい人が集まって、それぞれが話をし、話を

聞くところから支援しあう活動が広がりつつある。

東京都や愛知県、埼玉県その他で活発に行われてい

［特集］里親支援
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る。大きなグループでなく、出席も自由で、肩を張

らずに話し合えることが里親に癒しと勇気を与えて

いるようだ。そこにサロンの間、里子の保育を手伝

うボランティアとして里親の近隣や友人などで援助

されるようになり、その人たちが新しい里親資源に

なっているところもあると聞く。

＊ピアカウンセリング

里親サロンがグループによる支えあいだとすると

個別なかかわりで必要な里親への支援を、里親同士

だからできる活動として始まっている。しかし、ピ

アカウンセラーの研修をしっかり受けてやらない

と、カウンセリングには程遠いものになりやすく、

その研修をしているのは、今のところ東京のNPO

法人アン基金プロジェクトが実施している家庭訪問

事業メンター制度である。今後、研修のプログラム

やそのスーパービジョンのあり方も検討しなければ

ならないだろう。

＊里子同士のつながりへの支援

全国里親会が、アメリカやオーストラリアで開か

れた世界里親（里子）会議に全国から高校生や大学

生の里子を募って、交流する機会を作ったところか

ら、彼らが中心になって、全国里子会「さくらネッ

トワークプロジェクト」4）を結成した。全国里親会

から「さくら通信」5）が発行され、その活動内容や

必要な情報が配信されている。里子たちは、一般社

会の中では、少数派に属しているし、偏見にさらさ

れることもあるかもしれないし、里子であることに

よる色々な悩みを共有できる仲間がいることは、子

どもたちにとっての支援になる。

協会では、子どもたちのキャンプや、親子での運

動会やクリスマス、初笑い大会などの懇親会を通し

て子ども同士のつながりできている。

こういう活動が子どもにとって有益なことが分か

っていても、中心になる若者たちがなかなか活動の

ための時間が作れないことが難点で、活動資金や、

活動計画を援助し支援する者がいないと組織だった

ことが出来にくい。しかし、子どもたちの親睦を深

めるためのプログラムを成長した里子たちが中心に

なって計画し、それに里子が参加している間が里親

にとってのレスパイトにもなるように定例化できれ

ば、一挙両得になるだろう。

＊社会の理解を深めるための支援

今どこの地方自治体も里親の開拓のための努力を

している。里親が地域社会でしっかり認識されるこ

とがなければ、里親も増えず、里親が増えなければ、

いつも限られた里親だけが苦労し、そして燃え尽き

てしまうことになる。特に最近は委託される子ども

たちの親の背景が年々複雑で重篤になり、また子ど

も自身の発達障害や愛着障害も深刻になっている。

朝日新聞に滋賀県と福岡市の試みについて次のよ

うな記事が紹介された。「発達障害や問題行動を抱

える子を預かった里親が参ってしまった。以来、行

政を巻き込み、里親を支える仕組みに知恵を絞って

きた」という滋賀県大津市里親会では、「子どもを

預かる時に初めて学校の先生や民生委員、子ども家

庭相談センター職員に自宅に集まってもらったのが

11年前。心を開いて『今後こういう子を預かりま

す』と説明すると、相手側も里親制度についてほと

んど何も知らないことを素直に話してくれた。協力

関係は広がり、数年前から里親会の月1回の定例会

に県や市の担当課長、センターのケースワーカー等

も出席してくれるようになった」という。もともと

里親委託率が高かったが、最近では委託率27％に

伸びており、「この流れを支えているのが、里親の

心理的な負担を軽減する仕組みだ。虐待を受けてい

た子どもを2人以上預かる家庭に、心理専門家を派

遣する制度を県が02年度から始めた」6）とのこと

で興味深い。

［特集］里親支援



キーワード：試し行動

子ども自身が、自分がどんなに不細工なことをしても、ど

んなに悪いことをしても、この里親は自分を手放さず、無条

件で自分の存在を引き受け、愛してくれるのかを確かめるこ

と。その行動は、主に、過食・拒食・偏食等食事にまつわる

行動、里親を困らせる行動、過去の養育環境における怒りの

表出、退行（赤ちゃん返り）などである。
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福岡市も「子どもの人権を守る活動に取り組んで

きた子どもNPOセンター福岡に05年より里親の普

及事業を委託。NPOならではのネットワークを生

かし、市民に里親制度に関心を持ってもらうところ

から始めた。里子に経験談を語ってもらうトークセ

ッションや、里親制度についての出前講座も。里親

になりたいと応じる市民は少しずつ増えていった。」

という。福岡市では「子どもが泣き叫ぶ、どこかに

出て行って帰ってこない…。こうした里親の悩みに

いつでもこたえるために、総合相談センター（児童

相談所）には現在里親をケアする専従職員が4人い

る」7）という。

大阪市の「里親いろいろ応援団」8）など、それぞ

れの地方自治体で様々に工夫されるようになってい

る。

5．おわりに

今回私が提案している、短期里親委託について養

育計画書を実親や子どもも含めた当事者で話し合っ

て作成し、それを契約書とするという提案も、地元

の児童相談所の職員からは「とてもムリ…ムリ…」

と言われている。毎日多くのケースを抱えている地

区担当のワーカーも含めて、また問題を抱えてしま

ってにっちもさっちも行かなくなっているクライエ

ントである実親を参加させることなど難しいのかも

しれない。全てのケースでなくてもそれができる事

例から取り組んだらどうだと提案したい。今地方自

治体は財政的にも児童相談所の職員を増やすことは

難しいと言いながら、増やさざるを得ない状況に、

結局は焼け石に水のような増え方しかしないため

に、ここで手を抜かずしっかりやっておけばという

手続きをきっちりとできなかったことで、より仕事

量が増える結果を導いていることも多い。

里親を支援することは、その子どもが自立でき、

税金の払える大人となり、家庭をもって良き親にな

り要保護児童を生み出さないように、支えることで

ある。

［特集］里親支援
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1．里親による虐待事件

昨年、大阪市において養育里親（以下、里親）家

庭での痛ましい虐待事件が明るみになった―5歳

の女の子を受託していた里母が、この子どもに対し

て数回にわたる暴行を加え、重傷を負わせたという

のである。

事態を重く見た大阪市は、今年3月、事例の検証

を行い、事件の再発防止策を盛り込んだ報告書を公

表した。それによると、この里母は2008年 2月に

里親として認定され、その3ヵ月後に女児を受託し

ている。そして、受託から半年後の同年11月、隣

区の保健福祉センターに、里子に自傷行為があるこ

とや自分になつかないことなどを相談し、その翌月

には、児童相談所を突然訪問し、同様の内容を訴え

ている。

この里母は、もともと子育て支援活動の経験もあ

り、里親登録後は児童相談所が主催する行事や研修

にも積極的に顔を出す、いわば「熱心な里親」であ

った。しかし、結果的には、この「熱心さ」が関係

者にとっての落とし穴となってしまった―それは、

「こんなに一生懸命の里親さんなら問題ない」と里

親の問題解決能力を過大評価することによって、専

門機関の児童相談所でさえ、里母の苦悩に触れるこ

とができなくなってしまったからである。

残念なことに、里親家庭での虐待事件は過去にも

報告されており、最悪の場合には虐待死に至るケー

スも起こっている。本来、里親家庭に委託される子

どもは、実親と暮らせない事情を抱えており、過去

に深刻な心の傷を負っている場合も少なくない。そ

れゆえに、里親家庭は子どもにとってなによりも

「安全な場所」であることが求められるわけだが、

里親による里子への虐待事件は、必ずしも「安全」

が充分に確保されているわけではない現状を露呈し

ている。しかも、そのような事件は、大阪の事例の

ように、「熱心な」里親が関与していることも珍し

くなさそうだ。

2．なぜ虐待が起こるのか

里親に委託される子どもは、その背景は異なって

いるとしても、多くが「見知らぬ環境への適応」と

いう課題を前にして、不安を抱えている。とくに、

実親や以前の養育者から虐待を受けていた子ども

は、大人への信頼感を失っており、「本当に自分を

受け容れてくれるのか？」「自分はまた見捨てられ

るのではないか？」というテーマを抱え、「受け容

れて欲しい」という切実な期待と、「受け容れられ

ないに違いない」という強い不安に揺れている。

そういった子どもが里親宅に委託された場合、

「自分の目の前にいる大人がどんな人物なのか」を

探ろうとする「試し行動」が繰り返される。その激

関東学院大学文学部現代社会学科 准教授　澁谷
し ぶ や
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しさは一般成人が想像する程度をはるかに超える。

大阪の事例では、里母が「里父ばかりになつく」

ということを訴えていたようであるが、実はこうし

た訴えは里親養育において珍しいことではない。こ

うした場合、「里母と里子の相性があわない」とい

うことも実際にはあろうが、多くの場合は、「こん

なに嫌味なことをする私でも、あなたは本当に受け

容れてくれるの？」というメッセージを伴った、一

種の試し行動ではないかと思われる。だからこそ、

こうした言動・行動がぶつけられる先は、たいてい

「主たる養育者」なのである。

こんな状態にある子どもと確固たる関係を築いて

いくことは、「熱心さ」で何とかなるほど容易いも

のではない。大阪の事例のように、里親の経験がな

く、受託して1年にも満たない里親である場合はも

ちろん、実子を難なく育てあげ、「子育てなら任せ

てよ」と思っている養育経験者にとっても、里子が

ことあるごとに表出する試し行動への対応に悩み、

「この子は、自分のことを親として認めてくれない

のではないか…」と不安や焦りを感じることは、あ

る意味、「あたりまえ」のことなのである。

3．研修による対応

里親養育に注目が集まるのと並行して、里親研修

受講義務が制度化された。これには2つの効果が期

待できる。

1つは、里親養育にあたっての基本的な考え方や

最低限持っておくべき知識、活用できる社会資源な

ど、里親養育のミニマムスタンダードを形成する機

会となることである。里親養育には、大阪の事例で

見られるように、大の大人である里親を翻弄するほ

どの試し行動のほか、必発といえるような課題が横

たわっている。それら課題をあらかじめ理解し、備

えをしておくことは、里親養育のリスクを軽減する

上で、有効な手立ての一つであると考えられる。

2つめの効果として期待できるのは、里親の「と

じこもり防止」である。里親の中には、大阪の事例

の里母とはまったく異なり、「子どもが里子だと知

られたら、子どもが周りからいじめられかねない」

などといって、里親であることを周囲に表明せず、

さらには児童相談所の訪問支援なども拒否する者が

いる。こういった里親による連携の遮断は、「社会

的責任」を伴った養育が成立しなくなる要因となる

し、ともすれば支援がまったく届かない状況を作り

出してしまう可能性もある。里親養育は私的養育で

はない―このことの実質化を図るため、研修の義

務化は、有意義な仕掛けとなる。

しかし、実際、受講義務のある研修はわずかで、

養育里親として認定されることを希望する者が受講

する「基礎研修」と「認定前研修」、そして5年に

一度、認定を更新するために受講しなければならな

い「更新研修」に限られる（ただし、国制度はミニ

マムスタンダードを示したものであって、実際には、

受講義務を強化している自治体もある）。果たして

これで上記2つの効果が期待できるかは、心許ない。

里親が負う社会的責任を考えれば、研修を、よりよ

い里親になる「トレーニング（訓練）」として考え、

今以上に頻繁に参加を求めていくことも考えたい。

4．チームワークによる里親養育

里親養育の実際については、ドラマなどを通して

人々に知られる機会は増えているように思うが、充

分に理解が深められているとはいい難い。そのため、

子どもが家庭外で気になる言動・行動をとるように

なった場合、「もっと子どものことを受け容れるべ

きだ」などと、周囲から里親に対して厳しい見方が

なされ、そのことが「一生懸命やっているのに、誰

も認めてくれない」という孤立感を里親の心に生じ
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させてしまうことがある。

里子の言動・行動に対する「里親の愛情不足」と

いう見解は、アタッチメント（愛着）障害やPTSD

などの心理的課題を里子が抱えているということに

ついて、まだまだ知られていないからだと考えられ

る。このようにして、里子理解について関係者間で

齟齬が生じ、やがて人間関係がこじれていく―里

親は、子どものことに加えて、周囲からの無理解と

も向き合わなければならなくなり、このことが、里

親の心理的孤立を深めていくのである。

こういうと、「関係者全員の理解を求めることな

ど、実際の子育てにおいても難しい。それよりも、

理解ある家族の存在の方が、よほど重要ではないか」

という意見も出てくるだろう。確かにそれも一理あ

るのだが、不幸にして、本来は協力者であるべきパ

ートナーが里親養育に充分な時間をかけられなかっ

たり、そもそも里子への関心が薄かったりすると、

結果的に主たる養育者だけに養育責任が負わされて

しまうことになる。大阪の事例においても、里父は

ここまで事態が深刻だということに、実は気づいて

いなかったのかもしれない。その結果として、里母

はますます孤立感を深めていった可能性も、考えら

れなくはない。

こうした「家族からの孤立」は、もちろん、一般

家庭でも起こりうる。しかし、里親家庭の場合、養

育にかかる負荷が大きいゆえに、一般家庭よりもも

っと慎重に養育者間のパートナー関係を維持してお

かなければならない。パートナー関係が綻び始める

と、周囲からの無理解よりももっと強く、主たる養

育者に無力感、絶望感をもたらすことになるのであ

る。

さらには、実子やペットなどと里子との関係がこ

じれる場合や、親族の無理解や非協力があからさま

な場合など、里親が身近な人たちとつながっている

からといって、里親養育のリスクが軽減されたとい

えないケースもある。こうした実態のあることから、

里親養育に必要な知識は、子どもを中心として、里

親、里親家族、そのほか身近な人たち、関係機関・

団体すべてが共通の理解をできるよう、丁寧に伝え

られなければならない。

このことを実現するために、いまだに徹底されて

いない自立支援計画（養育計画）の策定と見直しの

意義について、あらためて確認することも必要であ

る。子どもの生育歴、そこから生じる発達課題、そ

れへの対応方法、活用する社会資源などがはっきり

とわからないままの受託は、「海路なき航海」を強

いられていることと同じといっても過言ではない。

大きな遭難を避けるためには、目的地へ向かうルー

ト（今の状態についての仮説、それに基づく今後の

計画）を大事にし、さらにそのルートを航海の状況

に応じて見直し、最適なルートを選びなおすことが

大事である。そして、この計画について、守秘義務

違反に抵触しない範囲で関係者と共有を図ること

が、里親の孤立を防止するのである。

5．相談支援の実質化

先述したように、里親が育児不安を抱えるのは、

「あたりまえ」ともいえることである。この不安な

気持ちは、どこかで発散することが必要である。

里親に対する相談支援については、国でも力が入

れられて、各自治体でも工夫がなされている。ただ

し、こうした支援を、措置権を行使する児童相談所

のみが担っている場合、里親が忌憚なく悩みを打ち

明けることは、現実問題として難しい。大阪の事例

でも、里母が隣区保健福祉センターへの相談した折

に、「児童相談所の担当ワーカーは忙しく話しづら

い、児童相談所には絶対に連絡しないように」と訴

えていたという。



現在では、法制度上、里親への相談支援業務を民

間機関に委託することも可能である。国内における

先駆的な事例、海外の事例なども勉強しながら、里

親支援のあり方についても検討するとともに、児童

相談所による支援が向上するよう、そのマンパワー

（人材）問題についても声を上げていかなければな

るまい。

また、里親の苦労がわかるのは、同じ里親である

というのも事実である。このことから、里親の孤立

を防ぐための支援として、里親同士の連携を深め、

互いに支えあっていくことの意義は、強調してもし

きれないものがある。

ただし、すでに設けられているこうした場を見る

と、里親間での感情的なトラブルやプライバシーの

侵害など、非常にデリケートな問題も発生している

ことがある。また、あくまでも任意参加が原則なの

で、そもそもそういった活動に興味がない里親には

支援がまったく届かないという限界もある。当事者

による当事者のための当事者活動ではあるが、決し

て課題がないわけでもないことから、必要に応じて、

里親支援に理解あるソーシャルワーカーが関与する

ことも考えなければならないかもしれない。

6．里親・里子のエンパワメント

ここまで、求められる支援について、①研修、②

チームアプローチ、③相談という３つについて述べ

てきた。しかし、実際の里親支援は、こんなに簡単

にまとめられるほど、一面的なものではない。それ

は、一口に「里親」といっても、一人ひとりは千差

万別で、実に多様な個性の持ち主だからである。多

くは、子どものことを中心に考える良心的な里親で

はあるが、「困った」里親もいることは、関係者に

はよく知られた事実である。

さらに活動内容に目をやると、当事者活動やレス

パイトケアの受入に力を入れているベテラン里親、

緊急一時保護の受入を多く担っている里親、乳児の

受託のみを希望している里親、年長の子どもたちの

自立支援を担うことが多い里親、実子も育てている

里親、そして、実親への支援も行っている里親など、

さまざまである。

こうした里親集団を一律に支援するのは、簡単な

話ではない。しかし、どんな里親であっても、里子

や家族や関係者とのやり取りの中で孤立化しうると

いうことは覚えておいて欲しい。そして、里親がエ

ンパワメントしていく機会が、多くの里親から真に

求められている。

このとき、同時に里子のエンパワメントが図られ

ることも重要である。里子の利益と里親の利益は、

現実にはときに対立する可能性があるが、里子がエ

ンパワーされることで里親による利益侵害を防止で

きる―このことが確保されていることは、実は、

「里親の失敗」を回避する最大の手立てではなかろ

うか。
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生き方を再び選んでいけるよう、その人のパワーの回復を目指

そうとする支援の理念ないし方法。上記のような状態を、生

活困難を抱えている人たち自らが作っていくことを大事にする

「社会変革的な性質」を持った用語であり、ここまでの意味を

含んだ日本語がないため、原語のまま使用されることが多い。
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家庭養護促進協会（以下協会）は昭和35年より家

庭養護寮（里親ファミリーホーム）の推進を目的に

スタートしました。昭和37年6月より個別の子ど

もに里親を求める「愛の手運動」が始まり、里親

（養育と養子縁組）の開拓と里親制度の推進・啓発

に力を注いできました。当初から、里親のサポート

の重要性を感じ、毎月1回、家庭養護寮の「寮母の

つどい」を開き、養育への情報交換をし、養育内容

を高めてきており、「愛の手運動」が始まってから

は毎月定例の日を決めて委託を受けている里親を対

象に研修会や懇談会を開催してきた経緯がありま

す。当時の里親支援は①委託家庭への面接や家庭訪

問、②委託里親への研修、③里親家庭の親睦・交流

と里親同志の支えあいの場の支援、という3本柱で

した。子どもと里親に視点をおき、支援してきた経

緯があります。

児童福祉上、これまで養子縁組里親の位置づけが

なされてきていませんでしたので、養子縁組里親へ

の特別な支援としてはとらえられていませんでし

た。法的に養子縁組をするまでは里親として、養子

縁組が完了すると民法上の親子となるので一般の親

子と同じ扱いで、養子縁組家庭に対してのサービス

は特にないのが現実ではなかったでしょうか。

里親会に残っている養親や自助グループに参加し

ている人たちはそこで先輩たちに学ぶということが

できています。しかし、今は、「子どもの幸せ」、

「子どもの権利擁護」を念頭においた養子縁組里親

の支援の必要が言われるようになってきています。

里親支援は里親への直接的な支援だけでなく、もう

少し広い意味の里親支援が考えられるべきだという

ふうに思っています。協会の実践も踏まえ、現状と

課題を探っていきたいと思います。

【子どもの福祉のための養子縁組への理解と啓発】

平成14年の里親制度の改正がなされるまでは、

里親の区分は制度上はありませんでしたが、実際は、

養育里親と養子縁組里親に分けられていました。一

部の風潮として養育里親は「子どものため」、養子

縁組は「子どものいない夫婦のため」という考え方

が流れていました。筆者がまだ駆け出しのケースワ

ーカーの頃、「愛の手運動」を通して、子どもを引

き取った養子縁組里親が福祉的視野をもち、子ども

のために奮闘しているのをみていましたので、将来

の子どもとの関係性の違いがあっても、養育里親も

養子縁組里親も「子どもの幸せのため」を考えてい

ることには変わりがないと感じていました。

日本の場合、里親制度は長期の養育里親委託が多

く、親子のように暮らしており、養子縁組家庭と変

わらない状況がありました。18歳の措置が切れる

頃に、里子は自分の心身の居場所に不安な状況を感

社団法人 家庭養護促進協会 主任ケースワーカー　米沢
よ ね ざ わ

普子
ひ ろ こ
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じる場合があり、いら

だったり、自暴自棄的

な行為をとったりする

ことがみられました。

協会が里親開拓事業を

始めて 20 年が過ぎた

とき、成人したかつて

の里子の協力をえて

「成人した里子の生活

と意識」1）の調査を実

施しました。そのなか

で、子どもたちに養子縁組がどのような影響をもた

らしてきたかを調べるために、養子と長期養育の里

子を比較してみました。すると、養子と長期の里子

の回答に差違がみられました。養子も長期里子も育

った家庭の家族との結びつきがあるのですが、養子

の方が、家族との一体感が強く、自分の境遇に不安

感が少ない傾向がみられました。限られた調査から

の考察ではありますが、養子縁組がマイナスに働い

ている部分はみられませんでした。

そういった調査結果や実践から考えて、実親のも

とに帰る見込がない児童には恒久的な人間関係の保

障が確保できる養子縁組を勧めてきました。養子縁

組は養育の一貫性、人間関係の一貫性すなわち、パ

ーマネンシーを充たす方法であります。

平成21年の里親制度の改正で「養子縁組を希望

する里親」としての位置が児童福祉法に初めて残り

ました。しかし、養育里親と異なり、養子縁組里親

の認定には研修の受講規定がないことや「里親手当

の廃止」や「養子縁組後の支援のあり方」など課題

は残した形になっています。今後は養子縁組のため

の実務ガイドラインの作製も必要ですし、制度全体

から支援しているという体制づくりがなされなけれ

ばならないと思っています。

【委託を受ける前の研修の役割】

「子どもの福祉のための養子縁組」を啓発してい

く意味から、協会神戸事務所が「養子を育てたい人

のための講座」を始めたのは、今から20年余り前

です。養親希望者が協会に申し込みに来られたとき

に口にされるのが「どこに相談にいけばいいのかわ

からなかった」という言葉でした。養親希望者と面

接していると現状の子どもの状況を知る機会もな

く、現実の姿とかけ離れていると感じることがよく

あり、一般に向けたこの講座を開設しました。講座

の内容を検討し改善を加えながら今のスタイルにな

っています。「養子を育てたい人のための講座」の

内容は①養子縁組里親を求める子どもたちの状況、

②子どもたちとの出会い、③養子養育の心構え、④

真実告知や養子縁組の法制度などを盛り込んだ2日

間のプログラムですが、養子を育てている養親から

「養子を育てての実際」の話や、参加者で話し合う

演習等含めた内容です。 講座では「子どものため

の養子縁組」ということを受講者に伝えています。

その影響を受けていると考えられますが、受講後の

調査2）で、受講者は養子縁組は「子どもが新しい家

庭で幸せになる方法」と回答した人が7割を超え、

子どものための養子縁組の理解がすすんだと受けと
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〈養子縁組里親の位置づけの変遷〉

昭和22年 児童福祉法成立で里親の制度化（里親に区分なし）

63年 特別養子縁組法施行
児童相談所の役割として適正な養子縁組が結べるよう努めること
（厚生事務次官通知）

平成14年 里親制度の改正
里親は養育里親、短期里親、専門里親、親族里親の４区分ができ
たが、養育里親のなかに養子縁組里親が含まれた。

21年 里親制度の改正
里親とは「養育里親」及び「養子縁組によって養親となることを
希望するもの、その他これに類する者」と 児童福祉法上に定義さ
れ、「養子縁組里親」の名称が初めて登場した。

［特集］里親支援



31 世界の児童と母性

［特集］里親支援

れました（〈図〉参照）。新聞の講座案内欄や市町広

報誌に講座開催の紹介をしていますが、その記事は

その時の希望者だけに届くのでなく、何年も後に

「そうだ、講座に参加してみよう」と切り抜きをと

りだすという、窓口広報の役割をしていることもわ

かりました。

【養子縁組里親のリクルートとマッチング】

里親制度にとって里親のリクルートの重要性はい

くら述べても言い足りないほどの重要性がありま

す。それは養子縁組里親でも同様です。養子縁組に

は乳児で、健康で、養育の課題が少ない子どもばか

りではありません。子どものもつニーズは多様にな

っています。

今後、治療や療育の必要な子どもたちも含めてさ

まざまな状況をかかえた子どもたちの育ちの場であ

る養子縁組里親が必要とされてくることでしょう。

それぞれの子どもにどういった養子縁組里親が適切

なマッチングになるのかを検討するには、多くの養

子縁組里親希望者の存在が必要です。

そういう意味で里親リクルートは重要な里親支援

のスタートといえます。

養子縁組里親の必要な子どもにどのような里親が

適当かという「里親と子どもの組み合わせ」、すな

わちマッチングは重要なことの1つです。マッチン

グがその後のかなりの成否を担うといわれていま

す。また「適合性の高いマッチングは最も有効な里

親支援」という意見3）もあります。

基本的に養親としての資質や環境がととのってい

る場合は、子どもにとって適合性のある養子縁組里

親かどうかを見きわめるには、次のような点を検討

していきます。すなわち、養親希望者が

①子どもの性格、発達に関して理解を示しているか

②子どもの養子縁組が求められることに至った事

情を受容できているか

③受け入れを希望していた子どもの姿と現実の子

どもの姿がかけ離れていないか。もし、離れて

いたら、その溝は埋められているか

④必要な治療や療育に柔軟に応じられると判断で

きたか

⑤紹介を受けた子どもの養育に楽しみや希望を感

じているか

⑥養子縁組を希望する夫婦と子どもとの年齢差、

すでに子どもがいる場合、子どもとの年齢差や、

性別など。

〈図〉養子縁組についての印象



【養子縁組里親への直接的支援】

社会的養護の子どもたちが本来暮らすべき親のも

とに帰ることができれば、それは何より子どもにと

って大切なことです。が、親のもとに帰る見込がな

い、あるいは親が今後も養育することができない子

どもたちは、恒久的に家族を失うことであり、その

場合は親に代わって養育を任される養子縁組里親が

求められます。その子どもたちは社会的に養護され

なければならない子どもたちであり、社会の援助が

必要です。里親の区分にかかわらず子どもの利益と

子どもの権利擁護がなされているかが問われてお

り、養子縁組里親にも支援が必要なのです。

養子縁組里親への支援

a．研修

・事前研修

前述した「養子を育てたい人のための講座」

のように、子どものための養子縁組制度の理解

・養育スキルを高めるための研修

・養親として直面する課題等

「真実告知」や「ルーツ探し」、生い立ちを受

け入れるための「ライフストーリーワーク」5）

b．養子縁組里親の相互交流支援

里親サロン、自助グループ

c．個別面接・訪問相談援助

個別相談の充実は欠かせない

養子自身が相談できる窓口の存在と支援体制

d．緊急の一時預かりや家事や生活援助

【ポストアダプションの対応の必要性】

養子縁組が完了すると、法的には実の親子関係と

同様になり、相談の窓口が里親とは違ってしまうこ

とが、制度上おきています。養育に関する相談の場

合はそれでも一般の親子と同様でも対応が可能かも

しれませんが、養子養育に関わる真実告知、ルーツ

の問題と重なり合ってくるようなこともあり、神戸

や大阪の協会のような機関がほとんどない日本では

相談する窓口や体制がほとんどない現実問題があり

ます。したがって養親が問題を抱え込まずにはいら

れない状況があります。

民間の里親・養親のケアグループFCG（Foster

Parent Care Group）の報告によると、FCGに寄せ

られる相談のうちで特別養子縁組を完了した養親か

らの相談が8割を占めると聞きます。里親という立

場を離れた養親のサポート体制がないことと、里親

という立場から養親になった方々でなく、産婦人科

や個人的なあっせんを受けた養親たちが、いつ、ど

のように告知していくか、あるいはどのような事情

で養子縁組になったかなどを子どもに話していくか

で悩んでいるということでした。4）

養子縁組は子どもの成長と共に、真実告知、生い

立ちを受け入れるためのライフストーリーワーク、

ルーツ探しなど養子の一生にわたって続く課題があ

ります。養親だけでなく、養子自身が相談できる窓

口や相談支援体制も重要となってきます。

【今後の養子里親支援のあり方】

①民間支援機関のあり方

今回の改正で、里親委託の推進、里親制度の普及

啓発を積極的に行い、里親の資質の向上を図るため

の研修、里親に対する相談・援助などを総合的に実

施することを目的に「里親支援機関事業」が法定化

され、その業務の一部または全部を民間に委託する

ことができることになりました。これから新しく民

間の支援機関が増えてくるでしょうが、養育里親だ

けでなく、養子縁組里親の窓口としてどれだけ活動

を展開していくかにもかかっています。また、その

役割は行政からの委託業務だけにおわるのでは制度
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のあらたな発展はなく、民間機関としての独自性や

民間機関だからできることも求められます。それに

は協会がこれまで苦労してきた運営費の調達問題も

あります。

養子縁組里親が、本当の意味で、「抱え込まず相

談」できるには、ソーシャルワーカーは養親の抱き

やすい感情等を理解し、子どもの利益を基本にすえ

て、里親が「寄り添って相談にのってもらえた」と

感じられる対応が望まれているのだと思います。

②スペシャルニーズのサポート体制

これからの養子縁組は障がいや病気をかかえたり

する子どもも対象となってくると予想されます。い

わゆるスペシャルニーズをもつ子どもへの養子縁組

里親への委託には時間もかかり、養育も大変です。

特別な教育や治療が受けられるように縁組後もサポ

ートをする方法やアメリカで制度化されている特別

給付金なども検討されていくことによって委託が広

がっていくと思われます。社会資源の積極的活用と

チームワークで働いていくことがさらに求められて

いくことになります。

最後に

先にも述べましたポストアダプションの対応の必

要性、里親子を軸に委託措置をする児童相談所と民

間支援機関や乳児院、児童養護施設、養子縁組里親

の連携のあり方、里親の住む市町村とのかかわりな

ど課題は多くあります。また、養子縁組里親や養親

が自ら上手に支援を受けると言うことも大切なこと

ですが、養子制度のさらなる発展のためには養親が

これから子どもを迎える仲間に姿をみせ、制度を支

える側になっていく必要もあります。

キーワード：ライフストーリーワーク

生みの親と離れて養親家庭や里親、乳児院、児童養護施設

で暮らす子どもたちのために、絵や言葉、写真や手紙、出来

事で作る生い立ちの記録「ライフストーリーブック」は、信

頼できる大人に手伝ってもらい子ども自身が作っていくもの

です。ブックづくりも含め、幼い頃からの生い立ちを理解す

る手助けをする作業をいいます。

参考文献

1）家庭養護促進協会発行『成人里子の生活と意識』
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2）家庭養護促進協会発行『養親希望者に対する意識調査』
平成10年11月

3）4）子ども活き生き里親養育活性化プロジェクトあっとほ
ーむ発行『里親支援ソーシャルワーク実践セミナー報告
書』平成22年3月

5）Making Life Story Book BAAF 1985
Life Story Work BAAF 2007
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里親養育の現場から

我が国が、未だに子どもにとって選択肢の極めて

少ない施設養護に偏った社会的養護を実践している

一方、欧米オセアニア諸国では、フォスターケアと

施設養護だけでなく、既に新たな選択肢が用意され、

実践されている。そのなかのひとつがキンシップケ

アである。これらの国々のなかにはこのキンシップ

ケアへの委託率が近年急激に伸びて、既に社会的養

護の主流となりつつある国もある（Austral ian

Institute of Health and Welfare/AIHW, 2009）。

そこで、ここでは、欧米オセアニアでは既に社会

的養護の選択肢の一つとして機能し今後の更なる促

進が見込まれるキンシップケアについて、その現状

と課題について述べるとともに、そこから我が国の

社会的養護のソーシャルワーク充実への提言とつな

げたい。

キンシップケアとその促進の背景

キンシップケアとは、国や地域によって違いがあ

るものの、養護を必要とする子どもや若者の親族ま

たはそれに近い子どもと親しい関係の者による養護

である（Connolly, 2003）。日本では、親族里親制度

がこれに近いものだと言えるだろう。

日本でも同じ状況だと思われるが、社会的養護と

いう公的制度によらずに実親に育てられる機会を奪

われた子どもやユースを養育している親族は、世界

中で相当数いると考えられている。その明確な数を

挙げることは困難だが、アメリカ合衆国では制度に

則って親族へ委託される子どもと若者の数が10万

人以上だと言われているのに対し、社会的養護の制

度によらずに親族に養育されている子どもとユース

の数は250万人と言われている（粟津、2010）。この

ように、育てられない実親に代わって、親族がその

子どもや若者を養育するということは、その国の制

度を利用することなく行われており、このような行

為は「自然な養育援助」（庄司、2008、p.103）であ

ると言えるだろう。

一方で、社会的養護の一部としてのキンシップケ

アは、欧米オセアニア地域諸国で大きな拡がりを見

せている。特に、オーストラリアにおけるキンシッ

プケアの促進は目覚ましく、今日では社会的養護の

もとで生活する子どもとユースの半数近くが親族な

どによって養育されている（AIHW, 2009）。オース

トラリア程ではないが、アメリカ合衆国でも家庭養

護の約 3 分の 1 がキンシップケアである（庄司、

2008）。またイングランドでは、近年少しずつ増加

を見せており、1989年には社会的養護全体の6パー

セントだったキンシップケアも2005年には12パー

セントとなっている（Department of Health, 1991;

Department of Education and Skills, 2006）。では、

なぜキンシップケアはこれらの国々において大きな

キンシップケア
―親族などによる児童養護
キンシップケア

―親族などによる児童養護
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役割を求められるようになったのか。

その理由として先ずあげられるのは、その法律や

制度であろう。アメリカ合衆国ではThe Adoption

Assistance and Child Welfare Act of 1980、イギリ

スではThe Children Act 1989において、社会的養

護を必要とする子どもやユースに出来る限り彼らの

親族や親しい関係の者の家庭へ委託するよう薦めら

れている。オーストラリア・ビクトリア州ではThe

Children and Young Persons Act 1989において家

族機能の保護と強化が擁護されていることなどか

ら、キンシップケアが社会的養護の第一の選択肢と

されている（Residential and Home-Based Care

Unit, Child, Adolescent and Family Welfare

Division, Victorian Government Department of

Health and Community Services, 1996）。例えば、

オーストラリア・ビクトリア州の児童保護ワーカー

は、虐待などの不適切な養育により裁判所から社会

的養護の命令が下されると、先ずその子どもの親族

のなかから養育を委託できる家庭を探す。それが確

保できない或いは親族への養育の委託が不適切であ

る場合に、初めて一般のフォスターケアが選択され

る。このようなガイドラインは、幾つかの国や地域

でも見られ、既に制度としてキンシップケアの促進

が明確にされている。

次に、社会的養護の主流であるフォスターケア

（血縁関係のない者による家庭養護）の不振が挙げ

られる。今日、子どもや若者たちが社会的養護のな

かでの生活を余儀なくされている最大の原因は虐待

などの不適切な養育であり、それは世界中で深刻さ

を増している。その結果が社会的養護のなかで生活

する子どもとユースの増加に繋がっている。その傷

ついた彼らのニーズにこたえるために必要な養育環

境の確保は質量ともに不可欠であるが、実際には、

一般のフォスターケアの養育者の確保は、質量とも

に難しくなってきている。つまり、ケアをうける子

どもとユースのニーズが複雑化するなかで、それに

こたえるためのフォスターケアラー（養育者）が確

保できなくなってきているのである。フォスターケ

アラーは、リクルートの不振と既存のフォスターケ

アラーのリタイアにより減り始めており、委託ケー

スの複雑化、不十分な支援、十分な情報が得られな

い疎外感、そして委託ケースの崩壊（里親不調）な

どがその原因だとされている（Department of

Human Service/DHS, Victoria, 2003; Connolly,

2003）。また、アメリカ合衆国では、家庭内で養育

の中心となる女性の職場への復帰や、フォスターケ

アそのものに対する世間の『負』のイメージがリク

ルートの不振の原因となっている（Connolly, 2003）。

そこで、それに替わる養育形態が必要となり、キン

シップケアの促進に繋がったと考えられる。

更に、家族を中心とする社会的養護の取り組みが

児童福祉サービスの方針として進められていること

も、キンシップケアの促進を後押ししている（Berrick,

1998）。

キンシップケアの長所

社会的養護を必要とする子どもとユースが増加し

て、フォスターケアの質と量が確保できないから、

或いは「家族中心」に取り組みの方針が変化したか

らという理由だけで、彼らへの養育の選択肢を増や

すことは勿論許されることではない。キンシップケ

アの促進には、それによって彼らが受ける利益がな

ければならない。

その利益のひとつとして考えられるのが、キンシ

ップケア家庭に委託される際に、フォスターケアや

施設養護と比較して、子どもやユースの不安やスト

レスを軽減できることである（DHS, Victoria, 2003）。

見ず知らずの大人の家庭又は施設などの集団に入り

［特集］里親支援
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生活を始めることは、傷ついた子どもやユースに相

当な不安とストレスを与えると想像できる。そして、

養育者側もその彼らの過去を知らない。彼らにとっ

て、自分が何者でどのような子ども期を経てきたの

か全く知らない大人との生活は、場合によっては恐

怖にも感じられるかもしれない。それを軽減できる

ことはキンシップケアの長所の一つであると言え

る。実際に、Hunt（2008）の研究では、委託時に殆

どの子どもが、フォスターケアと比較して、安心や

心地よさそしてその家庭への溶け込みやすさを感じ

ている。

重ねて、養育者と子どもやユースの間に、既に強

いアタッチメントが存在することも、キンシップケ

アの重要な長所のひとつである（Department of

Health, 2002）。

また、彼らは親子分離や慣れ親しんだ地域からの

転居などで、深い喪失を経験している。彼らを知る

親族または親しい関係の大人のもとでの生活環境の

確保、つまり彼らが以前から信頼している大人と一

緒の生活は、その喪失感を緩和させると期待できる。

更に、委託期間が長い、つまり措置変更を繰り返

すケースがフォスターケアと比較して少ない

（Connolly, 2003; DHS, Victoria, 2003; Hunt, 2008）こ

とも、キンシップケアの長所として挙げられている。

様々な理由で実親との家庭生活を奪われた子どもや

ユースたちにとって、社会的養護の委託先でも受け

入れてもらえず措置先を盥回しにされることは、欧

米オセアニア諸国では頻繁に起きており、社会的養

護の深刻な問題のひとつとなっている。委託期間が

比較的長いキンシップケアは、「盥回し」になるリ

スクを軽減することが期待されており、ケアを受け

る子どもやユースにとって大きな利益に繋がると期

待されている。

キンシップケアの課題

キンシップケアは、様々な国や地域で社会的養護

の第一選択肢として近年急激に拡充が進められてい

るにも拘らず、それを正当化できるような確証とな

るべき研究結果が出ているわけではない。幾つかの

研究は、それぞれ異なる結果を示しており、フォス

ターケアと比較して、現時点ではキンシップケアが

優れているとも劣っているとも結論づけることがで

きない（Hunt, 2001）。先に挙げたような利点が期待

される一方で、幾つかの課題が存在することが指摘

されている。

不十分な支援：キンシップケアは社会的養護のひと

つであるため、養育の質には一定の水準が求め

られることは当然のことである。しかし、その

ために必要な支援が十分に用意されているとは

言えない。それは、フォスターケアラーと比較

することでより明確にすることができる。一般

のフォスターケアラー（日本でいう養育里親）

になるには、様々なトレーニングや講習を受け

る。また、支援をする専門機関は彼らに対しス

クリーニングとアセスメントを行う。それらは

英国などでは数カ月もかけて行うほどの作業

で、その間に養育里親希望者と支援する側の信

頼関係も構築される。しかし、キンシップケア

の場合は、それらと同じプロセスを踏むことは

殆どない。自分の動機と意思をもって自ら希望

する養育里親の希望者と比較して、キンシップ

ケアの場合は、親族の抱える問題から必要に迫

られて養育を受託する場合が多く、社会的養護

という認識も薄い。また、実際には支援が必要

な状況にあっても、支援を受けられることを知

らない、又は受け入れないケースもある。例え

ば、自分の孫を養育することになった祖母が

「自分の孫を育てるのに、なんで他人の指図を

［特集］里親支援
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うけなければならないのか」という考え方のも

とにケアを実践すると、事前に信頼関係が構築

されにくいキンシップケアでは、十分な支援を

行いにくい。

養育者の問題：キンシップケアの養育者の多くは祖

母であり、しかも単身者も多いというのが欧米

の幾つかの調査で明らかにされている（Hunt,

2008; Farmer and Moyers, 2008）。Connolly

（2003）は彼らが身体的そして経済的な問題を

抱えていることが考えられると述べている。

FarmerとMoyers（2008）の研究によれば、委

託された子どもやユースは祖父母との生活に心

地よさを感じているにも拘わらず、養育者であ

る祖父母はその養育に困難さを感じている。ま

た、それまで築いてきた友人関係や、個人のキ

ャリア、そして趣味などもそれまでのようには

続けられなくなり、孤立しやすくなる。加えて、

実子の拘置や事故そして孫に対する虐待などが

原因で養育者となった祖父母は、社会的養護の

当事者である子どもやユースたちと同様に、喪

失感を経験している。それは実子を失う喪失感

だけでなく、孫に対して新たに親としての役割を

果たさなければならなくなることで失う祖父母と

孫という関係も失うこととなり、深刻なストレス

に繋がる恐れもある（McGushin, 2005）。

抱え込みの問題：フォスターケアや施設ケアの場合

には、子ども、養育者、そして実親の間にソー

シャルワーカーが立ち、情報や関係の調整を行

うことが可能だが、キンシップケアの場合には、

子ども、養育者、実親の全てが親族であるため、

ソーシャルワーカーがその間にたつことが難し

い（Department of Health and Community

Services, 2003）。そのような状況で子どもやユ

ースに安全な養育が継続的に提供されているか

どうかをソーシャルワーカーが監督すること

が、決して容易ではないことは想像できる。た

だでさえ『個人的な養育』（庄司、2003、p.72）

に陥る可能性がある家庭養護に、さらにこのよ

うな難しさが伴えば、「社会的」養護から養育

者と子どもが遠ざかる危険性がある。

制度と実践の矛盾：家庭的養護を主流とし、『家族

中心』を掲げて社会的養護がすすめられた結

果が、キンシップケア促進に繋がっている。し

かし、そういった制度や方針と実践との間には

矛盾がある。それは、委託期間の長さである。

委託期間が長いということは、先にも述べたよ

うに子どもの「盥回し」を防ぐことに繋がると

考えられるかもしれない。しかし、『家族中心』

の制度であるならば、親子再統合が積極的に

行われ、委託期間が短くなるはずである。更

に、キンシップケア促進による子どもやユー

スの進学や就職などの成果が明らかになって

おらず、『家族中心』によって誰が利益を得て

いるのかが必ずしも明確ではない。事前のトレ

ーニングも殆どなく、オーストラリアなどのよ

うにフォスターケアと比較して委託後の訪問回

数も簡素化できる（DHS, Victoria, 2003）キンシ

ップケアは、「都合の良い」委託先になりかね

ない（Ainsworth, 1997 ; Tomison and Stanley,

2001）。

キンシップケアの支援

上に挙げたように、様々な課題をキンシップケア

は抱えている。それでも、現場ではキンシップケア

を必要とする子どもやユースは存在している。また、

FarmerとMoyers（2008）の研究では、多くの子ど

もとユースたちが、キンシップケアにより厳しい過

去を乗り越え目覚ましい成長を見せている。また、

［特集］里親支援
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施設養護以外に殆ど機能している選択肢がない我が

国においては、親族里親の促進は社会的養護を必要

とする子どもやユースにとって新しい選択肢とな

り、社会的養護全体の質の向上に繋がることが期待

できる。

では、これらの課題を踏まえたうえで、どのよう

な支援が我が国の親族里親制度には必要とされるの

であろうか。ここでは、イギリスのひとつの研究結

果と政府論考からの例を用いて、我が国の親族里親

の支援の方向性を示し、社会的養護のソーシャルワ

ーク充実のための提言とする。

FarmerとMoyers（2008）の研究によると、養育

者と委託された子どもやユースの関係や委託期間な

どの比較で、フォスターケアとキンシップケアとの

間に特筆すべき重要な違いはなかった。この研究は、

地方自治体のケースファイルをもとに子どもとユー

ス（当事者）が措置に満足又は問題を感じているか

ということをキンシップとフォスターケアで比較し

たものである。キンシップとフォスターケアの二つ

のグループに大きな差がない（寧ろ僅かにフォスタ

ーケアで満足を感じるケースが多かった）というこ

とは、キンシップケアかどうかという議論がそれほ

ど重要ではないということを意味する。寧ろ、キン

シップかフォスターケアかということよりも、その

子どもやユースのニーズにどれだけマッチした養育

環境を用意できるかということが重要なのである。

つまり、比較的高年齢で身体的にまた経済的にも問

題を抱えていることの多い親族里親であっても、委

託される子どもや若者のニーズにこたえられるマッ

チングができるならば、安全で安定した生活環境の

提供が期待できるのである。

また、キンシップケアを実践するにあたって、イギ

リス政府の論考では、ファミリーグループカンファレ

ンス（FGC）の有効性が述べられている（Department

of Health, 2002）。FGCについての紹介は、林（2008）

により優れた文献が発表されているので割愛する

が、措置決定そして養育計画について親族を含めて

議論するこの手法は、キンシップケアの実践には非

常に有効だと考えられる。キンシップケアの問題点

である社会的養護に対する理解の希薄さや、親族と

ソーシャルワーカー等専門職との連携なども、FGC

の実践によって改善が期待できる。

では、これらを踏まえて我が国の親族里親支援は

どのように進められるべきか。筆者は、措置を決定

する側に以下の5点の留意を求めたい。

1．親族里親制度の長所と短所の理解

2．社会的養護として、親族里親への委託が望ま

しいケースがあることの理解

3．子どもとユースのニーズに適した親族里親へ

の委託であることの確認

4．一般の養育里親と同等の研修と訪問を行う

5．FGCのように親族を巻き込んだ措置決定・養

育計画を立てることで、親族との関係構築と

社会的養護に対する理解を深める

我が国では、親族里親への子どもやユースの委託

が積極的に行われていない（林、兼井、2008）。こ

れは、社会的養護を必要とする子どもやユースにと

って、選択肢が未だに限られているというネガティ

ブな側面しかないとは言えない。慎重であるという

ことは、一部の国や地域にみられるような都合のよ

い委託先として親族里親が利用される（Ainsworth,

1997; Tomison and Stanley, 2001）ことや、養育里

親不振の補填として利用されることを防いでいると

も考えられる。一方で、親族里親が養育環境として

適切である子どもやユースのケースも少なくないは

ずである。彼らのニーズに適した親族里親委託を実

践するには、我が国のソーシャルワークは未だ十分

［特集］里親支援
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に整備されているとは言えない。それは、一般の養

育里親への支援を見ても明らかである。共通のアセ

スメントツールや有効なトレーニングツールの不

在、そして決して十分とは言えない訪問体制などを

見る限り、「抱え込み」やすい親族里親を包括的に

支援できる情況に現在の児童相談所があるとは思え

ない。

今後、我が国が親族里親を子どもとユースのため

の「新たな」選択肢として、積極的に活用するのな

ら、そのための「新たな」支援体制を整えることが

必要であろう。それは、児童相談所に更に負担を強

いるのではなく、児童相談所の下請けのような新し

い別のソーシャルワーク機関を整備することから始

められるべきである。

［特集］里親支援

キーワード：キンシップケア、子どもとユース

キンシップケア：欧米オセアニア諸国で現在拡充がすすめら

れている養育形態。親族だけでなく、友人・知人などによる

養育も含まれることがある。実態としては祖父母または叔父

叔母が養育を担っているケースが多い。

子どもとユース：当事者に含まれる成人前のグループを「子

ども」という表現でまとめることは適切ではないと思われる

ので、子どもとユースと本稿では呼ぶこととした。
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1．はじめに

ごく普通の、でも少しだけ母性の強いおばさんで

ある私。夫と二人、互いの養育方針の違いに戸惑い

ながらも、時には怒り、時には泣き笑いしながら、

実子に加えて養護を必要とする里子の育児に長く携

わってまいりました。あの日、初めてホームにやっ

てきた子どもとの出会い。あの時の子どもとのやり

とり、そして巣立っていった子どもたち…。嬉しか

ったこと、楽しかったこと、そして悲しかったこと

…昨日のように思い返されますが、そのたびに「家

族とは、家庭とは何だろう？」「社会的養護とは何

だろう」という自省の交ざった自問を繰り返してい

ます。

一人の人間にとって、この世に生を受け、多感な

年ごろを経て成人し、そして年を重ねる―その一

生は、家族の存在なくしてはあり得ません。家族に

支えられ、そしてやがては自身が家族を支える、家

族と結ばれ家族につながる―それが人の一生です。

しかし現実には、核家族化を背景に家族関係は希

薄化し、家族がいちばん必要な時期に家族から離れ

て暮らさざるを得ない子どもたちが大勢います。そ

のような子どもたちと生活を共にし家族としての機

能を代わりに果たす手段―その一つの形態として

始まったのが、ファミリーホーム（小規模住居型児

童養育事業）という制度です。

子どもたちにとって、ファミリーホームにおける

毎日の生活や養育者との触れ合いは、その人格形成

に大きく関係してきます。それだけに、ファミリー

ホームを志す方々や関わる方々を対象とする研修体

系や資格制度の整備が急がれます。その先に、ファ

ミリーホームが社会的意義のある“公器”として社

会に認知される日が来ると信じて。

そんな願いを込めて、これまでのファミリーホー

ムでの養育体験を通して私なりに得たこと、感じた

ことを述べたいと思います。

2．ファミリーホームでの養育

―「育てられる者」から「育てる者」へ

もともと子どもたちは、大人へのアプローチ、つ

まり「愛されたいと思う心」を持っています。そし

て、周囲の子どもと互いに競い合い、そして連携し

ながら日々の生活を送るなかで、養育者から褒めら

れ笑顔で接してもらうことに喜びを感じるようにな

ります。特に乳児の場合は、心を育てる場として

「家庭」の存在はなくてはならないものです。

ファミリーホームにおける多人数養育の大きな

特徴の一つに、年長児が年少児の扱い方を養育者か

ら学べる、ということが挙げられます。ファミリー

ホームでの日々の生活は、知らず知らずのうちに子

どもを「育てられる者」から、やがて「育てる者」

里親ファミリー全国連絡会 前会長、ひろせホーム 代表　廣瀬
ひ ろ せ

タカ子
こ

社会的養護とは
―小規模住居型児童養育事業の
可能性と課題

社会的養護とは
―小規模住居型児童養育事業の
可能性と課題
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へと成長させていきます。養育者やその実の家族、

他の子どもの協力を得て連携し、年少児に「育てる

者」として接するようになるのです。

そういう、複数の「育てる者」の見守りの中で、

「育てられる者」は、いわゆる対応が難しいとされ

る子も、自分の感情の変化を受け止めてもらえる、

自分を受け入れてくれる、という実感や自分の居場

所はここだという安心感を体験することができま

す。そして、その体験の蓄積こそが、また新たな

「育てられる者」から「育てる者」への過程へとつ

ながります。

「育てられる者」から「育てる者」へ―この循環

こそが多人数養育の要なのです。

そういう循環する家庭環境の中で、子どもは「愛

着形成確立期」を経て、大人を見定める冷静な目が

育ち、「家庭」「家族」の絆の深さ、大切さを知るこ

とになります。そして大人となった時に、自らが養

護の受け皿の一つとしての機能を有していること、

それを発揮することの大切さを、成長する中で心に

涵養することになります。

3．養育里親として初めての乳児受託

里親としての最初の出会いは、16歳の軽度の知

的障害のある子でした。肥満児だと思われていまし

たが、受託後、妊娠していることがわかり、児童相

談所や関係者と協議の上、わが家への里親委託を継

続しながら出産することになりました。

子どもを産み育てるということは、16歳のこの

子にとっては絵で見たり映画で見たりといった程度

だったようです。以前からあった放浪癖のためか、

一ヵ所に数日居続けるのが苦痛な様子でした。

それでもなんとか無事、赤ちゃんを産みましたが

育児が全くできず、全て“あなた任せ”の行動には

あきれるばかりでした。親子の命の大切さを伝えて

も意味不明な言葉としかとらえられず、おっぱいを

飲ませることの大切なことをいくら語りかけても、

うつむき姿勢で話が終わるのを待つばかりでした。

ましてや、おむつ交換など汚いものには触りたがら

ず、しかめ面をし、泣いている赤ちゃんを自分で産ん

だ子どもでない子のように、いやな素振りをするので

す。知らないこと、そして体験したことのないことを

いくら言葉で伝えても、実感的に理解してもらうこ

とは難しいということをこのときに学びました。

一方、生まれた赤ちゃんは一旦、私どもの里子と

して受託することになりました。そして、“誕生し

てきた子は全てにおいて祝福されなければならな

い”の精神で、生まれてきた子のために私はぼたも

ちを作り、児童相談所や近所隣りや特に関係して頂

いた方々に配りました。産んだ少女にも子どもの大

切さを少しでも伝えることが出来るかな、との思い

もありました。

ほんとに可愛らしい男の子で、実際に赤ちゃんを

見た方々はうっとりとするほどでした。そんな可愛

らしさは日に日に増してきましたが、児童相談所と

関係者を交えて相談をし、少女のことや今後のこと

を考えて赤ちゃんのために特別養子に出した方がい

いとの結論となり、生後8ヵ月の時に涙、涙の別れ

を味わうことになりました。この時に養育里親とは、

こういうことなのかとも実感しました。そして、そ

の後幾多の経験を積み重ねる中で養育里親とは子ど

もたちの支援者であるべきなのだ、と子どもたちか

ら学びました。

この新生児期からの乳児の里親をしたことをきっ

かけに、児童相談所から乳児の里親委託を受けるこ

とが多くなりました。何人も乳児を受託していくう

ちに、わが家にやってくる赤ちゃんの様子が私の実

子の乳児期の様子とはだいぶ違うことに気づきまし

た。表情が乏しかったり、体が硬かったり、かんし

［特集］里親支援
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ゃくを起こしやすかったり、病気にかかりやすかっ

たり…。てんかんの発作を起こした子もいました。

乳児の病気やけがはすぐ命に関わります。本当に命

を預かっている重みを日々感じています。そしてま

た、生まれてすぐの対応が早ければ早いほど愛着が

形成しやすいことも実感いたしました。同時に愛着

が十分形成されていない子は様々な訴えを問題行動

という形で示すことも知りました。命をしっかり守

りながら、愛着関係を形成すること。これこそが乳

児を受託したときの里親の役割だと思っています。

里親会の研修に常に参加させていただいています

が、私が赤ちゃんをいつもおんぶをしているため、

「どうしたらそんなに赤ちゃんを措置してもらえる

の？」と他の里親からうらやましがられることも少

なくありません。赤ちゃんの養育を希望している里

親はたくさんいるのです。

ただ、赤ちゃんの可愛らしい表情、仕草からは決

して推し量ることのできない、社会的養護を必要と

する赤ちゃんは様々に心身の問題を抱えている、と

いうこと。そして成長とともにいろんな場面が表出

するであろうこと。そういうことがつい頭をよぎり、

返事に窮してしまうことがしばしばです。願わくば、

実践的研修のみならず、ある種の、ボタンの掛け違

い的なことから起こる「里親の孤立した養育」にな

らないような支援体制の整備が急がれます。

4．胎内虐待とおぼしき新生児の事例体験

―生後3週間のＲ君の場合

父親による母親への激しいDVのため緊急な家庭

分離が適当だと判断された生後3週間の乳児がいま

した。兄がすでに入所している乳児院への入所が適

当と言うことになりましたが、満床状態だったため、

そこのベッドが空くまでの短期間の予定でわが家に

委託されました。

わが家にやって来た時のＲ君は、言葉では言い表

せないほどの状態でした。生後3週間。アルマジロ

のように身体を丸めて硬直させ、完全に大人の接触

を拒否しているような感じでした。大人がほんのち

ょっとでも触ろうとすれば、たちまち身体を丸めて

硬直してしまう、そんなありさまだったのです。握

りしめた手には血の気がほとんどありません。

ミルクも全く受け付けず、飲んでは嘔吐の繰り返

し。腹部に手を添えて飲ませようとしますが、身体

を丸めた硬直状態ではうまくいきません。そこで、

背中から腹部のあたりに手を添えてみたところ、手

のひらに何か詰まっているような固い感触があった

のです。

すぐに懇意にしている病院へ。すると、「大きな

病院ですぐ検査を」と医師に触診するや言われ、そ

こで紹介された病院で次々と検査項目をこなしまし

た。そして、「胃軸捻転症※」という病気が判明し

たのです。

とりあえず児童相談所や市の支援センター、乳児

院の職員に経過を報告。その後、病院側と連携して

詳細を報告したところ、ようやく問題の重大さに気

づいてもらいました。乳児院は入所可能な状態にな

っていましたが、私は「このままR君を養育してい

きたい」と主張しました。

担当医からさらに、「現在のR君に対する措置を

変更をした場合、生命の危険が伴う。Ｒ君を担当す

る医療チームを組むため措置変更をしないように」

との強い申し出があり、ようやく「里親委託継続」

という私たちの意向が了承されたのです。

そして、Ｒ君はみるみるうちに回復。正常な状態

になり、ほっと一息のところまでこぎつけることが

できたのです。まさに、担当医との連携のたまもの

でした。

その後もＲ君は、他の里子たちと接していく中で、

［特集］里親支援
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徐々に体の硬直がほぐれ、授乳時のミルク拒否も、

とりあえずは代わりにポカリスエットを飲ませ、途

中からミルクと交互に飲ませることで嘔吐の回数も

減少していきました。栄養がきちんと体に吸収され

ていったようで、これを繰り返していくうちに、胃

の改善へと進んでいったのです。

その後は、食欲旺盛な普通の乳児となり、5ヵ月

を過ぎた頃からは特定の大人も受け入れだし（つま

り激しい人見知り）、行動範囲もかなり広がり目が

離せないまでになったのです。

この頃の児童相談所や市の支援センター、乳児院

の職員の所見です。「笑顔になり、眉間に寄せた皺が

ない」「手足の硬直がなく、伸びている」「大人に身

をゆだねている」「ふっくらとした赤ちゃんになった」

と、想像を超えたその姿に皆感動しておりました。

Ｒ君は、離乳食も進み、他の子どもたちが食べて

いるものまで横取りしてしまうほどに成長。他の子

どもたちとふざけごっこまでできるようになったの

です。

5．思春期になる前の養育

今までにさまざまな背景を持って委託されてきた

児童の養育体験を元に考えてみます。

最近は虐待を理由に委託される乳児が増加してい

ます。乳児院でも同様だときいています。一人では

生きていけない乳児が不適切な養育環境の中で命を

つないで生きているのです。胎内での虐待もありま

す。母親が生みたくないという気持ちを抱き，腹を

叩いたり、わざと階段を飛び降りたりしたケースも

あります。その結果、未熟児として生まれることも

ありますが、その因果関係は証明されていません。

また、抱っこやおんぶをしたときに身体をそり返

して突っ張る子が増えている気がします。私たちは

不安で緊張すると身体に力が入り、気持ちが安らい

でいるときは身体の力も抜けています。身体の緊張

の強い子は不安が強いといえるのではないでしょう

か。乳児院や里親に委託されるのは、虐待以外でも

実親のもとで生活できないような様々な理由がある

からです。妊娠中から親の不安や混乱は胎児に伝わ

っていると考えられます。そのため、乳児は安心し

て他者に身をゆだねることができず、身体を反り返

したり突っ張ったりするのだと思われます。乳児に

は安全で安心できる環境を用意したうえで、全身の

力を抜いて養育者にゆったり抱きかかえられる心地

よさを体験させることが大切だと思います。そして、

その安心できる養育者との共感的なやりとりの中で

愛着関係を築いていけるのだと思います。

愛着関係ができていない乳幼児は、無表情だった

り、ぐずったり、必要以上にべたべたしたりもしま

す。養育者を挑発するような試し行動がひどいとき

もあります。そのような言動をする子は、実親や里

親にとって“手のかかる子”ということになります。

でも、ここで「手をかける」ことが、その後生きて

くるのです。

思春期および高学年ぐらいから始まる成長期のア

ンバランス、情緒的または体調的な不安―。これ

らはほとんどの子どもに共通して見られる、いわゆ

る通過点のようなものですが、それまで愛着関係が

築けてきた子と、そうでない子の差が大きく出てき

ます。

何を目標に定め、どうすればいいのか分からず、

真っ暗やみの中を迷いながら何となく生きている。

周りの人からの助言は、説教じみたうるさい言葉と

しか感じられず、ただ頭の上を通り過ぎていくだけ

…。このような子どもの心の中にポッカリ空いた空

洞は、私たち養育者には容易に埋めることはできま

せん。「この時期は、今まで培ってきた揺るぎない

信頼関係があることを信じて、養育者として見守り、

［特集］里親支援
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待つことが大切」―私自身はそう思っています。

子どもが自分を探して彷徨っている間は、本人も、

そして周囲の人も、互いに苦しみ傷つけあってしま

うことが多いのですが、それを乗り切るためには、

1歳までの乳児の時に築く愛着関係がいかに大切

か、ということになるのです。

6．支援体制の大切さ

子どもが保護を必要とする場合、実は親も保護な

り支援が必要な状況にあります。だからこそ「地域

の中で子育てを見守る」という視点が必要なのです

が、残念ながら欠けているのが現状です。

私たちが取り組んでいるのは乳幼児の養育であ

り、乳幼児にとって大事なのは愛着関係です。

愛着というのは、子どもと養育者の間に形成され

る心の絆であり、乳幼児と養育者との人間関係が温

かく、親密で、継続的で、しかも両者が満足と幸福

感に満たされるような関係の中で形成されると言わ

れています。

ホームで育った子どもを養子に送り出すことにな

った場合、愛着関係を築くことができた子どもは、

養子縁組先の家庭でも問題なく生活を送っていま

［特集］里親支援
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す。24時間体制の対応、1対1の愛着関係がいかに

大事かということを、養育の現場からも声高に訴え

たいと思います。

虐待を受けた子どもがホームに入ってくると、地

域の人たちから「来たばかりの子は荒れているね」

と言われます。それなりに関心を抱き、荒れていた

子どもが落ち着いてくる様子も知ってもらえるので

すが…。では、育児支援してもらえるかというと、

なかなかそこまで行かないのが現状です。育てる者、

育てられる者、どちらも我慢をしなければならない

ということを近くに居て分かっているだけに、自分

自身の家庭に子どもを招き入れようとは思わないこ

とが多いのです。

それでも、みんな一人ひとりが、子どもに対する

支援を担っていかなければならないと思っていま

す。学校の教師、幼稚園の先生、保母の資格を持っ

ている人、子育てが終わった人、そういった人たち

にも、助けを必要としている子どもたちに手を差し

伸べてほしいのです。子どもたちは待っています。

でも、「そんな苦労は、もう私たちにはできないわ」

ということで終わってしまいます。日々現場で子ど

もに接している施設の職員の方からもなかなか手が

挙がりません。

自分の子どもだけでなく、周辺の子どもを育てる

のは、大人の責務です。「自分の子育てが済んだら、

それで終わり」ではなく、子育てがひと段落したら、

次はその経験を生かして、できるところから少しず

つやっていく。たとえば、教育者なら教育、保育士

なら保育など、可能な範囲で協力する。そういう意

識が根付かなければ、子どもたちに未来はありませ

ん。大人一人ひとりが、小さくてもしっかりとした

愛情を子どもたちに注ぐ。そういう地域ぐるみの取

り組みが当たり前になるような地域づくりが求めら

れています。児童相談所だけでなく、地域全体で子

どもたちを受け止め、子どもたちの傷を癒すことの

できる場所を、それぞれの立場から提供してほしい

と願うばかりです。

各ホームで受け入れられる子どもは６人だけで

す。ホームに来られなかった子どもたちは、次の場

所を探すことになります。子どもにとって、やはり

家庭的なものは必要であり、この部分では、みんな

が担い手になることができるということを、これか

らも訴え続けていきたいと思います。

※胃軸捻転症（いじくねんてんしょう）

胃の異常な回転や捻転によって起こる、比較的ま

れな病気。胃を固定する靱帯が弱い新生児や乳児に

多く見られ、食欲不振、嘔吐、腹部の膨満などの症

状を伴うが無症状の場合もある。急性の場合は死に

至るケースも。

［特集］里親支援

キーワード：今求められる「子育て」とは

私が養育を始めて子どもたちから学んだことは“大人社会

の無責任さ”だった、と言えば言い過ぎだろうか。要保護児

童がいることに大人社会はどれほどの関心を払っているだろ

う。一人ひとりが、それぞれ立場からできることから始める

―そんな支援もあるということに一人でも多くの大人が気

づいてほしい。人は一人では生きられない。誰しもが「育て

られる者」だった。大人となった今、「育てられる者」から

「育てる者」への視点への変換―それは実子だけを育てると

いう狭義のものではなく、地域で社会で子どもを育てるとい

う視点への変換が求められていると思う。また、次世代育成

というなら、社会責任としてそういう視点での教育の実践も

必要であろう。

文献

・2007「里親ファミリーホーム運営・生活マニュアル報告書」
から引用
・「月刊福祉」2007・12号／福祉サービス最前線」から引
用
・全国里親研究協議会2009「親が育てられない子どもはどこ
で育つのか」報告書から引用
・2010・3発行「千葉県家庭支援センター研修会・社会的養
護を地域にひらく」「地域で支えるネットワークづくり報
告書」より引用
・「ひろせホーム通信」から引用
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1．はじめに

本稿では、「里親とは」、「里親支援とは」、「ソー

シャルワークとは」の順で論ずる。そして、その上

で、この国に定着させるべき「里親支援ソーシャル

ワーク」のあり方について考えを述べる。

2．里親とは何か…「当事者性」に焦点をあてて

2010年３月20日、日本子ども家庭総合研究所（東

京都港区）の３階講堂で、第５回フォスターケア研

究会が開かれた。この日、木ノ内博道氏（千葉県里

親、NPO法人千葉里親支援センター代表）がしてく

ださった教育講演に対する質疑応答のかたちで、木

ノ内氏と参加者である筆者、同渡邊守氏（大阪府里

親、IFCO理事）、そして研究会の主宰者である庄

司順一氏との間で、里親支援と里親の当事者性につ

いて、意見を交わすことができた。筆者は、この中

で、里親を次のように捉えている旨を述べた。

「里親は、支援の乏しい中で、様々なご苦労を重

ねられている。その意味で、多くの里親が、自分た

ちこそ当事者だという意識を持ち、児童相談所に対

して被害的な感情を抱くのを当然だと理解してい

る。しかし、里親は、本当に当事者なのだろうか？

私は、ここには、根本的な理解の誤りがあると思う。

少なくても、法令上は、里親は当事者ではなく、子

ども家庭福祉サービスを担い手であり、子どもに養

護サービスを提供する者である。児童福祉法27条1

項3号によって子どもを受け入れるとはそういうこ

とであり、厳密にいえば、当事者とは子どもとその

保護者である。

私は、福祉系の専門職大学院で働いているため、

他の領域の福祉サービスの現状やそこでサービスを

担う人々の声を日常的に耳にする。高齢者福祉や障

害者福祉を担う人々の厳しさも、児童福祉同様に想

像以上である。しかし、彼らは、不当だという被害

的感情を抱きつつも、それを前面に出して、あから

さまに自分たちが主人公であるかのような言い方は

しない。あくまでも福祉サービスを受ける人たちの

利益のために、自分たちも守られるべきだと主張し

ている。そうしない限り、だれも話を聞いてくれな

いからである。里親の場合は、発言力のある里親が、

自分たちが主人公であるかのように発言をし、研究

者がそれに共感し、時に煽り、行政と里親との分断

を更に大きくすることに力を注いでしまっている。

これらは、福祉サービスのあり方として、また、そ

の拡充を支援する方向性として、とても特殊である。

しかし、この特殊である里親の存在と位置関係が、

必然の結果でもあることも理解しておかなければな

らない。私は、自校のファミリーソーシャルワーク

という講義の中で、家族に関する基礎知識について

取り扱っている。家族は、子どもを産み育てること

日本社会事業大学専門職大学院 准教授　宮島
み や じ ま

清
きよし

里親支援ソーシャルワーク
―支援の実質化のために
里親支援ソーシャルワーク
―支援の実質化のために
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や、家族メンバーの癒しや回復という機能を担って

いる。これらは、家族の最も基本的な機能であり、

最も私的な世界の中で営まれるものである。里親は、

この最も私的な領域・自分の世界を、社会的養護を

必要とする子どものために提供して、自分の生活と

人生を、子どもの生活と人生に重ね合わせながら、

里親としての仕事を展開している。このため、子ど

もとの間で、公私が混同されるのは無理もなく、む

しろ当然であり、そこにこそ里親養育の良さがある

ともいえる。いうならば、里親とは、公的な仕事を

最も私的な領域の中で担う人々だと説明することが

できる。この後半の部分のことを理解し、正当に評

価しない限り、そして尊重しない限り、里親が社会

的養護サービスを担う存在だと強調するだけでは、

里親と協働することはできない。里親には前者を、

里親支援を行う機関には後者を、十分に解ってもら

わなければならない。」

3．里親支援とは何か

里親養育とは、最も私的な領域で行われる公的な

働きである。故に、子どもの利益を実現することが、

里親の養育の目的ではあるものの、里親の利益をな

いがしろにしたのでは、結局子どもの利益は図れな

い。多くの場合、里親と里親家庭の安定があって、

はじめて子どもの利益を実現しうる。この関係につ

いて理解し、合意した上で、支援を行うものと、支

援を受けるものが、「支援契約」を結ぶことが必要

である。

残念ながら、現在「里親支援」として語られるも

の多くは、「里親が子どもの利益を実現するために必

要なもの」とは、言いにくいように思われる。子育

て支援が、親の負担軽減型のものに偏っているのと

同様に、そこに並べられたメニューも、「里親へのレ

スパイトサービスの提供」「里親のためのサロン」

「養育相談」「研修」「家事援助」などによって構成

され、里親に対する負担軽減策が並べられている印

象がある。これらのものが不要というのではない。

これらのものも必要ではあるが、本当に必要なの

は、委託する子どもについての情報であり、実親や

地域との調整であり、子どもの成長を一緒に確認し

てくれることではないか。そして、子どもを育てる

上で、有用な援助を、特に里親が子どもとともに暮

らす市町村・地域において見つけ出し、結びつけて

もらうことではないか。生活と人生を共有する故に

生じる様々な出来事や悩みについて、打ち明けるこ

とができ、ともに考え、有用な情報の提供やアドバ

イス・時には厳しい指摘をしてもらえる存在こそが

必要なのではないか。

4．ソーシャルワークとはどうゆうものか

…基本を押さえることの重要性

筆者が勤務する日本社会事業大学の英語での表記

は、Japan college of social workである。今年度就

任された高橋重宏学長は、４月に行われた入学式に

おいて、改めてこの大学を、ソーシャルワークの理

論と実践をリードして行く学校としたいと語られ

た。筆者も、その構成メンバーの1人として、その

職責を果たしたい。

大幅な意訳のために、この使命と反することにな

ることを恐れつつ、ここでは、ソーシャルワークと

は、「人権と社会正義を価値基盤として、生活と人

生に生きづらさを抱えた人々が、生きていて良かっ

た、人生も世の中も捨てたもんじゃないと感じられ

るように、専門的な知見と技術を用いて、その人と

その人が生きる環境と、その両者の接点に働きかけ

ることだ」と説明しておくことにする。

このソーシャルワークには、様々な機能がある。

生きづらさを抱えた人 （々以下、「当事者」とする。

［特集］里親支援



2節の議論との関係を考慮せずに、一般に用いられ

ている用語を使用する。）を支援するために、ソー

シャルワーカーは、様々な角度から、様々な方法で

働きかける。当事者にとってソーシャルワーカーは、

あるときは保護者、あるときは治療者、あるときは

教師或いはアドバイザー、あるときは仲介者、ある

ときは権利の擁護者、あるときは代弁者、あるとき

はブローカー（利益になるものを運んでくる・結び

つける）などの役割を果たす。

基本的には、当事者と対等で、且つ、当事者に寄

り添うものとして、当事者自身を励まし、力づけな

がら、当事者の利益を実現するために、これらの

様々な役割を担うのである。

そして、当事者の利益を実現するためには、その

人自身の話を聞き、そのありのままの状況を認め、

その人の考えや望みを大切にしなければならない。

その人自身の問題点に目をふさぐわけにはいかない

が、それ以上に、その人の「強み」を活かそうとす

る。支援のすべてをソーシャルワーカー自身で行え

るはずはないので、自ら支援を行うとともに、様々

な人々やもの、制度や仕組みを活用する。保育所、

幼稚園、学校、市町村役場、心理職・医師・保健

師・弁護士等の専門職だけではなく、他の当事者や

民間団体など、協働すべき相手との間に垣根を設け

ることはない。支援のためのチームづくりや制度づ

くり、様々なレベルにおいて社会に働きかけ、情報

発信にも取り組む。ソーシャルワークはこのように

展開するものである。

5．里親支援ソーシャルワークのあり方

支援は、支援する側の視点で行われたり、組み立

てられたり、制度化されたりするべきものではなく、

支援を必要とする側の必要（ニーズ）によって、か

たちにされるべきものである。

そして更には個々の支援のための事業（サービス）

にだけに着目するのではなく、どうしたら、それら

のサービスを、実際に支援を必要とする人たちに届

けられるかに意が用いられなければならない。

現在の里親支援事業として記されているものを見

ると、支援のためにメニュー化された事業にだけ目

が行き、個々の事業を、里親や子どもの必要に結び

つける働き、すなわちソーシャルワークの重要性が

理解されていないように感じられる。

敢えて言うならば、多くの里親にとって、普段日

常的には、個々の「事業」の多くは、不可欠なもの

ではない。むしろ、自分たちが懸命に取り組んでい

ることを認め、それを支持してくれることこそを望

んでいる。そして、何らかの助けが必要になったと

きに、或いは危機やトラブルが生じたときに、3節

の終わりに記したような関わりをしてくれることを

期待しているのではないだろうか。

普段から、里親と子どもと行き来をして、里親と

子どもの必要を理解する。そして、必要なときに必

要な支援につなげる。必ずしも、里親支援事業とし

てメニュー化されたものにとらわれず、里親と子ど

もが暮らす市町村によって提供されている子育て支

援の働きや民間が先駆的な働きとして取り組んでい

るような支援や、必ずしも福祉に限定することなく、

医療や教育などの分野で提供されている支援にもつ

なげて行く。そういったことが必要である。

里親から児童相談所へ向けられる大きな不満の一

つに、「担当者がコロコロ替わる」というものがあ

る。多くの児童福祉司が3年程度で異動し、転出転

入者の性別や年齢・経験年数の違い等から行われる

担当変更もあるために、ひどい場合には、毎年担当

者が入れ替わる場合がある。確かに、里親の不満は

理解できる。しかし、問題の核心は、3年とか1年

とかいう期間にあるのではないのであろう。最短の
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1年間ではあっても、毎月1回以上顔を合わせ、親

身な関わりが続けられ、互いの間に信頼関係が成立

するならば、一年間は決して短くはない。まして、

このような関わりが、通常の異動のサイクルである

3～4年の間継続されるのであれば、互いの間には、

相当に深いきずなが結ばれるはずである。今語られ

る「コロコロ替わる」という不満は、「異動のあいさ

つだけ、ひどいときにはそれも無い」「自分たちのこ

とを理解してもらっているという実感がない」とい

う意味で受け取るべきなのではないだろうか。（注）

6．結びとして

私たちは、何か特別なことを、もったいないも

の、ありがたいものを探しがちである。また、その

ようなものを持つことによって、他の人より有利な

立場に立とうとする性癖さえある。しかし、そのよ

うなものの多くは、本当はさほど重要ではない。

里親支援ソーシャルワークという言い方が、里親

支援を行うための特別なソーシャルワーク技法があ

ることと理解されることは望ましくない。これは、

スクールソーシャルワークが、学校を実践の場とす

るソーシャルワークのことであって、特別に異なるソ

ーシャルワークがあるのではないことと同じである。

里親が抱えやすい問題にある程度の理解があるこ

と、里親制度や社会的養護全般に関して、基本的な

知識・知見を確実に身につけていることが求められ

るにしても、これに加えて特別な技法を身につけな

ければならないわけではない。私たちにとって大切

なことは、基本をしっかり身につけること、寄って

立つべき価値を見失わないことであって、必ずしも

新しい知見を追い求めることではないのだと筆者は

考える。

里親のほとんどは、支援者のかかわりを頑なに拒

み続けるような多問題家庭ではない。子どもたちに

真摯に向き合い、彼らの生を活き活きとしたものに

するために力を尽くしたいと考えておられる。支援

者が、この思いを共有することに意を用いるならば、

あなたは里親との間で、良好な支援契約を結ぶこと

ができるだろう。そして、必ずや、あなたは、良い

実践を行いうるチャンスに恵まれるに違いない。

（注）日本で里親制度が創設された翌年、昭和23年に発

出された家庭養育運営要綱には、指導担当者が、

委託間もない時期には概ね週1回、この時期を過

ぎほぼ落ち着いた後にも月1回の里親家庭への訪

問をすべきと明記されていた。明治時代の優れた

実践者として知られる石井十次も、岡山孤児院の

子どもを家庭に委託する場合には、チームを組ん

で月1回の訪問を行ったという。これらの実践に

学ぶべきである。しかし、虐待対応に追いまくら

れる今の児童相談所が、これを実行することは非

常に難しい。筆者は、代表を務める「子ども活き

活き里親養育活性化プロジェクトあっとほーむ」

の活動報告書（2010年3月）の今後の課題と展望の

項において、この国で、これを実現するためには、

この業務が、どのような主体によって、どのよう

に担われることが最も現実的かという提案をおこ

なっている。

キーワード：ソーシャルワークの定義

国際ソーシャルワーカー連盟は、「ソーシャルワーク専門

職は、人間の福利（ウエルビーイング）の増進を目指して、

社会変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びと

のエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワーク

は、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人

びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と

社会正義の原理は、ソーシャルワークが拠り所とする基盤で

ある。」と定義している。



1．はじめに

「子どもが落ち着いてきました」。里親メンター

が訪問家庭里親の言葉を伝えてくれたのは、訪問8

回目位であっただろうか。こんなに早くこの言葉を

もらえるとは予想していなかっただけに、この事業

が子どものためのプログラムであると実感できた。

里子養育は里親だけでなくそこで暮らす家族全員

が丸ごと関わっているもので、里親家庭が社会的養

護の現場になることである。家族だけでは抱えきれ

ない部分が生じても“在宅養護”の限界は経験した

者でないと理解できない。

手探りの里子養育のなか、里親同士の相談や助け

合いは、必要に迫られてのものであった。里親家庭

だけで問題を抱え込まないように、里親同士の共助

で乗り切ってきた。大変な時期もトンネルの中にい

ても同じ里親同士ならわかってくれた。

しかし、共助には限界がある。一方で公助は手薄

であることも里親はわかっていた。里親の気持ちを

わかってくれる存在が傍らにいること、里親の共助

を補完するものが必要とされていた。

1997年、東京都の養育家庭の有志が集まり、里

親家庭を巣立った元里子への自立支援を目的にアン

基金プロジェクト（以下、アン基金Pとする）を設

立した。以来、資金貸付をはじめ自立支援プログラ

ムの実施や里子会支援に取り組み、里親経験者なら

ではの思いで子育て中の里親のニーズに応えた里親

支援を展開している。

2008年、アン基金Pの里親家庭訪問が始まった。

先輩里親の経験が下敷きとなった、子どものための

里親支援プログラムを紹介していく。

2．里親メンターによる里親家庭訪問

この事業のねらいは里親家庭の里子養育支援であ

り、特色はメンタリング・プログラムである。

事業の担い手は、里親メンターとソーシャルワー

カー（以下、SWrとする）・スーパーヴァイザー・

理事のチームとし、事務局（アン訪問ステーション）

体制を整えた。

里親メンターは里親メンティの家庭に訪問し、里

親メンティの話を聴く。SWrは訪問家庭のアセス

メントとマッチング、そしてモニタリングを実施し、

里親家庭へ情報提供をする。訪問する里親メンター

を支え、このシステムを保障し維持していく役割と

する。スーパーヴァイザーは事業内容への助言をし、

理事はサービス提供者として事業を検証していく

（次ページの図参照）。

1）里親メンターとは？

里親メンターは、里母・里父を経験した者で、訪

問する家庭の里親の話に耳を傾け、里親の子育てを

ともに喜び、ともに悩む仲間のことである。
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〈アン基金の里親メンターの条件〉

・里子受託経験が通算5年以上ある。

・東京近郊の里親家庭を月1回訪問できる

・メンター研修（月1回程度・合計20時間）に

参加できる

・有償ボランティアとして活動できる

里親メンターは条件に合えば誰でも登録はできる

が、研修参加とボランティア意識は必須である。

同じ里親同士は、つらい気持ちがわかる一方で自

分はこうして乗り切った、こうすればいいといった

良かれとしたアドバイスが先立つこともあり、里親

が傷つく場合もある。専門職だと専門的知見の押し

つけがあったり、里親側からしても専門職の分析や

評価の眼が気になって話せないことがあるが、研修

を積んだ里親メンターなら安心して思いを吐き出せ

る。

里親メンターは、登録時からこのプログラムの意

義を確認し、「傾聴」を中心とした研修と里子理

解・自己理解を深める研修を積み重ねている。

2）里親家庭訪問（メンタリング・プログラム）の

仕組み

里親メンターが訪問する家庭は、現在受託中の養

育家庭・委託前、委託後の里親・養子縁組家庭等々、

現役里親から里親希望者、里親OBと里親の種類は

問わない。

家庭訪問を希望する里親が申し込み（受付）をす

ると、（1）受付終了後、SWrが家庭訪問をする。訪

問家庭の状況調査（アセスメント）ならびに家庭訪

問プログラムを説明し、里親の意思確認をする。（2）

SWrは事務局SWr会議に結果を持ち帰り、訪問家

庭のニーズに合った里親メンターを選定（マッチン

グ）し、同時に訪問家庭の担当SWrを決定する。（3）

担当SWrは担当里親メンターに同行し初回の家庭

訪問を実施する。里親メンター訪問サービス内容を

決定し、契約を交わす。

里親家庭訪問契約期間は1年およびトライアル3

カ月（3回）があり、契約の更新も可能とした。

里親メンターによる家庭訪問はおおよそ1カ月に

1回、1回の訪問は2時間程度である。SWrのモニ

タリングはおおよそ4カ月に1回である。

取り組みで重視しているのは、チーム内の情報共

有である。メンター訪問後、メンターと担当SWr

はメンターが記した訪問記録を基にして、実際のメ

ンタリング内容と里親家庭の状況を確認する。担当

SWrはメンター、メンティへのフォローを心がけ、

〈図〉アン訪問ステーション体制



メンターとの面接記録を詳細に記す。

受付→登録→経過→終結まで、アン基金Pのメン

タリング・プログラムは記録を充実させており、里

親子ソーシャルワークの蓄積になっている。

3）なぜ、里親メンタリング・プログラムなのか？

訪問を希望する里親（メンティ）のフィールドで

あり、テリトリーでもある家庭において、同じ経験

をした里親が1対1の関係で話を聴くことが里親の

気持ちを安定させることにつながり、里子にゆとり

をもって接することができるからである。

里親メンターが傾聴に徹することで、メンティは

こんなこと話してもいいんだと安心感を得られる。

里親メンターはメンティの気持ちをくみ取った言葉

で返していく。その時間の積み重ねは、支援された

支援したというような関係ではなく、ともに里子の

成長を見守ることになる。継続した関わりの中で、

メンティはメンターから様々なことを学ぶ。メンタ

ーは先をいく里親モデルの提示になるであろう。そ

の過程は、メンティの里親としてのキャリアアップ

になっていくであろう。このキャリアップ形成こそ

が、メンティが次にメンターとなる準備となるので

あり、やがて、メンターとなって次世代に里親の知

恵とスキルを伝えていくことになる。

一方で里親メンターもメンティの変化や成長を間

近で感じることで喜びと達成感を得られる。さらに

温かな眼差しでメンティに接し “寄り添い人”の

存在になるであろう。

先輩里親と専門職がチームを組んだ里親メンタリ

ング・プログラムが、社会的養護を担う里親の共助

を補完するものである。そして、“メンターとメン

ティがともに創る関係が、里親と里子のための次世

代里親育成プログラムになっていく”ことにこのプ

ログラムの真髄がある。

3．里親家庭訪問の実際

事業立ち上げ3年目に入っているが、過去2年間

の家庭訪問利用家庭（継続・終了・相談のみを含む）

は12件あり、それらを大きく以下の4群に分けて

みていく。

１）同居人

私たちはこの事業を実施するにあたり里親の種類

を問わなかった。それは社会的養護を必要とする子

どもを家庭で育てている全ての人を対象にしたかっ

たからである。里親制度からもれてしまう子どもの

存在がある。様々な事情が重なって社会的養護が必

要とされつつも結果的に住民登録で「同居人」とな

る子どもがいる。

「同居人」の子どもは家庭内で居場所感を持ちに

くい。成長するにつれ根っこにあるアイディンティ

ティの不確かさからくる不安が「問題行動」を引き

起こしがちであるが、様々な事情があるだけに養育

する側にとって、悩みながらもどこに相談していい

かわからず気がつくと家庭内だけで問題を抱え込ん

でしまうことがある。

そんな養育者の戸惑い、逼迫感等々の悩みがわか

るのは、里子を育てた経験のある里親である。

派遣は2件あり、「相談先がなく悩みを吐き出せ

ない状況をわかってほしい」ニーズにメンターが応

え、本音を吐き出す場になった。

2）措置解除後の家庭

措置解除後の課題は元里子の自立である。今回、

相談があったのは1件で、家庭訪問できない事情が

あってサービス対象とならず、他の相談機関につな

ぐ結果になった。

今年度はこうしたニーズに柔軟に対応できるよ

う、メンタリング場所は家庭に限らないこととし、

家庭訪問以外のメンタリングを実施し、メンタリン

グ方法も個々のニーズに応じている。
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3）委託前の家庭

委託前ケースは、受託の打診段階の気持ちの揺れ

や措置機関とのやりとりで生じる不安に応えるもの

である。

派遣は2件あり、いずれの家庭もニーズは明確で、

里親メンターの体験を聞きたいというものである。

里子の成長の場面ごとにメンターの体験を詳細に聞

き、それに対して、誠実に丁寧に答えていくやりと

りになった。いずれも終了となっているが、メンテ

ィは次のような感想を述べている。

「気持ちなどに共感してくれたことや毎回、現在

の子育て（実子がいる）を褒めてくれたことが、自

分の気持ちを落ち着かせ、自信を持たせてくれた」、

「子育て中のエピソードを細かく話してくれたこと

も、これからの子育ての示唆になった」、「もっとア

ドバイスがほしいと思ったこともあったが、話を聴

いてもらい自分の思いを認めてもらったことは、自

信になった」。

メンターは委託前の不安な気持ちを十分に受けと

めるだけでなく、先輩里親としてモデルを示すこと

になった。

4）現在養育中の家庭

受付・問い合わせは7件あり、6件に派遣（現在継

続中ケースを含む）。1件は遠方で家庭訪問可能範

囲内でなかった。

受託1年以内のケースの場合、里親は里子が表出

する行動の数々について知識を持ち覚悟をして受託

したものの、ストレスが溜まり自信を失う時期が必

ずある。その時期に、里親メンターが新米里親の気

持ちを受け止めそのやりかたでいいよと認めて、自

分もそうだったと伝えることでメンティは安心す

る。

「普通に話すだけで落ち着けて、わかってもらえ

たことで認められた思いを感じた」と喜びは大きく、

メンターによくやっているねと褒められて元気が出

てくる。「メンターは安心して何でも話せる存在で

ある。年上の先輩里親であることが“安心”をもた

らしている」。継続した関係の中で、里親メンター

も同じつらさを味わい乗り越えてきたのだと思える

ようになり、里子の対応にゆとりが出てくる。

委託後複数年になると、里親としての自信や力量

もついてきてはいるものの、その時々の里子の問題

への対応に苦慮し、対策をとろうとしても迷路には

まり込むような時がある。そんな時、話を聴いてく

れるだけで問題が整理されていくことがある。

「（同世代の里親メンター）1カ月に1回きていた

だけるのをとても楽しみにしているんです」と訪問

を心待ちにして、子どもの状況を話す。そして、初

回訪問から何回かを重ねて「子どもが落ち着いてき

た」とその様子を笑顔で伝えてきている。

７件のうち、転居後に相談できる人がいないこと

で家庭訪問を希望した家庭は2件あり、2家庭に派

遣した。

「メンターとの出会いは“神様が引き合わせてく

れたのではないか”と思ったくらいに、その時の気

持ちをわかってくれる人だった。（遠く離れて）両

親も夫にも理解されない気持ちをわかってくれたの

は、メンターだけだった」、「家に来てくれたのがよ

かった」、「世間話のような会話をすることが楽しく

て、メンター訪問の時間に救われた思いがある」と

いう感想から、環境変化の時期に里親メンターの存

在は大きいといえるだろう。

定期的な継続した里親メンタリング・プログラム

は、子どもの変化と成長をメンターだけでなくチー

ム全体で喜びあえることになり、それをメンティに

伝えることでメンティの自信と安定につながってき

ている。

以上、メンティを中心に実際をみてきたが、最後



に里親メンターの感想をあげる。

「里母さんの顔が変わり、安堵の表情に嬉しくな

った」、「メンターとしての役割を担えることができ

て、自分が里親としてやってきたことが報われる」、

「何も問題がなくても聴き続けることが里親家庭の

安定につながるし、いい状態を保つことができるの

ではないか」、「里母の内面に触れるようなやりとり

ができ、心の距離が縮まった。ふつふつと湧き上が

る自分の気持ちをみることになり、それを抱えなが

ら聴くのは大変だったけど、自分のためになったと

思う」。

4．おわりに

里親メンタリング・プログラムは家庭訪問だけで

はない。メンター研修・ケースのスーパービジョン

に加え、メンター同士の交流を図るメンターミーテ

ィングも重要なプログラムである。これらを計画し

実行しているのは事務局であり、プログラム遂行に

欠かせないものである。

社会に開かれた里子養育は1世代で終わるもので

なく、次世代の里親につなげていくものである。そ

して、里子養育のエッセンスは子育て全般に通じる

ものである。共助を補完できる里親メンタリング・

プログラムは、里親支援・子育て支援の普遍的なも

のになるであろう。

私たちアン基金Ｐはこのプログラムの柔軟な活用

を図り汎用性を高めていくことが、里親支援になり

里親制度推進になると信じている。
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キーワード：メンターとメンティ

メンターとは「賢明な人」を示し、経験豊かな先輩を指す。

メンターに対し、経験が浅く支援を受けるものをメンティと

よぶ。メンターはメンティの状況に合わせて一定の期間、個

別支援する。メンタリングはメンターとメンティの関係性を

表す言葉で、メンタリングを通し共通の目標に向かってとも

に成長する関係を結ぶ。メンタリング・プログラムは人材育

成や教育の現場で注目を浴びている。

里親家庭訪問のようす
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里親による里親の支援
―里親会の実情と課題
里親による里親の支援
―里親会の実情と課題

特集 里親支援

里親支援の現場から

1．はじめに

「社会貢献がしたい」、「子どもがかわいいから」、

「子どもができないので」など、人々はさまざまな

動機で里親になるが、近くに同じ里親がいるとは限

らない。児童相談所に申し出て里親登録しても、い

つ子どもは来るのだろうか、委託されたとしてもど

のように養育していったらいいのだろうか、と心配

は募る。

そういう時、地域の里親会から入会の案内をもら

ったりすると嬉しいものである。里親会の活動に参

加しながら、社会的養護について学んでいったり、

同じ仲間と交流を深めていく。また、ときどきの養

育の心配ごとを話し合う。そういうなかで生涯の友

となるような出会いもある。

残念なことだが、里親制度そのものが日本ではマ

イナーであるが、それ以上に里親会にスポットがあ

てられることは少ない。遅ればせながら、社会的な

養護のなかで家庭的な養育が注目されつつある。里

親会の役割も重要さを増しているはずなのだが。

2．里親会の概要

歴史的には、地域の里親会は児童福祉法が施行さ

れた昭和23年から数年の間に各地で次々と発足し

ている。そして地域の里親会の全国組織として、全

国里親会が昭和29年に発足している。

昭和30年代は里親も里親委託児童数も多く、里

親制度の全盛期だったと言える。里親会の活動も活

発だった。ところが、日本の高度経済成長とあわせ

て、里親、里親会活動とも低調になっていく。児童

虐待などが増加し、家庭的養護が注目される近年に

なって、ようやく里親制度が見直され、それととも

に里親会の動きも活発になってきた。

具体的には平成14年度と平成21年度の2度の改

正があり、平成21年度の改正にあたっては全国里

親会のなかに「里親会のあり方検討会」を設置し、

里親会の改革が始まった。そういう意味ではむしろ

改革は始まったばかりなのである。

現在は都道府県と指定都市で計65の地域の里親

会があり、その全国組織として全国里親会が存在し

ている。また北海道エリア、東北エリアというよう

に全国８つのブロックごとに研修会（親睦も含めた

大会）を開催している。

都道府県や指定都市の里親会は、児童相談所ごと

に支部を置いていたり、あるいは支部が里親会を名

乗り、全体を連合会組織としている里親会もある。

地域の里親会の名称は必ずしも里親会というので

はなくて、養育家庭の会（東京都）、きずな会（山梨

県）、愛児会（横浜市）などとしているところもある。

また多くは法人格をもたない任意団体だが、社団

法人、財団法人、NPOとしている団体もある。
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里親会は会員を募って運営しているが、対象とす

る会員についてはさまざまである。未委託里親を対

象としない（委託里親のみの）里親会もあれば、養

子縁組を希望する里親を対象としない（養育里親の

みの）里親会もある。里親だけでなく賛助会員を多

く擁する里親会もある。里親会の加入状況（組織率）

も運営する会費の額もさまざまである。

先に紹介した全国里親会の「あり方検討会」の調

査（平成20年6月実施）によると、会員数がもっと

も多いところで467（北海道）、もっとも小さなとこ

ろで12（横須賀市）というひらきがある。地域の里

親会の平均会員数は約110である。

運営の会費の額は多いところで年額9万 6千円

（岡山県里親会の委託里親）、低い会費はゼロ（京都

府）で平均すると年額３千円強である。

全国里親会は地域の里親会の上部団体として、制

度改革のために要望書をとりまとめて提出したり、

里親制度の普及のための活動などを行っている。財

団法人であるが、平成21年度から会費の徴収によ

って事業を行うように変わってきている。

3． 地域の里親会の活動

地域の里親会の運営は、まず総会によって事業や

予算を承認し、前年度の活動の報告などを行う。ま

た理事を選任して、日常の業務については理事会に

よって運営する。

活動は研修会と親睦会が中心となっている。これ

らの活動を通して会員相互の交流が深まるが、児童

相談所の職員と知りあうことの意味も大きい。児童

相談所の里親担当職員は里親と接する機会が少な

く、新しい里親の人柄を知る機会も少ない。これは

里親の方も同じで、研修や親睦会に参加することで

委託に結びつくことが多いと言われている。

研修のテーマは里親制度に関することや子どもの

養育に関することが多い。外部講師にお願いする以

外に先輩里親の体験談などで構成される。研修テー

マは会員の自発的な問題意識で決められるが、経費

は都道府県から一部助成を受けて開催されることが

多い。

研修会に類似するものとして、里親サロンがある。

里親同士が養育上の悩みについて話し合うピアカウ

ンセリング的な手法をとっているが、これも多くは

助成によって賄われている。

親睦会については観光バスなどを借りて小旅行を

することが多い。こちらは研修会と違って子どもた

ちが主役となる。旅行の他にはキャンプやクリスマ

ス会、餅つき大会などがある。

研修会、里親サロン、親睦会などの開催回数は里

親会によってさまざまである。活発な里親会と活動

が停滞している里親会に大きく二極化していると感

じられる。

児童養護施設や乳児院などとの交流も行われる。

見学会も行われるが、最も多いのは季節里親、週末

里親と呼ばれている活動で、夏や冬の数日、あるい

は週末に児童養護施設の子どもたちを預かり、家庭

生活を経験してもらうのである。国の制度ではない

ため、地域によって名称、実施方法、里親会の関わ

り方などに違いがある。

里親制度のPR活動をしている里親会も多い。バ

ザーを開催したり里親出前講座と称して大学や専門

学校で里親の養育体験を話す。

全国里親会が運営する里親賠償責任保険（通称

「里親保険」）の加入手続きを行うのも地域の里親会

の業務である。全国里親会の運営する保険でなく独

自に地域里親会が運営しているところもある。

地方自治体とのかかわりでは、里親会の会長が都

道府県などの社会福祉審議会の委員となっている場

合も多い。

［特集］里親支援
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また、地域の里親会、ブロック単位、全国里親会

ではそれぞれ表彰制度をもっており、総会や大会で

功労者を表彰している。

4． 里親会の課題

先に紹介した全国里親会の「あり方検討会」が行

った調査で、地域の里親会の運営について聞いてい

る。それによると事務局を児童相談所の職員が担っ

ているのは調査対象の里親会61のうち29で、半数

近くにのぼる。次いで多いのは社会福祉協議会職員

で12。里親会が事務員を雇用しているのは8。里親

会会員のボランティアが8となっている。7割近く

の里親会が現実には事務局を担っていないことにな

る。しかも、児童相談所などでは、忙しいこともあ

って里親会の事務局機能を今後担うことができない

と表明しているところが多い。

また、自由記述で、里親会の課題だとしているこ

とについて書いてもらったところ「会費収入の確保」

「活動費の財源不足」など財務に関することが多か

った。

その他では「総会や大会への参加者が少ない（参

加者がいつも同じメンバー）」「里親会への加入者が

少ない」「会員が高齢化している（若い里親が入会

してこない）」「役員になり手がいない」「事務局の

担い手がいない」「養子縁組が成立すると退会して

いく人が多い」などがあげられている。

これらは、里親会の活動に魅力が感じられず、活

動が停滞し先細りする危険性のあることを感じさせ

る。

里親は子どもを養育するために里親登録したので

あって、里親会の活動をするために里親になったの

ではない、ということがよく言われる。しかし、里

親会の活動が当事者の手で担われずに、魅力も感じ

られないとしたら、今後どうなっていくのだろう。

そういう意味では、形骸化した里親会ではなく、

時代を先取りしていく里親会に脱皮していくことが

急務だろう。

平成21年度の改正児童福祉法の施行では、里親

支援機関の創設が謳われている。里親開拓や研修業

務、訪問相談などを民間に委託してもよいことにな

った。里親会が母体となって里親支援機関を作る動

きが各地で動き始めた。当事者団体が里親支援を行

っていくのはいいことに違いないが、これまで見て

きたように、里親会の脆弱さを考えるとかなり困難

であると言わざるを得ない。

しかし、国と地方自治体の関係が変わり始めたこ

とで、全国里親会と地域の里親会の役割にも変化が

生じている。これまでは国からの助成を全国里親会

から地域の里親会に振り分けてきたが、そこが細り、

里親支援は地方自治体で直接行われるようになって

きている。地域主権の政策が里親会の仕組みにも影

響を及ぼしてきていると言える。

この辺の動きを反映させたイメージを描くとした

ら、児童相談所の外に、里親支援機関が設置され、

その組織のなかに里親会が入ると言うことになるの

ではないか。これまで、里親会が研修などを担って

きたが、里親の育成は措置をしている行政の責務と

して行われるべきものである。そういう業務の切り

分けが明確になってくると、里親支援機関が研修や

相談などを担い、里親の当事者団体である里親会は、

親睦交流に力を入れ、また里親家庭のニーズをしっ

かり表明して、制度の改善に当たっていくというの

が本来の役割になってくるだろう。

ところで、この一文の初めに、里親に登録して里

親会から入会のお知らせがきたらどんなに嬉しいだ

ろう、と書いたが、最近は個人情報保護の観点から、

こうしたことが行われていない里親会が多い。会員

の名簿を作ることにも消極的である。児童相談所か



ら新しく登録した里親の情報が来ないので加入の案

内ができない、という里親会もある。

最近のことだが、養育のことで悩んでいた里親が、

いつの間にか里親会の会合に顔を出さなくなった。

個人情報を知らされていなかったので、里親仲間は

連絡して会うこともできなかった。そうこうしてい

るうちに、その里親が子どもを虐待して事件となっ

た。このケースからも、個人情報の保護が仲間作り

の阻害要因となっていることが分かる。それでなく

とも、里親は地域で孤立しがちである（通常の子ど

もの福祉は市町村、社会的養護は都道府県の業務で

あり、里親は地域の子どもの福祉とつながりにくい

状況にある）。個人情報保護の観点から活動が停滞

すると言うのでなく、里親会が率先して地域の子ど

も福祉と連携できるように、開かれたものにしてい

く必要がある。

平成14年に専門里親や親族里親ができて、平成

21年には養子縁組を希望する里親が養育里親から

切り分けられた。ファミリーホームも国の制度にな

った。こうした里親の種類が増えたことなどに里親

会はどう対処してきたのだろうか。養子縁組を希望

する里親や親族里親は子どもを養育していても里親

手当は出ない。それにもかかわらず養育里親と同じ

会費を徴収しているとか、こうした里親に共通する

課題に取り組んできただろうか。

平成21年度から被措置児童への虐待に関心が向

けられるようになった。しつけのつもりでも、虐待

に相当することがある。里親も社会的養護を担う一

員であることを自覚しなければいけない時代を迎え

ている。現実に里親による虐待や、虐待を疑われる

ケースが増えている。里親会が音頭をとって子ども

との関わりについて啓蒙すべきだろう。

近年、一時保護に里親が活用されるケースが増え

ている。児童相談所の一時保護所や施設が満杯とい

うこともある。しかし里親による一時保護について

は、受け入れの問題で課題が多い。

また、従来の里親は子どもを育て上げるまで養育

したものだが、最近は実親のいる措置児童が多い。

家庭の再統合に役立つ里親であることが望まれてい

る。

虐待の影響からか発達障害を抱えた子どもなど、

育てにくい子どもが増え、里親の養育スキルも専門

性が問われつつある。

こうした、里親の役割や期待が変わってきている

ことを里親会は正確に受け止めて、できるだけ早く

課題解決へと向かわなければならない。そうした里

親家庭のニーズを反映できる里親会になる必要があ

る。先のアンケート調査などから言えることは、里

親会がまだまだ近代化に着手しておらず、動脈硬化

を起こしていると考えられる。

里親会とは何か、何をすべきなのか。問い直しな

がら、その閉そく感を打開していかなければならな

い。少なくとも、社会的養護のなかで家庭的養護が

こんなにも遅れていることに、責任を感じる里親会

であってほしいと考える。
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キーワード：里親サロン

里親サロンとは、里親仲間が集まって、互いに養育体験を

話し合うことである。養育の悩みを里親同士が話し合うこと

で、ピアカウンセリング的な効果が期待できる。広く各地の

里親会で行われているが、プライバシーの問題や出席者が限

られてしまったり、先輩格の里親がお説教を始めたりで、な

かなかうまくいっていないようだ。
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1．はじめに

平成20年（2008年）4月施行の児童福祉法改正に

より、「養育里親」と「養子縁組を前提とした里親」

は制度上区別され、併せて養育里親研修については

その義務化などの見直しが行われた。里親の制度的

な位置づけの明確化と委託後の支援や研修の実施な

ど、里親を支える仕組みの充実が図られる運びとな

ったのである。

さらに平成20年度より、これまで児童相談所が

行ってきた里親支援を拡充するため、「里親支援機

関事業」を実施。予算事業として実施していた里親

に対する相談支援などの業務を、民間の施設や

NPO法人等に委託して総合的に行えることとなっ

た。その流れを受けて、社会福祉法人二葉保育園

二葉乳児院には、同年度の夏に東京都から打診があ

り、翌年2月の正式実施に向けて受託するに至って

いる。

そして1年半が経過した。乳児院として取り組ん

だ里親支援の実際と課題について、この与えられた

機会を利用して述べてみたい。

2． 児童福祉施設による里親支援の実際と課題

1）二葉乳児院における里親支援の歴史

社会的養護というと、「施設養護」と「家庭的養

護」に大きく分けられる。東京都は後者への取り組

み強化として、東京都児童福祉審議会による「東京

都における里親制度のあり方について」の意見具申

を受け、昭和47年（1971年）に「養育家庭制度」を

発足させた。そして、翌48年の児童養護施設4か

所への「養育家庭センター」（以下、センター）設

置を皮切りに順次センター設置を進めている。その

9番目のセンターが出来たのが昭和61年（1985年）。

乳児院に初めて併設されたもので、その乳児院とは

二葉乳児院であり、ワーカーとして二葉乳児院前院

長の鈴木祐子が就任している。

同氏は、それまで児童相談所と協働しながら里親

支援に長く携わってきていたが、その経験に裏打ち

された知識と高い手腕を買われてのことであろう。

センターでは里親会が組織され、さまざまな取り

組みが行われた。里父母との懇談会や研修会・懇談

旅行、センター施設で行われるガーデンパーティー

やクリスマス会など、実に多彩なプログラムが里親

子に提供された。PR活動（養育家庭制度の紹介や養

育家庭の募集など区や市でのイベント、駅・街頭活

動など）も積極的に行われ、里親制度の啓蒙・普及

も図られた。里子の進路選択にあたっても、学校情

報や就職情報の提供のみならず、特別育成費、奨学

金、就職支度金などの告知・照会も行うなど、里親

子への個別的な対応がなされた。

そうやって少なからぬ養育家庭支援、里親支援の

社会福祉法人二葉保育園　二葉乳児院 院長　都留
つ る

和光
か ず み つ

民間施設による里親支援
―東京都の委託事業

民間施設による里親支援
―東京都の委託事業

特集 里親支援

里親支援の現場から
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実績が積まれていったのである。

そんな、里親子に寄り添って歩んだ「養育家庭セ

ンター」であったが、平成14年（2002年）、東京都

は養育家庭支援は児童相談所が担うとし、ここにセ

ンターの歴史は幕を閉じることになる。

しかし、センターで脈打たれた養育家庭支援のあ

りようをそのまま終わらせる訳にはいかない。鈴木

祐子は、センター時代の職員を二葉乳児院に残し、

自らも院長として先頭に立って送り出した子どもた

ちや里親子の相談を継続して行っている。里親会も

二葉会と名を一新し、様々な催しを繰り返し行った。

「何か困ったことがあったら二葉さんに聞こう、

祐子先生に聞こう」。里親子にとって、センター時

代に培われた院長やワーカーへの信頼は、センター

が終わってもなおゆるぎない、頼るべき大きな礎だ

ったのである。

以上、二葉乳児院での里親支援の歴史について簡

単に触れたが、その間、里親支援の必要性が広く社

会に認知され里親支援が拡充されたかと問われる

と、はなはだ疑問と答えるしかない。センター時代

の、平成4年（1992年）発行の「児童福祉研究」に

は、里親支援の課題として「里子養育は、里親の情

熱や好意のみで解決しきれる問題ではない。里親の

養育への主体性を尊重しながらも、里親・里子を援

助する機能を充実させる必要があるだろう。委託児

童の発達プロセスに応じた里親研修プログラムや児

童への治療プログラムの充実、里親の自助努力を損

なわない形での里親里子関係ケースワークの確立を

考えていく」とある。当時求められていたことは、

10年後のセンター時代が終わった時と、そして20

年後の今と、なんら変わらない。

2） 乳児院での里親委託の状況

平成19年度の都内10箇所の乳児院からの里親へ

の委託は、退所児童435名中、家庭引取りの298名

をのぞいた137名に対し、養育里親28名、養子縁

組18名であった。平成20年度では、退所児童412

名中、家庭引取りの260名をのぞいた152名に対し

て養育里親15名、養子縁組22名である。

残された子どものうち平成19年度の81名、翌20

年度の84名の子どもたちが乳児院から児童養護施

設に措置変更になっている。里親委託を進めたいと

いう東京都の意向はなかなか進展しない状況であ

る。なぜ、この子どもたちは、登録されている養育

里親のもとへ委託されないのか。

現場である乳児院では、里親委託に対する様々な

思いが吹き出していた。

一例を挙げるなら…委託候補児の選定は、委託後

の里親との愛着関係を築く上でなるべく早い作業が

望まれる。ところが、児童相談所側で時間が費やさ

れ、1歳の誕生日を過ぎても挙がってこない。1歳6

ヶ月以降～3歳近い年齢になってようやく里親さん

との交流開始となる。これでは、里親さんにとって

も子どもにとっても大切な時間の大いなる喪失であ

る。併せて、里親さんについての情報の量と質の問

題。マッチングを考慮する上では里親さんについて

の情報は多ければ多いほどよいのだが、乳児院に届

く書類に記入されたものは、限定的で、箇条書きの

無機質な情報でしかないことが多い。

そんな経過を経ているためか、乳児院でようやく

迎えた里親さんとの交流はどうしてもぎこちなさを

伴ってしまうことが多い。“候補児を目の前にして、

里親さんの気持ちを受けとめながら”がしっくりこ

ないのである。乳児院側も、児童相談所で行う里親

研修の内容などを知っておく必要がある、と自省は

しているが…。

そんなことをさまざまな機会を捉えてお話しして

きたが、東京都社会福祉協議会の乳児部会としても

［特集］里親支援
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年間のテーマとして学習することになった。

21年度の同協議会／乳児部会養育看護研究会で

は「里親交流支援について～現場の視点で考える」

が年間のテーマとなり、実際に担当した保育士、看

護師の視点から現職の里親さんを招いて、子どもと

の交流時にそれぞれがどのような思いであったか、

どうすればよりよく分かり合えるのかといった意見

交換やアンケートを行い、相互理解を深めている。

また同協議会／乳児部会家庭支援・心理研究会に

おいても、里親支援の実際について、主に児童相談

所の進め方や、乳児院と里親さんの交流のあり方に

ついて、里親さんや現職の児童福祉司を招いて意見

交換を行っている。

このように、里親さん・児童相談所・乳児院の3

者で互いの思いや事情を確認し、理解を深め合って

いくことは、里親委託を進める上でとても有意義な

ことである、と思う。3者がそれぞれの立場で、里

親を必要とする子どもたちに寄り添って行こうとす

る表れである。

すでに東京都は、乳児委託研修を平成20年度よ

り都内10か所の乳児院にて3回行い、数字上は60

組の乳児委託が可能となる状況にしたが、残念なが

ら未だ実績に結び付いていない状況である。1歳を

過ぎてからの交流、委託が多いことが伺える。平成

22年度までにさらに20組が研修を終える予定だが、

3者の相互理解がさらに進み、乳児委託の実績とし

て結実することを期待したい。

3） 委託事業の実際

前段が長くなったが、本論へ。前述した通り、二

葉乳児院では東京都から平成20年度事業として平

成21年2月から「里親支援機関事業（モデル事業）」

を受託。児童相談所に里親委託等推進員1名を置き、

実務を執り行った。

児童相談所の所管である9区島しょを対象にした

モデル事業としての実施となり、里親支援のよりよ

い拡充を目指して取り組むことになる。20年度内

の2か月のみでなく翌21年度も引き続き行うこと

とし、途中で効果測定を行い、平成22年度につい

てはまた改めて契約を行うこととした。平成23年

度から本格実施を行うためのモデル事業であったた

め、関係各方面から注目を受けてのスタートとなっ

た。

実施した内容は以下の7点である。

① 里親委託等推進委員会

里親支援のよりよい充実を目指し、里親委託等推

進委員会を設置。委託等に対する目標を設定し、里

親委託に関する進行管理なども行う。委員会構成メ

ンバーは、里親さんや児童福祉施設施設長、学識経

験者、児童相談所職員、里親委託等推進員。年3回

開催。

② 養育体験の実施

里親として登録されている方（養育家庭・養子縁

組里親・専門里親）が、児童福祉施設に入所してい

る子どもたちの現状を知る機会として、児童福祉施

設の子どもたちと関わり、また施設職員と話をする

場を設ける。

③ 里親訪問支援事業（里親訪問支援員研修）

交流中・委託中の里親さんの話を伺い、日々の想

いに寄り添い、共に悩み、共に共有してくださる

「里親または里親の経験のある方」を研修の上「里

親訪問支援員」として登録。訪問支援を希望された

里親さんのご家庭を訪問し、養育相談などの援助活

動を行う。

④ 里親による相互交流の企画・運営

里親さん同士の情報交換や養育技術の向上などの

交流会の企画・運営を行う。養子縁組成立後の家庭

や里子さんを対象とした取り組みについても企画検
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討を行う。里親さんのさまざまなニーズに合わせた

ミニ講座などの開催も行う。

⑤ 里親の新規開拓・普及啓発等

里親さんの新規開拓および普及啓発を目的として

広報活動を行う。地域の皆さんに知ってもらえるよ

うな新しい広報形態も模索・検討する。

⑥ 学習ボランティアの登録・派遣調整

里親さんの学習ボランティアに対する認知度や希

望などを伺い、それを参考にして学習ボランティア

制度の広報活動を行う。併せて学習ボランティアの

募集・登録を行い、里親さんからの利用希望に応じ

て派遣できる体制を作る。

⑦ 養子縁組成立後の相互交流

養子縁組家庭向けサロンの実施。養子縁組里親さ

ん同士の相互交流を図り、アフターケア対応方法や

課題を精査、企画・対応を行う。

①の「里親委託等推進委員会」は平成22年度メ

ンバーを一新し、児童相談所から委託している乳児

院5箇所から家庭支援専門相談員を加え、実際に委

託できるだろう子どものケースを具体的に挙げてケ

ースの進行管理を行うようにした。都内全域に広げ

ていく上でこの取り組みの意味は大きい。③の里親

訪問支援事業については、研修を終えた3名の訪問

員が登録された。そして6件、2家庭の相談を実際

に受けている。その内容は、子どもとのかかわり方、

子どもの行動・心理、里親制度・福祉サービス情報、

他の家族との関係、確定申告の方法や児童相談所や

乳児院職員への想いなどであった。里親さんから、

継続して訪問してほしい、と希望されたことは嬉し

いことである。②の養育体験は、二葉乳児院にて合

計3回実施、延べ13名の参加があった。④は、児

童相談所が行っていたサロンと協力しながら実施。

新しい取り組みとして里子さん対象の2泊3日のキ

ャンプを催行した。島しょから4名の小学生が参加

し、里親さんから離れての交流を楽しんだ。平成

22年度は考慮中。⑤の新規開拓・普及啓発につい

ては、公が出来ない、民間ならではのアイデアを、

といわれ、20年度の広報物はマグネットシートを

作成。21年度はクリアファイルやメモ帳、風船を

配布した。各区のボランティアセンターでのおまつ

りや子育てフェスタなどに参加し、ブースを設けて

は展示物などを通じて普及啓発を図った。また、大

学や専門学校などに協力を仰ぎ、社会的養護や里親

制度の周知広報を行うとともに⑥の学習ボランティ

アの募集も行った。その結果、学習ボランティアの

登録者は6名となり、実際に2名の派遣を行ってい

る。⑦の養子縁組成立後の相互交流は6回行った。

二葉乳児院2階にある地域子育て支援センターふた

ば主催として案内を出し、拡大講座として家庭養護

促進協会の岩崎美枝子先生に「子どもを家族にむか

えるということ」「子どもに愛を伝えるということ」

と2度話をして頂いた。

4） 委託事業の課題

里親委託等推進員を1名置くこと―。「里親支援

機関事業」は、平成23年度にはモデル事業から本

格実施となるが、その際にこの部分が課題になって

21年度の広報物として作成した風船



いくものと思われる。二葉乳児院の里親支援の歴史

から見ても、里親支援を実際に行う人に比重がかか

り負担が大きく偏向することは否めない。今回受託

するに際しても、その人選には心を砕くものとなっ

た。経験や実績に加え、子どもの立場になり里親支

援を心から考える職員でなければならない。逆に言

えば、該当者が居ない場合は、受けられなかったこ

とになり、人材の問題は避けて通れない。

都内全域での本格実施となった場合、ますます推

進員という役割を担える職員育成が課題になってく

るだろう。推進員と児童相談所の里親担当職員の連

携は当然ながら、都内全域に亘る支援機関事業の統

一性や委託児童の促進が図られていかねばならな

い。各児童相談所間の情報共有や進行管理の総体的

な窓口をどこに置くかという問題もある。東京都が

主管となり進めることであるが、第3セクターのよ

うな形で管理・運営していくことが望まれる。

さらに乳児委託を推進していく上で里親支援を図

るなら、地域の中での里親さんへの理解や、保健セ

ンター、子ども家庭支援センター、病院といった関

係機関への周知や里親支援への理解促進は必須であ

る。現在、各児童相談所に、里親さんの会が存在し、

サロンがあり交流事業も催されている状況ではある

が、里親さんが必要な時に即応できるシステムは相

談所への電話相談ぐらいしかない。その際にも、里

子委託時からの状況を把握している職員が継続して

関われることも必要である。

3． おわりに

「里親支援機関事業」を受託して１年半近く、こ

のモデル事業が都内全域の児童相談所に拡大したと

きのよりよいモデルとなればとの思いから日々里親

支援のケースワークを積み重ねている。しかし、里

親さんの「今」にどれほど対応できているのか。

毎日のように児童相談所の児童福祉司に電話を入

れている―そんな待ったなしの状況に置かれてい

る里親さんがいる。他方で、困っている状況を相談

することに躊躇されて、想いを表わせず閉じこもっ

ている里親さんもいる。受けとめるべき児童相談所

のワーカーも煩雑な業務の中で、“分かっていなが

ら”手が回らないのが実際の状況である。

今回、里親支援機関事業との関連の中で述べさせ

ていただいたが、その枠組を越えても、私たち乳児

院はこれからも里親支援における「支えの一つ」で

ありたいと自覚している。乳幼児期の早い時期に里

親さんへの委託が1人でも多く進むことを切に願っ

てやまない。
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乳児期からの養育家庭委託への推進を図るため、乳児の受

託を希望する養育家庭を対象に、社会的養護への理解を深

め、乳児を養育するための必要な知識・技術を習得すること

を目的とした研修。乳児期は、親子の基本的信頼関係（愛着）

を形成する時期であり、これを経て、次の発達過程へとつな

がる。この時期に特定の大人との１対１の信頼関係を築くこ

とは、その後の養育を行う上で大きな意味を持つ。そのため、

乳児期からの委託促進が求められている。
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1．はじめに

「里親養育の必要性はわかるものの里親登録も委

託数も増えない」という声を児童相談所関係者から

よく耳にする。福岡市においても同様であった。こ

ども総合相談センター（福岡市児童相談所、以下セ

ンターと略す）に筆者らが勤務することになった平

成15年度、里親専任の主査が一人配置されていた

ものの、1年間に新規登録した里親は6名、新規に

里親に委託された児童は7人、年度末里親委託児童

は24人で里親委託率は6.5％であった。それから７

年を経て、平成21年度1年間に新規登録の里親は

14名、新規に里親委託になった児童は27人、年度

末里親委託児童は85人で里親委託率は20.9％とな

った。数字だけの変化だけではない。里親制度に対

する意識や里親支援の体制も大きく変わった。なぜ

変わったのか、どのように変わったか、この7年間

の取り組みを振り返りつつ、今後の展望について触

れたい。

2．「市民と共に里親を増やそう」

平成16年秋、虐待などで一時保護となる子ども

が続々入所してくるにもかかわらず、市内の児童養

護施設はまったく空きがなくなってしまった。一時

保護所は次の行き先を待つ大勢の子どもでごったが

えした。県内はもとより九州各県の空いている施設

を探しあて、遠くの県まで子どもを連れて行く事態

になった。慢性的に飽和状態にある福岡市内の社会

的養護の状況を打開するために、施設定員を増やす

のではなく里親を増やすという方向に舵を切ること

となった。しかし、従来の児童相談所だけの取り組

みでは限界がある。そこで、市民団体・NPOのネ

ットワーク力を活用して、里親開拓を行おうという

発想になった。「市民と共に里親を増やして、子ど

もの行き場所を増やそう」という、今から考えれば

単純な発想が出発点であった。平成17年3月に公

表された福岡市子ども総合計画において、里親委託

率の5年後の数値目標は2倍の13％となった。そん
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なことが可能かどうか全く未知数なままの舵取りで

あった。

3．ファミリーシップふくおか

（市民参加型里親普及事業）

施設を訪問するボランティアグループはあって

も、里親に取り組んだ経験を持つNPOなど福岡市

にはなかった。数ある子ども関連のNPOの中でも、

子どもNPOセンター福岡1）は「子どもとメディア」

「チャイルドライン」「子どもの居場所づくり」等の、

子どもの権利や子どもの課題に積極的に取り組んで

きた実績がある。「ここだ！」という思いで打診し

たところすんなりと受けていただいた。

最初の一歩は里親制度のみならず社会的養護全体

についての一からの勉強会である。そのうちに、里

親制度や社会的養護のことが市民にはまったく知ら

れていない現状を筆者やセンターの里親担当職員ら

は目のあたりにする。まずは、社会的養護の現状と

里親制度の必要性を幅広く市民に知らせることが必

要ではないか、その中から里親登録を希望する人は

現れてくるのではないか、そんな思いから事業名を

「市民参加型里親普及事業」とした。運営は子ども

NPOセンター福岡の呼びかけで集まった多数の

NPOや市民団体、福岡市里親会、小児科医、そし

て、こども総合相談センターからの職員で構成され

る共働型実行委員会である。堅苦しい名称では市民

に広がらないという提案により、実行委員会は「フ

ァミリーシップふくおか」と命名された。「市民と

共に、社会的養護や里親制度を市民に知らせていこ

う」という思いでファミリーシップが文字どおり

「船」出した。

17年度からの3年間のファミリーシップは熱気に

溢れたものであった2）。里親フォーラムや出前講座

に多様な市民が集まり、著名な講師や里親の体験談
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新聞で「ファミリーシップふくおか」の活動が報じられた

「ファミリーシップふくおか」
のフォーラムにはたくさんの
人が集まった



に耳を傾けた。年2回の里親

フォーラムを通じて、里親制

度や社会的養護への関心が少

しずつ市民の間に拡がってい

った。地元のメディア・マス

コミも積極的に取り上げ、社

会的養護に関連した記事の連

載もあった。ファミリーシッ

プによる市民への普及啓発の

盛り上がりの中で、3年間で

45 人もの方の里親登録があ

り、里親委託率は 19年度末

で15.6％までになった。委託

率の数値目標を3年で達成で

きた。

4．センター職員の意識の変化

市民の間に里親制度のこと

が知られていくと同時に、セ

ンター職員の意識も大きく変

化した。ファミリーシップ以前はセンターの援助方

針会議で里親委託の意見が出ることはほとんどなか

ったが、委託できる里親が増えてくると共に積極的

に、里親委託の意見が出るようになった。

愛着障害、発達障害、対人緊張、不登校やいじめ、

無職少年など様々な特徴を持つ子どもが続々保護さ

れてくる。里親委託の選択肢を念頭に置いて、子ど

もたちを細やかに観察すると、集団養育ではうまく

いかない子どもや、成長発達やトラウマからの回復

には個別のケアや愛着形成が必要な子どもが多いこ

とにあらためて気づかされる。里親養育か施設養護

か、子どもにとってどの里親（里親家庭）が最適な

のか、多くの時間を割いて慎重に判断する。里親委

託が決定し里親と交流するまでにとても時間がかか

るため、一時保護が数ヶ月と長くなることもある。

それでも、待ちに待っていた子どもに里親を紹介で

きたとき、子どもも担当児童福祉司も目が輝く。里

親委託後1ヶ月の家庭訪問、一時保護所の時とはう

って変わった明るく穏やかな表情に担当者は大きな

喜びを感じる。そして、里親委託成功ケースは次の

里親委託ケースを呼び込む。「家庭を必要とする子

どもに里親を」という意識の変化が、担当者レベル

からセンター全体に徐々に進んでいった。意識の変

化はセンター職員だけではない。子どもにも里親と

いう選択肢が自ずと伝わるし保護者にも伝わる。

「ぼく里親がいいな」「施設よりも里親であれば同意

します」という言葉が聞かれる。こうして、当初の

「施設の空きがないから里親を増やす」という発想
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〈図 1〉年度末里親等委託児童数および里親等委託率

里親フォーラムの開催を伝えるポスターと講師陣



は、「必要な子どもには里親家庭を」という

子どもの利益を中心に置いた発想に自ずと変

化していった。その結果、年間の委託児童数

は20人以上となり、平成21年度末の里親委

託率はとうとう20％を超えてしまった（図1）。

5．里親支援の重要性と重層性

里親委託が増えていったことを手放しで喜

んでばかりにはいかない。委託児童数が増え

たら増えただけ里親子の間での、あるいは里

親家庭内での様々な問題が毎週毎日のように

発生する。里親委託率を上げてくる中での最

重要課題の一つは、センター（児童相談所）と里親

との信頼関係であり支援体制である。里親からいつ

でも相談してもらえる、信頼に足る児童相談所であ

るからこそ、安心して里親も養育できるしセンター

も委託できる。信頼関係の証は里親から様々な相談

が常に寄せられるということである。であるならば、

日々の里親からの相談に適切に応えることは欠かせ

ない。日常的な里親とのコミュニケーションを基盤

とした信頼感の醸成、必要な時や緊急な時の電話相

談や家庭訪問、里親のレスパイト、子どもの通所カ

ウンセリング（里子の約半数は児童心理司による定

期的なカウンセリングを受けている）、児童精神科医

の診察、保育園や学校との連絡調整…。毎日毎週が

里親や里子のニーズに沿った相談支援の連続である。

増加する里親里子のニーズに応えていくことは、

自ずと支援体制の充実につながっていった。表1に

1年間ごとの里子実数（前年度末委託数＋年度新規

委託数）と里親担当係の専従職員数を掲げる。16年

度に主査1名であったのが、22年度には係長1名職

員3名（そのうち2名は週27.5時間の嘱託職員）にま

で増員していった。それでも、里親担当係長も職員

も東奔西走の日々である。40家庭90人以上の里親

里子を支えるためには、里親制度だけに専念できる

組織、ケース数に応じた相談支援職員の配置が必須

であることを実感する。また、施設養護との連携も

きわめて重要であり、施設養護から里親養育に円滑

に移行できるためには、両者の相互理解と信頼関係

がなければ成り立たない。里親フォーラムでは、子

どもを送り出す側の施設長や職員の熱い思いが語ら

れる。この思いは「命のリレー」とネーミングされ

た3）。

里親支援体制は、センター内の職員体制を整備し

たとしても、それだけで完結するものでは決してな

い。里親会や里親サロンのような相互支援も大きな

役割を果たしている。毎月開催される里親会、1～

2ヶ月に1回の里親サロン、年数回のキャンプや新

年会等の行事。里親同士の絆が深まるだけでなく、

託児やキャンプで里子同士も顔なじみになる。里親

同士が支えあう関係が強まってくると、レスパイト

ケアの際の子どもの預け先は、顔なじみの里親家庭

になったりする。

相互支援の自助グループ的な雰囲気が維持される

ように、里親サロンにはセンター職員とNPO担当

者が関わる。そのため、平成20年度から「市民参
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里親委託児童数
里親制度従事者数

平成15年度 30 1

16年度 32 1

17年度 45 2

18年度 65 2.5

19年度 79 2.5

20年度 84 2.5

21年度 102 3

22年度 ― 4

（ ）前年度未委託数
＋年度新規委託数

〈表 1〉
里親委託児童数と里親制度従事者数の年次推移

単位：人



加型里親普及事業」は「里親養育支援共働事

業」と名称が変わり、NPOは普及啓発に加え

て里親支援の役割も持つこととなった。NPO

の担当者が里親サロンのファシリテーターを行

い、時には里親会の年間行事にも参加する。里

親会の託児ボランティアにはNPOからボラン

ティアが派遣されてくる。里親や里親会支援を

センターだけが担っているのではなく、そこに

市民が参画していることの意味は大きい。

地域コミュニティでの里親支援も少しずつ拡がっ

ている。いくつもの地域コミュニティにおいて新た

にやってくる里子を心から歓迎してくれたり、

NPOに登録されたボランティアが、託児、家庭教

師、引越しなどの場面で活躍している。校区の民生

委員が里親になり、子どもは学校を転校せずに済む

ケースも出てきた。市民は無関心無理解ではなく、

われわれが理解ある市民に出逢っていないだけだっ

た。福祉関係者だけに閉じられていた社会的養護が

市民の共通課題へと発展しつつあることを感じる。

6．市民がつくる家庭的養護モデル

「子どもの村福岡」

社会的養護の課題が広く市民の共通課題となるプ

ロセスの中から、新たな社会的養護（家庭的養護）

を市民の手で創り出す動きが生まれてきた。「すべ

ての子どもに愛ある家庭を」をスローガンに、世界

中に子どもの家庭的養育と教育や医療の活動を展開
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〈図 2〉「子どもの村福岡」概念図

「子どもの村福岡」センター外観
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しているNGO「SOSキンダードルフ」（SOS子ども

の村）の理念とプログラムを、ファミリーシップふ

くおかメンバーの一部が知ることとなり、そこに経

済人や専門家が加わって、平成17年、（特）「子ど

もの村福岡を設立する会」がつくられた。

1949年にオーストリアに設立された「子どもの

村」は、4つの原則「マザー」「きょうだい」「家」

「村」により成り立つ。「SOSマザー」は、専門的研

修をうけ、「きょうだい」となった子どもたちと暮

らし、育てる。「自立までの永続的な愛着の絆」の

中心である。それぞれの家は、独自のわが家である

が、村長やおばさん役のアシスタント、教育担当な

どが支援する。「村」では、地域で育つこと、社会

へつながることが大事にされている。子どもの村福

岡は、このプログラムをわが国においては、里親制

度を活用し、専門家がサポート体制を組み、さらに

企業や市民の大きな支援体制をつくって、わが国に

おける「新しい家庭的養護のモデル」として実現し

ようとしている（図2）。法人設立から4年、2010年

4月開村した。5軒の家に里親（育親）が子ども3～5

人と生活し、村長、センタースタッフ、アシスタン

ト3人の5人が現場でサポートする。臨床心理士が

毎週、小児科医が月1回の相談を受けている。セン

ターハウスには、事務室、村長の住居、カウンセリ

ング室や、実親のための宿泊室がある。地域との子

育て活動ができるミニホールでは、コンサートがは

じまり、相談や研修は地域の家族や里親会も利用も

できる。地元の経済界の後援会や小児科医が支援す

るなど、大きく支援の輪が広がり、開村にこぎつけ

た「市民がつくる社会的養護」といえる4）。

子どもの村福岡においては里親養育と里親支援が

一体となった組織であり、身近に専門家や里親同士

の支援が得られる点が特徴である。国内初の試みで

あり、このような形態の里親支援の可能性と今後の

発展に期待したい。

7．おわりに

里親制度の普及と里親委託児童の増加につれて、

自ずと、行政、施設、里親会、NPO、地域、子ど

もの村福岡等などの多様な里親支援の環が拡がって

いった。渡邊は里親支援ソーシャルワークにおいて、

子どもの利益を中心においた各関係機関や関係者の

チームワークの重要性を指摘している5）。福岡市に

おける重層的な里親支援の次の段階として、区役所、

保育園、幼稚園や学校などの教育機関、医療機関な

ども加えた、もっと多くの関係者や関係機関が信頼

し合えるチームワークやネットワークの発展を目指

したい。

［特集］里親支援

キーワード：SOSキンダードルフ
（SOS子どもの村）

1947 年、第 2 次世界大戦後、多くの親を失った子ども

たちのために、医学生ヘルマン・グマイナーグによって設立

された。現在、132 カ国において、「子どもの村」を展開。

子どもの村には、同時に幼稚園や学校が併設されていること

が多い。また、年長になると「ユースセンター」という寮で

生活し、自立を目指す。本部は、オーストリア、インスブル

グ。我が国は、133 カ国目になる。近年、マザーでなく、

夫婦で育てるタイプ、また、一般集合住宅の中に、それぞれ

の家が散在するタイプ、また、地域で実親と生活する家族へ

の支援などの新しい試みがなされている。マザーの専門教育

は、社会的養護の子どもを育てる専門家養成のプログラムと

して、系統的に行われている。

ホームページ：http://www.sos-childrensvillages.org
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プロローグ

ある幼児年齢の女児を委託した里親のインテーク

面接です。

里親夫婦は30代半ば、年中の男児を養育する中、

里親として活動することを希望して相談来所しまし

た。里母候補は「虐待とか子どもを巡る報道を聞く

度に、自分達にお手伝いすることがあればと思って

インターネットで調べていたら里親のことが載って

いて、週末に施設の子どもをお預かりしたり、短期

間だったら家庭で困っている子どもをお預かりする

ことができるかと思って主人に相談しました」と、

相談来所の目的を話します。隣に座る里父候補は

「妻が考えることならば、自分は尊重します」と明

るく答えます。実家の親に相談されたかを質問する

と、里父候補は「両親に里親になるって連絡したと

ころ、私の親は『お前達が選択したことだったら反

対しない。責任もってやるんだぞ』と励まされまし

た」と話し、里母候補は「両親に話しました。両親

は『2人で決めてやるんだったら構わないんじゃな

いの』と言ってくれました」と話します。養育観に

関して質問すると、里父候補は「自分の子どもと比

較する気持ちはないですね。皆、違いますから」と

躊躇なく話し、里母候補は「良いことは誉めるし、

悪いことをすれば叱る。長男と喧嘩すれば両成敗で

すかね」と笑顔を見せます。

里親認定・登録2ヶ月後、里親夫婦に3歳の女児

の里親委託を打診します。

児童相談所の電話に里母は「今晩、主人に相談し

て前向きに考えます」と興奮して答えます。数分後、

里母の「主人に電話したら、すぐに『受けるって電

話しろよ』って言われて…」との電話です。児童相

談所の担当者は里親夫婦に里親委託に至る経過と委

託する女児の基本的生活習慣、性格、行動特性など

を説明し、再度、検討することを伝えます。

家庭訪問して里親委託に要する情報を説明する

と、里父は「小さいお子さんなのに大変な思いをさ

れてるんですね」と話し、里母は「好き嫌いはあり

ますか。最初の日は大好物にしようかな～」などと

話します。翌日、里親夫婦は女児を受け入れること

としました。

公的制度としての里親制度の理解

一昨年の里親制度改正は、養育里親（専門里親を

含む）と養子縁組によって養親となることを希望す

る里親などの里親の区分変更とともに、里親の要件、

研修の義務化、里親手当の増額、里親支援機関の創

設などと大きく変わりました。

研修の義務化は、養育里親として里親申請する際、

事前に基礎研修（里親制度の意義と役割・要保護児

童の理解など）と認定前研修（最低基準、子どもの

神奈川県県北地域児童相談所 子ども支援課長　佐藤
さ と う

隆司
た か し

特集 里親支援

里親支援の現場から

児童相談所による里親支援
―里親支援の基本は
里親と児童相談所の信頼関係

児童相談所による里親支援
―里親支援の基本は
里親と児童相談所の信頼関係
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権利擁護、子どもの養育するための知識と養育技術

を学習するなど）の講義と3日程度の施設実習を受

講しなければならなく、受講後、終了証を受領して

里親申請となります。

里親希望者の一部には「小さいうちに子どもを引

き取って養子にすれば、子どももヨソから来たなん

て分からないし、実の親なんて関係ないですよね」

「養子縁組する時に親御さんに私達のことを知らせず

に養子の手続きをしたいんですが…」などと質問し

ます。

里親制度は子どものための子どもの制度です。

「実の親なんて関係ない」「親御さんに私達のこ

とを知らせず」は里親希望者の要望です。

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親制

度の運用について」の「第１ 里親制度の趣旨」に

は「里親制度は、家庭での養育に欠ける児童等に、

その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温か

い愛情と正しい理解をもった家庭を与えることによ

り、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図るも

のであること」とあります。

里親として認定・登録後「自分はこんな筈じゃな

かった」「こんな制限のある制度だなんて知りませ

んでした」などと嘆くことは、里親にとっても子ど

もにとっても不幸な出来事です。里親として認定・

登録する前段の相談、基礎研修などの際、里親希望

者に具体的に里親制度の枠組と児童相談所の役割、

里親認定・登録後のスケジュール、里親委託後に現

実的に起こり得る問題などを説明しなければ「こん

な筈」「こんな制限のある制度」は繰り返し続くこ

ととなります。要するに、里親と児童相談所の信頼

関係なくして里親制度の活性化はあり得ません。

里親の苦言

里親大会、養育体験報告会などの際、里親の意見

を聞くと、里親の不満、苦言を聞くことは少なくあ

りません。

たとえば、里親委託に関しては「里親として認

定・登録後、児童相談所からは何年も委託の話があ

りません」「突然、委託の連絡があって『主人と相

談して連絡します』って答えると、児童相談所は

『今日中に返事がなければ、次の里親さんに頼むん

で早く答えて貰わないと困ります』と言うんです」

などの話はよく聞く話です。認定・登録直後は、里

親として一番意欲的な時期です。しかし、数年間の

音信不通は里親の意欲（モチベ－ション）を削ぐこ

とになり、また、突然、里親に電話して即答を求め

ることは唐突的な対応です。里親の意向と委託に際

しての条件を摺り合わせたり、子どもを受け入れる

ための環境整備などは慎重に行わなければならな

く、事前準備を曖昧にしたまま委託すると、将来的

に里親里子関係悪化などの問題発生の際、「本当は

委託を受けるつもりじゃなかった」「児童相談所に

無理矢理勧められた結果、こうなったんです」と、

里親委託の際の出来事に原因を求めることになりま

す。

また、里親委託後の「児童相談所の職員は、子ど

ものことで相談しても『試し行動なんで、もう少し

我慢して頑張ってみてください』の一点張りで里親

の苦労なんて理解してもらえません」「児童相談所に

実親のこととか、どんな家庭で子どもが育ったのか

を尋ねると、『色メガネで見ることになる』とか個人

情報云々とか言って教えてくれません」などは日常

的に里親と連絡を取り合ったり、定期的に家庭訪問

して里親と子どもの状況を把握して相談援助すれば、

里親の負担感は全く異る状況になると思われます。

『児童相談所運営指針』の「第4章 援助 第3節

里親」の「子どもを里親に委託した場合においては、

里親に対し、措置決定通知書及び自立支援計画に加

［特集］里親支援
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［特集］里親支援

え、委託の理由や経緯、子どもや保護者の態様や必

要とする援助の内容等、里親がその子どもの養育を

適切に行うために必要な資料を送付する」のとおり、

透明性ある情報提供は里親支援の基本中の基本です。

里親支援の内容

児童福祉法第11条第1項第2号ヘの「里親につき、

その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修そ

の他の援助を行うこと」は里親支援の根拠条文です。

要するに、里親に直接的・間接的に支援することを里

親支援と呼んでおり、児童相談所による里親支援は、

里親開拓支援

・里親制度の広報啓発、

・講演会・里親養育体験報告の開催など

里親相談・認定登録事務連絡

・里親希望者の相談

・里親申請者の相談、認定・登録のための調査、

更新・取消などの事務

里親委託

・里親の意向調査、委託候補児童の調整・アセス

メント、里親里子の関係調整（マッチング）など

・権利ノートの配布

・自立支援計画（養育計画）の策定

・特別養子縁組、普通養子縁組に際しての実親と

の連絡調整など

里親委託後の指導

・里親委託費に関する事務

・自立支援計画の見直し、里親養育に関しての助

言指導、レスパイト・ケアの連絡調整、里親研修

・基礎研修、認定前研修、施設実習、更新研修な

どの企画運営

・未委託里親の研修（トライアル里親）の企画運

営など

里親会活動の後方支援

・里親サロン、里親会活動の運営支援など

と幅広く、概ね里親担当の児童福祉司を中心に区域

担当の児童福祉司、子ども担当の児童心理司、里親

委託等推進委員などの児童相談所職員が複数対応し

ます。また、地域の学校、保健センター、主任児童

委員、里親支援機関などの関係機関と連携して里親

養育を支援することとなります。

児童相談所の里親支援体制

里親に子どもを委託措置する児童相談所の里親支

援体制は、認定・登録里親数、里親委託数、養育里

親と養子縁組によって養親となることを希望する里

親の割合、地域の社会資源事情などのため全国一律

には至りません。

全国的に里親担当を専任とする児童相談所の割合

は少なく、大半は教育・訓練・指導担当児童福祉司

（スーパーバイザー）もしくは区域担当の児童福祉

司との兼任となります。専任の場合は「里親業務に

特化するので里親に関わる時間が多く取れる」メリ

ットと、兼任の場合「担当区域の相談援助に携わっ

ているので里親が連絡しても、すぐに対応してもら

えない」デメリットが指摘されるものの、社会的養

護の受け皿としての里親は児童相談所職員一人一人

が認識しなければ、里親の相談窓口は里親担当など

の一部の児童相談所職員に偏ったり、里親委託に際

して里親と子どもの適切なマッチングが難しくなり

ます。

実際、子どもの相談援助は区域担当の児童福祉司

が担当するところがあるため、たとえば、里親担当

と里親委託等推進委員は里親の相談に応じて里親の

負担軽減を図る、区域担当の児童福祉司と児童心理

司は里親と子どもの関係調整などと、地域性、児童

相談所の実情に応じて役割分担して関わらなければ

なりません。また、リアルタイムに里親と子どもの

現況把握して必要な支援を調整するためには里親担
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当の進行管理は必要不可欠です。

里親支援の際に配慮すべきは、里親の求める「相

談したい時に相談できる」支援体制です。里親の相

談にタイムリーに応じられる児童相談所は役割分担

の機能する児童相談所です。

里親の「児童相談所に連絡しても、担当の人が不

在だと話が分からずに困ることがあります」と「担

当の児童福祉司さんが不在の時に里親担当の児童福

祉司の人や推進委員の人がいてくれれば、突然の電

話でも、誰かしら相談に応じてくれるので助かりま

す」は、全く異なる対応になります。臨機応変に里

親の相談、疑問に応じることは、里親の負担軽減を

図ることと表裏一体です。

エピローグ

冒頭の幼児年齢の女児は両親と女児の3人家族で

す。実母は鬱のため、最低限の家事、育児に取り組

むものの、1日の大半は寝た切り生活です。女児は

布団に横たわる実母に「お母さん、遊ぼうよ」と飛

び乗ります。しかし、実母には子どもと遊ぶ余裕は

ありません。実母は数ヶ月間入院することになり、

女児を公的保護しなければならなくなりました。児

童相談所は家庭と保育園を一度に変えることは女児

のストレスになると判断して保育園の登園は継続

し、保育園送迎の立地的条件を考慮して新任の里親

夫婦に里親委託しました。

里親委託の際、児童相談所は家庭訪問して子ども

の状況を経過観察するとともに、隔月ごとに里親と

実父、保育園の園長とカンファレンスを開催して2

ヶ月間の振り返りと今後2ヶ月間の目標を確認しま

す。しかし、里親委託2ヶ月後、突然、里父の「最

近、女房が参っていて、とにかく、お預かりしたお

子さん、分かっていて逆のことを言ったりするんで

女房も疲れちゃって、我慢強い妻が初めて弱音を吐

いたんです」とSOSの電話です。直接、里母に話

を聞くと「朝“おはよう”って言えば無視するし、

部屋の中でボーッとしているから声をかけると、す

ぐ“保育園に行く”って外に出ようとするんです。

何を言って何をすれば…」と、涙を流して訴えます。

里親夫婦の胸の内は「児童相談所から委託された

責任感」「実親がいるのに、どこまで叱るべきかの

遠慮」「自分の子どもと女児と比較してはならない

葛藤」「委託前の家族3人の時には存在しなかった

家族内の緊張」などの繰り返しだったと推測します。

里父のSOSは問題解決のための第一歩になりまし

た。

紆余曲折あったものの、里親委託半年後、女児は

祖父母に引き取られることになりました。里親委託

解除の際、里母は児童相談所の担当者に「児童相談

所と保育園の園長先生にはお世話になりました。子

どもをお預かりするのは責任重大で、簡単に二つ返

事しちゃ駄目ですね。でも、また、やります」と話

します。里親が躊躇なく“言える・話せる”環境を

整備しなければ、里親養育は行き詰まります。里親

の求める里親支援を再認識した瞬間です。

［特集］里親支援

キーワード：公的制度としての里親制度

社会的養護としての里親制度は公的制度です。要するに、

家庭事情のある子どもを公的に保護して公的制度の里親に委

託する制度です。一昨年の里親制度改正の際、養育里親は里

親として申請する前に基礎研修、認定前研修、施設実習など

の研修を受講することとなりました。一部の里親の「こんな

筈じゃ」「こんな制限のある制度なんて」などの意見を聞く

と、児童相談所として事前に里親制度の枠組と同時に、里親

として認定・登録後「どんなスケジュールになっているの

か」「里親として子どもを育てると、どんなことが起こるの

か」などの透明性ある説明責任の重要性を再認識します。里

親と児童相談所の信頼関係なくして里親制度の活性化はあり

得ません。
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1．はじめに

児童相談所は児童福祉法に基づいて設置され、里

親制度も同じく児童福祉法に根拠がある。しかし、

児童相談所の運営、とりわけ里親制度については各

県、各児童相談所のありようが異なっている。もっ

と極論するならばどういう場合に里親委託をするの

か、里親委託でも養育のみで里親に委託するのか、

養子縁組を前提にするのか児童相談所、児童福祉司

によって様々である。

私は長年児童相談所で児童福祉司として勤務して

きた。私は「人はどのようにして人として育つのか。」

ということに関心をもち、「児童相談所は家庭、家

族に恵まれない子どもたちに代わりの家庭、家族を

用意することができる」し、「時代が変わろうとも

児童相談所がやるべきこと」と思って仕事の中心に

養護相談（虐待を含む。）をおいてきた。子どもにと

っての最大の危機は「親が育ててくれないこと、親

がいなくなること、親が危害を及ぼす存在となるこ

と」などいわゆる社会的養護が必要となる状態にお

かれることではないかと思っている。

周知の通り日本の社会的養護の主流は施設養護で

あり、近年家庭的養護が強調されその割合を高める

努力を関係者は求められているが、方向転換がされ

たわけではない。私は社会的養護が必要となった子

どもたちに「実の親がいる子どもはできるだけ、親

と子の距離を近くする、しかも安全安心の関係をつ

くる。実の親の存在、可能性がない子どもには養親、

里親を用意する」ことに力を注いできた。里親に関

わる業務をどのように行っているか報告する。

2．里親登録から里親委託まで

①まずは登録

《児童相談所の面接》

市町村の広報や里親体験発表会などで里親制度の

ことを知って児童相談所に来所する。里親になりた

いという人の中には「養子として子どもを迎えたい

人」と「社会貢献、あるいは自己実現のために親に

恵まれない子どもに家庭を提供したい人」がいる。

最初の面接はとても大切である。里親になりたい

動機を丁寧に聴くとともに児童相談所の立場（＝子

どものために里親制度があること）を懇切丁寧に説

明する必要がある。児童相談所が関わることとなっ

た子どもたちには様々な事情があることもわかって

もらう必要がある。実親に知的障害、精神障害があ

る、実父は不明、刑務所内で出産、ゴミ箱に捨てら

れていたなどなどである。できるだけ具体的な子ど

もをイメージしながら説明をするのがよい。「普通

の子を」望む人には「普通の子は普通の家庭にいま

す」と私は答えている。

里親になりたいという動機は人様々であるが、里

愛知県刈谷児童相談センター センター長　萬屋
よ ろ ず や

育子
い く こ

児童相談所による
里親支援

児童相談所による
里親支援

特集 里親支援

里親支援の現場から
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親登録後に実際に子どもを委託できるまでに里親を

育てるのは登録までの一連の関わりが重要である。

愛知県は養子縁組を希望する里親も歓迎している。

なぜなら、児童相談所が関わっている子どもの中に

は実親が養育を拒否している場合や施設入所後に行

方不明となり、家庭に引き取られる見通しが全くな

い子どもたちも少なからず存在するからである。実

親と縁が薄い、ない子どもと子どもとの縁がない夫

婦、大人との縁結びを児童相談所は業務として行う

ことができるはずである。「我が子として子どもを

迎えたい」という熱意は時に子どもの背景、引き取

り後に起きるさまざな出来事などきわめて困難な状

況を理屈抜きに受け入れ乗り越えてくれる。

里親登録に至るまでもケースワークの一環として

位置づけた方がよい。初期の面接で気をつけなけれ

ばならないのは里親になりたいというプラスの面に

気持を奪われがちになってしまうことである。「里

親になりたい」主訴を持って来所したと考え、そこ

に至るまでの状況、来所者の生育歴、家族関係など

丁寧に聞き取る必要がある。子どもを委託して不調

に終わったケースの中に里母、里父の生育歴、親子

関係に起因するものがあった。

《認定前研修》

平成21年度から認定前の研修受講が義務づけら

れた。愛知県の場合は講師に児童相談所職員をあて

ている。実務を担っている職員の里親にこうあって

ほしい、こんなことを知ってほしいという思いや考

え方がこれから里親になろうとしている人に伝わる

いい機会となっている。従来登録している里親も研

修を受けなければ登録の継続ができないこととな

り、里親の大幅減が予測されたが多くの里親が研修

を受け里親登録を継続している（愛知県認定里親登

録数：18年度末251人、19年度末253人、20年度

末237人、21年度末230人、22年6月現在216人）。

国の制度では養子縁組を前提にする場合はこの認

定前の研修受講は義務づけられていない。里親委託

の対象となる子どもは家庭、家族に恵まれない子ど

もということでは養育であろうと養子縁組であろう

と同じである。養子縁組は子どもとより強い深い関

係、しかも恒久的な関係をつくるものである。それ

を望む人にこそ研修が必要ではないかと思う。愛知

県では面接の際養子縁組前提の登録を希望する人に

も研修を受けることをすすめている。

《里親審査部会》

愛知県の里親審査部会は平成20年度は年3回行

われたが、認定前研修が義務づけられた21年度は

年2回となった。各児童相談所で調査をし、研修を

受け、推薦された里親があがってくるのでこの審査

部会で里親不適格となることは滅多にない。まれに

保留となることはある。

審査部会にあがってくる里親の種別は様々だが、

養育里親が最も多く、養育里親の過半数は養子縁組

前提の里親である。専門里親、親族里親は少ない。

審査部会後に知事に認定され登録名簿に登載され

る。各児童相談所はこの登録名簿から「うちの子を

預けるのにもっともふさわしい里親を探す」ことに

なる。

《里親と子どものマッチング》

「この子をどの里親に託するのか」いわゆるマッ

チングは難しい。養子縁組が必要な子は養子縁組を

希望している里親へ、親・親族との関わりがある子

や年長となって養子縁組が見込めない子は養子縁組

を前提としていない養育里親へ委託すべきであると

私は考えている。里親登録をしたばかりの里親は

「子どもを受けたい」意欲に満ちている。あまり間

［特集］里親支援
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をおかずに子どもを委託すべきだと思う。2年も3

年もあるいは5年以上も委託の話が全くないという

のは宝の持ち腐れと同じである。里親の年齢が上が

り、里親の家庭事情が変わってきて預けたいと思っ

ても里親家庭で受け入れに支障を来すことになる。

愛知県では里親委託推進委員会を設置しており「里

親に委託したいが未だ委託できてない児童」の名簿

があるので、養子縁組・養育を問わず新しい里親が

登録されると間をおかず里親委託推進委員・各児相

里親担当が委託の打診をする。

マッチングの際児童相談所が主体性を持つことが

大事である。時に里親側から「この子を養育したい」

「こんな子を養子にしたい」と希望が出されること

がある。児童相談所がこの子のために必要と思って

いた場合とたまたま一致することもあるが、一致し

ないときは里親の要求に飲み込まれないことであ

る。児相としては親の引き取りの見込みが無く養子

縁組前提の里親を探そうと思っていたのに施設でボ

ランティアしていた里親がその子を気に入り乳幼児

期に引き取ったが、思春期に様々な問題行動を起こ

し里親が手放すこととなった事例に出会ったことが

ある。

児童相談所が里親に子どもの打診をして里親が受

け入れたいとなればお見合いとなる。お見合いの場

を設定するのは里親が９割以上その子を受け入れる

決断をしてからである。「子どもに会ってから決め

たい」という里親がいる。一理あると思われるが、

大人と子どもの見合いは対等ではない。大人の側は

子どもの情報を持っており、大人の側だけが拒否権

の発動ができるのは対等とはいえない。私は里親に

子どもの写真を提示し、99％里親の気持が固まっ

たら子どもとお見合いの場を設定してきた。「『もし

子どもがもっと若いお母さんがいい、もっと金持ち

の親がいい、もっとハンサムなお父さんがいい』と

言い出したらどうしますか」と問うと多くの里親は

納得した。それでもお見合いの後里親からどうして

も受け入れがたいと申し出があれば仕方のないこと

である。「もっとすてきな里親を探すから待ってい

てね」と子どもと自分自身に言い聞かせるしかない。

《交流そして委託》

交流から委託にこぎ着けるまでの期間は子どもに

よりいろいろである。年齢が低くても手強い子がい

るかと思うと3～4歳でも里親となじむのに時間が

かからない子もいる。一般的には子どもの年齢が高

くなればなるだけ時間がかかる。施設内での面会、

子どもと里親で外出、里親宅への外泊と段階を踏ん

でいる。子どもが里親と離れるのをいやがる頃、そ

して里親も子どもと別れるのをつらく感じ始める頃

が引き取りの時期だと思われる。ある県外の里親は

里母が1週間乳児院に泊まり込んで6ヶ月の赤ちゃ

んと関係を深め、1週間後に里父が里母と赤ちゃん

を迎えにきてそのまま委託となった。

愛知県内の児童相談所では里親宅に引き取られ少

したって落ち着いた頃に里親委託式を行っている。

里親と子ども、施設の職員など関わりのある人が集

まってお祝いするものである。平成16年度から各

児童相談所で里親サロンが開かれるようになってか

らは、里親サロン開催日に里親委託式を行うことが

流行っている。先輩里親は自分たちのことを振り返

りながらお祝いの言葉とともにこれから親子の間で

起きる様々のことも伝えてくれる。まだ未委託の里

親は「次は私たち」と期待と羨望の気持ちを込めて

祝いの言葉を伝える。児童相談所の職員は委託後の

様子を聞き、この子を引き受けてくれたお礼ととも

にさりげなく養育上の注文も伝える。虐待通報、対

応などで児童相談所内はしばしば緊張感に包まれ、

疲労感が漂うことも多いが、この時ばかりは参加し

［特集］里親支援
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た者みんながほのぼのした気持となり、職員が

「児童相談所で仕事をしてて良かった」と思える

ひとときである。

《委託中の関わり》

委託したときに里親へ毎月子どもの様子を報告

してもらうようお願いしている。里親から何か言

われる前に児相から状況を聴取すべきだがいった

ん委託してしまうとなかなか時間を割けないのが

現状である。

里親から子どもの様々な行動について相談が寄

せられると心理職員の出番である。子どもの行動

特徴、発達の度合い、心理状況などについて家庭

訪問や来所してもらって心理検査、面接などをし

て里親と一緒に考える。里親だけで抱え込まない

ことが大事である。子どもによっては定期的に通

所してもらうこともある。

養育の場合は長いと18歳を過ぎ自立するまでの

つきあいとなる。

養子縁組を前提に委託した場合は6ヶ月ほどの

期間が過ぎると養子縁組について里親と話し合

う。養子縁組の申立てをためらう里親がいる。よ

く話を聴かなければならない。「勉強ができない

のでうちの家風に合わない」「親族に反対されて

いる」「縁組みをしなくても一緒に生活をするこ

とに変わりはないから」などの話が出てくる。こ

のまま放っておくと親と子の間はぎくしゃくし破

綻することにもなりかねない。養子縁組を前提と

した委託だとしたら縁組みを諦めてそのまま委託

を続けるのは良い方策ではない。早いうちに介入

し「委託を続けるのか、解除して他の里親に委託

するのか」結論を出す方が後々里親、子どもそし

て職員も傷つかずに済む。養子縁組という確固と

した結びつきは親と子に安定感、安心感を与える。

委託をするよりももっと難しいのが養育途中の

委託解除、子どもの引き上げである。委託解除す

るのは養子縁組成立、子どもが就職して自立、親

元へ帰るなどの場合が多い。まれに里親と子ども

の関係がうまくいかず不調となり、解除すること

がある。里親の特に里母のつぶやき、悩みを丁寧

に聞き取り里親がギブアップする前に解除できる

といい。虐待通報が第三者から入って職権で一時

保護という事態までなると関わったものすべてが

落胆し傷つく。もちろん一番の被害者は子どもで

ある。里親の側から「もうこの子を見るのは限界」

と言い出しにくいことを児相の職員は知っておか

なければならない。

《委託解除後》

養子縁組前提の里親委託の場合、養子縁組が整

うと委託解除となる。真実告知、学校・幼稚園に

養子であることをどのように伝えるのか伝えない

のか、荒れる思春期、生みの親探しなど解除後の

方が悩みは出てくる。そうした問題はどれをとっ

ても里親（＝養親）には切実なことである。養子縁

組成立後も里親登録を続けていると児童相談所の

援助はしやすい。児童相談所の支援は委託解除後

も必要である。

養育で委託され子どもは就職、進学などで里親

宅から離れても里親とつながりを持っていること

が多い。里親だけで解決できない問題が児童相談

所に持ち込まれる。その都度対応ということにな

る。

3．新生児里親委託のとりくみ

《愛知県の状況》

県内の児童相談所は出産前に「生んでも育てら

れない、生まれてくる子を養子に出したい」相談

［特集］里親支援
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があれば対応している。特徴は次の通りである。

①妊娠中から相談に応じ里親候補を決めておく。

②名前をつけるのは里親にお願いする。（出生

届を出すのは実母なので実母の了解が必要）

③子どもは出産後乳児院を経ず里親宅へ引き取

られる。子どもの住所も生まれた日から里親

と同じ住所に設定する。

④1歳の誕生日前後に特別養子縁組が成立する。

新生児委託を希望する里親には次のような条件を

つけている。

①里親の年齢はおおむね40歳まで。

②子どもの性別、親の事情を問わない。

③子どもの障害、病気については未知であり、

わかった場合も我が子として育てていく覚悟

をする。

④生まれてから実母が「育てたい、養子に出さ

ない」となったときはあきらめる。特別養子

縁組が確定するまでは親権は実方にあること

を承知する。

⑤適切な時期に「血縁ではないがかけがえのな

い家族であること：真実告知」をする、など。

妊娠中から相談がある実方の事情は様々である。

「未婚、若年出産（現役高校生、中学生も）、配偶者

以外の男性との間にできた」などいずれも予定外、

望まない妊娠である。育てられない、育てたくない

という思いを抱えながら日々大きくなっていくおな

かを抱える女性の心中は悲痛なものがある。特に強

姦の被害を受け妊娠し家族にもいえず悩み苦しんで

いた女性の相談は深刻である。児童相談所に訪れ出

産後に子どもを引き受けてくれる、しかも心から歓

迎して待ってくれる里親がいることを知るとどの女

性も安堵する。

愛知県内での相談実績は全児童相談所合わせて

19年度10件、20年度8件、21年度6件である。過

去の統計を見ると多い年で12件である。私の勤務

する刈谷児童相談センターで妊娠中から相談があ

り、新生児で里親委託したのは20年度、21年度そ

れぞれ1件だった。他の業務を圧迫するほどの業務

量ではない。（〈表1〉参照）

《新生児の里親委託について》

愛知県は前述のような方法で20年以上にわたっ

て県内はもちろん県外にまで里親を求めて特別養子

縁組前提で新生児の里親委託を行っている。生む女

性は安心して出産を迎えることができる、里親は通

常の育児トレーニングで子育てを開始することがで

きる、子どもは生まれたその日から愛着の関係を築

くことができるので私はいい方法だと思い機会があ

れば話しをしているのだがなかなか愛知県以外の児

童相談所に広まらない。里親と児童相談所職員で反

応が異なる。多くの里親は愛知県の新生児里親委託

に共感を示し、自分たちも是非新生児との出会いが

ほしいと希望する。児童相談所、あるいはその周辺

の関係者からは「新生児里親委託はハイリスク、す

るとしてもケースバイケース」と新生児の里親委託

について慎重、どちらかというと否定的な意見を聞

くことが多い。

平成21年3月に子ども未来財団から「施設から

里親への円滑な移行と里親支援のあり方に関する研

究報告書」が出された。里親委託の現状と課題に関

する調査研究という項目で「乳児（0歳児）の里親委

託について」意見を聴取している。「乳児に発達上

のリスクが無いと認める場合はすすめるべき」「心

身の発達状況の確認は必要と思われるので生後10

ヶ月ぐらいから1歳半ぐらいまでの間が無難とおも

われる。」などに代表される子どもの発達の遅れ、

［特集］里親支援
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障害、病気などを心配するものである。発達上の問

題を抱える子、病気を持っている子は早期に愛着の

対象をもてないのかと反論したい。生後10ヶ月、1

歳半ならば「この子は大丈夫」と保障できるのか、

保障できる子どもしか里親に委託できないのかとも

言いたくなる。

報告書は「専門里親の調査では、評価する声が多

かったものの、児童相談所等では評価する声もある

ものの、実親の同意を得ることの難しさや、実際に

受け入れ可能な里親の少なさなどが指摘されてい

た。委託後に障害の有無が分かって、委託解除にな

るケースの存在も指摘されていることから、慎重な

検討が進められることがもとめられる。」とまとめ

ている。

前述した厳しい条件に同意し新生児の委託を強く

望んでいる里親に私はたくさん出会ってきた。そし

て児童相談所には妊娠中からあるいは出産直後に

「育てられない、養子に出したい」という相談が寄

せられることがある。そうしたときに「あまりに幼

いゆえ、不安がある。」（前述の報告書　70P7行目）

と不安がらず子どもと里親の状況を見極めできるだ

け早期に出会いを作るのは児童相談所の役割だと考

えている。早期の親子分離が親子の良好な関係構築

に悪影響があることを児童相談所の職員はよく知っ

ている。わざわざ乳児院に入れて愛着障害をつくる

必要はないはずである。私は生みの親が養育できな

［特集］里親支援
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い状況に早期に対応すべきと主張しているのであっ

て乳児院の存在、養育を否定するものではない。

新生児を委託された里親の現況届、手紙を読んで

ほしい。心動かされるのは私だけではないと思う。

（右記の〈里親からのお便り〉参照）

4．里親支援の実際（愛知県の現状）

①各児童相談所に里親担当を複数で配置（といっ

ても地域担当を兼務、専任ではない。）

担当者会議が年間数回行われ様々な情報交換が

行われている。平成17年度に職員向けの「里親

委託マニュアル」を作成し、21年度に改正した。

また、里親向けに制度説明の「里親Ｑ＆Ａ」を

作成中である。今年度中に完成し里親に配布さ

れる予定。

②里親委託推進委員を複数配置（嘱託）

里親委託推進を目的としている。児童相談所、

施設から里親委託の対象児を選定し、名簿を作

成している。推進委員会には里親の代表も参加

しているので里親の最新情報が寄せられる。会

議中に子どもの委託先が決まることもある。

③レスパイトケア

平成15年度から実施。里親の事情で養育でき

ないときや里親が休息を必要とするときに利用。

近くに住む里親や施設に子どもを預かってもら

う制度。委託されている子どもの数にかかわら

ず年間7日以内の利用となっている。

④各児童相談所で里親養育相互援助事業（＝里親

サロン）を実施

平成16年度から10の内９児童相談所で開催さ

れている。里親サロンの開催で児童相談所の職

員と里親の間で情報交換がされるようになり、

関係も良くなったと感じている。里親の児童相

談所への理解も格段に進んだと思う。

⑤各児童相談所で里親養育援助事業（＝里親ヘル

パー）を実施

平成16年度から実施されている。委託中に里

［特集］里親支援

A里親様からのお頼り（抜粋）

……「オギャー」とひときわ大きな声が聞こえ

心臓が高なりました。しばらくすると陣痛室に

看護師さんがタオルに包まれた小さな赤ちゃん

を連れてきて私に抱かせて下さいました。あま

りのかわいさ、軽さに感動し胸がいっぱいにな

りました。

まぶしそうに初めての世界、そして私たちの

顔を見る○○君はまるで「これからよろしく。」

と語りかけている様でした。

新生児委託ってすごいです。産まれたその日

から家族になれるんです。

○○君は、神様から授かった私ども夫婦の子

供だと思っております。この感謝の気持ちを忘

れずに大切に育てていきたいと思います。……

B里親様からのお頼り（抜粋）

……○○君は、元気にミルクをいっぱい飲んで

くれるので安心します。40歳をすぎての夜泣き

はこたえますが○○君の顔を見ると疲れもふっ

とんでしまいます。寝顔も笑顔もあくびをした

しわくちゃの顔もすべてがかわいいです！

そんな天使のような○○君をつれてきて下さ

ったコウノトリの□□様、◇◇様にはとても感

謝しています。……

〈里親からのお便り〉

※A様・B様の許諾を得て転載

A里親は実母の了解のもと出産日に

病院内で待機していた。（ ）

B里親は生後5日目に産院退院と同時に引取

った。児童相談所職員がコウノトリになった。（ ）
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親の都合が悪くなったときに時間単位で利用が

できる。里親の周辺の人にヘルパー登録しても

らい有効活用している。里親制度を広めるのに

も一役買っている。里親サロン開催中は子ども

連れで参加できるようヘルパーを配置している。

⑥里親会、里親・養親の自助グループ「絆親子交

流会」との協働

里親会は各地域里親会とその集合体の愛知県

里親会連合会があるが、いずれも会員組織で児

童相談所から独立して独自に活動を行っている。

里親同士の親睦、研修など多彩な取り組みをし

ている。

「絆里親子交流会」は県内、県外を問わず里

親・養親が集う組織である。里親登録している

かどうかは問わない。23年1月には設立20周年

記念行事が行われる。

このような里親の団体、組織と協力して研修

や行事を行うことは職員にとっても里親にとっ

ても互いの理解を深め子どもの福祉の増進に役

立つ。

児童相談所の里親支援はまずは登録した里親に子

どもを委託することである。

愛知県の場合新生児の里親委託をはじめ養子縁組

前提の里親委託を児童相談所が積極的にすすめてい

る。最近は2人目を希望する里親も増えているが、

養子縁組をすませた後も里親登録を続けているので

児童相談所としては支援がしやすい。特に里親サロ

ンが開催されるようになってからは里親同士の交流

も活発となり、児童相談所の職員との意思疎通もス

ムースになっている。養子縁組を前提としない養育

里親の元にも多くの子どもたちが委託されている。

ヘルパーの制度ができて、里親の家庭事情で派遣で

きるので里親に好評を得ている。子どもたちの様々

な問題行動については担当の児童福祉司、心理職員

が家庭訪問や通所指導で対応している。時には子ど

もの病院受診に同行したり、弁護士の応援を求める

こともある。

里親対応の専任職員がいないので虐待の緊急対応

などに追われ里親への支援が十分できていない。ま

た人事異動もあり、里親に関する知識や経験の積み

重ねが難しい。里親支援、そして里親制度をより一

層子どもの側にたってすすめていくためには各児童

相談所に里親専任職員を複数配置することが必要で

ある。

［特集］里親支援

大人も子どももリラックスして談笑。刈谷児童相談センターのサロン風景。
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5．終わりに

里親の支援というテーマであったが、私はこれま

でたくさんの里親に支えられてきた。

親の重い事情を承知の上で子どもを特別養子縁組

前提で引き受けてくださったＡさん、Ｂさん。複数

の子どもを特別養子としてむかえたＣさん、6歳直

前の子を引き受けたＤさん、小学生を普通養子でむ

かえてくれたＥさん。もし里親との出会いがなかっ

たら子どもたちはどのような生活を送っていたのだ

ろうか。

真夜中に緊急に乳児の預かりをお願いしたことも

ある。同じ地域の子どもを一時保護で受けてもらい

これまでと同じ保育園に通うことができた子もい

る。問題行動が続き施設で生活できなくなったが、

暴力的な親がいる自宅にも帰れない中学生を引き受

けてもらったこともある。

親の虐待、養育拒否などで傷ついた子どもたちは

里親と出会い適切なケアを受けることによって大人

への信頼を取り戻すことができる。里親制度が充実

し、児童相談所が里親を支援し里親と信頼関係を築

くことができるならば里親は児童相談所のパートナ

ー、よき支援者となる。

社会的養護が施設養護から里親が主体の家庭的養

護へ変換されること、里親制度の充実を願ってやま

ない。

［特集］里親支援

キーワード：新生児里親委託

予期しない妊娠などで生まれた新生児を特別養子縁組を前

提として里親委託する取り組み。あかちゃんの名付け親には

里親がなることが多く、赤ちゃんは乳児院を経ず産院から直

接里親宅に引き取られる。愛知県内の児童相談所では 30年

近く新生児里親委託の取り組みが行われている。
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イギリスの里親

イギリス※1では、家庭外での公的なケアを受けて

いる子どもたちには、地方機関（子どもサービス部）

が責任を持っています。一方、政府は登録やガイド

ライン※2の設定に責任を持っています。里親家庭に

よるケアは、こうした家庭外でのケアを受ける子ど

もたち（2009年現在60,900人）のための受け入れの

中心的な施策となっています。2009年にはこうし

た子どもたちの72％（44,200人）が里親家庭で生活

していますし、４％（2,500人）を超える子どもたち

が養子になる予定の家族と暮らしています。その他

13％の子どもたちは児童施設か寄宿制の学校、ス

ーパービジョンを受けながら一人で住んでいるか、

または親元に戻って暮らしています。2010年には

43,000人の子どもたちが里親で受け入れられていま

す。里親認定者のうち、子どもが措置されていない

人が何人いるかについては統計はありません。

里親の経費は、質の保障に責任を持っている地方

機関により支払われています。しかし、サービス自

体は、子どもに関する地方機関やその他の地方機関、

ボランティアや慈善組織、営利団体（里親養育を受

けている子どものうち25％の10,900人をケア）など

により直接提供されます。近年は、とても大きな全

国的組織などを含む営利団体の台頭が見られます。

誰でもが里親ケアを提供できることから、里親ケア

サービスは国の調査機関（Ofsted※3）により少なく

とも毎年調査をうけ、ウェッブ上でその報告が公表

されます。全国的な指導と規制は、子ども・学校・

家庭局（DCSF※4）により公布された1989年児童法

と2008年子どもと青年法などに基づき実施されま

す。

DCSFや地方機関は二つの全国的な慈善組織に資

金提供や活動支援をしています。両組織は調査を実

施し、指導や出版活動などを通して最高の実践を支

援しています。里親養育ネットワーク※5は里親たち

により設立されています。そして、規制や良い実践

に関して政府と協議する中心的な機関として行動し

ています。養子縁組と里親のためのイギリス機関

（BAAF※6）も似た役割を持っています。そして双

方とも、里親や里親機関への助言や訓練のための材

料や指導の社会資源となっています。

異なった、また重なり合う子どもたちの集団を対

象にすることから、里親はそのシステムの中に多様

な目的を持っていることを理解しておくことが重要

になります。こうした理解は子どもや、里親、そし

て実親に提供されるサービスに大きく影響を与える

ことになります。

本稿は公的に提供される里親ケアにおける子ども

たちに関して中心に扱います。イギリスでは6,800

人（措置されている子どもの 11 ％。里親家庭の

国立イーストアングリア大学 名誉教授　CBE（大英帝国勲章受勲者） ジュン・ソバーン

イギリスにおける
里親ケアサービス
―里親支援を中心に

イギリスにおける
里親ケアサービス
―里親支援を中心に

特集 里親支援

世界の里親支援
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15％）が「友人と親族」里親で37,400人が親族里親

等以外となっています。親族里親等とそれ以外の里

親たちは大きく二つの里親の組織に所属していま

す。

里親はほとんどの場合、養育のために自分の家に

一人の子ども、一組のきょうだい、またはもっと多

くの子どもたちを継続的に受け入れています。目的

は彼らが日常的な親になるためですし、子どもたち

が彼らの家族の一員になるためです。生まれた家族

メンバーとの適切なつながりや情緒的結びつきを、

ほとんどの子どもたちが保っていたとしても実施さ

れます。地方機関は子どもの生活についての決定の

多くを里親に託します。養育の責任が実親と地方機

関に残っていること以外は養子縁組に類似している

形態です。こうした里親の一部は子どもを養子にし

たり、法的後見人になったりすることもあります。

以上のような役割を果たす里親がほとんどです

が、少数ではありますが第2のグループがあります。

里親としての経験を持っているため、彼らは多くの

子どもたちを、短い期間養育します。しかしこの養

育期間は2～3年までのばすこともできます。彼ら

は多くの役割を果たしますし、ときどきは短期間の

課題重視の、専門的な、治療的な里親として活動し

ます。彼らが担当する様々な役割としては、例えば

緊急ケア、より永続的なケアが準備されている時や、

家族ストレスが高い間やアセスメントや治療、家族

との関係が破壊された年長児童の自立に向けての活

動などがあります。

この第2グループに所属する一部の里親たちは、

レスパイトや里親たちの支援を担当しています。彼

らは同じ子どもを短期的にまたは、親たちや里親た

ちへの支援の1つとして一週間の一部だけ担当する

ことなどをします。障害児の場合に多いですが、時

には親自身の障害や他の問題からストレス下にいる

親たちの支援も行います。

一部の里親は上記の両方の役割を担うこともあり

ます。例えば短期的ケアの予定の子どもが、実親の

もとに帰れなくなったり、里親が継続的ケアを担当

したいと申し出たりした場合などです。また一部は、

他の子どもたちの課題対応型の里親として継続する

こともあります。

養育のための経費の仕組み

里親に対する支払いは二つの部分に分かれます。

全ての里親たちは子どもの世話（食事、衣服、余暇

活動、休暇、一般的な家庭のお祝い事、学校や訓練

のための付添など）をする費用（地方機関ごとの差

はあるものの、一般的には里親ネットワークにより

毎年推奨される金額）が支払われています。政府の

指導では最低レベルの費用は、12カ月未満の子ど

も一人当たり週120ポンド※7、年齢ごとに上がり16

歳以上の子どもには184ポンドとなっています。地

方当局の支払機構ごとに支払い額は異なります。一

部（主に友人や家族養護の多くを含む養育している

里親）は、この金額が支払われる総額になります。

しかし、ほとんどの里親たちはサービスに応じた追

加的支払いを受けています。それは、里親に要求さ

れる特別なスキル（例えば、挑戦的な行動がある10

代の子どもたち※8への治療や、障害児への療育、家

族の再統合のための実親への支援）によって異なり

ます。ケアの要素ごとのサービスに対する費用を総

合すると、その幅は、まったく追加的ケアのない一

人の幼児をケアした場合の週約100ポンド程度か

ら、挑戦的行動を伴う一人の10代のケアをした場

合の週500ポンドを超えるものまでとなります。お

およそ60％の里親たちは一人週250ポンド以下を

受取っていて、約10％の里親が500ポンド以上と

なっています。一般的に、民間の営利的な里親ケア

［特集］里親支援



85 世界の児童と母性

［特集］里親支援

団体は地方当局の里親ケアチームより高い支払い額

となっています。

里親の募集

全ての地方機関は、民間やボランティア的な組織

のものと類似の募集や選定方法を使っています。中

心となる募集方法は地方紙や全国紙での広報、テレ

ビやラジオやウェッブ（特別な子どもたちのための

里親探し、また長期ケアが必要な子どもたちについ

ての詳細な情報提供の場面ではしばしば極めて有効

な場合があります）です。しかしながら、口伝えす

ること、つまり里親たちが友人に里親になることで

の喜びについてや社会的に弱い子どもや家庭に対す

る支援の重要性などについて話したりすることが、

里親になろうとする人々を勇気づける一番良い方法

の１つであると認識されています。

里親の選定と認定課程

関心を持っているとの申し出を受けると、里親機

関から様々な里親の役割に関しての情報が送付され

ます。例えば、ケアが必要な子どものタイプ、求め

られている質、支払い額、申し込み・選定・訓練の

過程についてです。普通は正式な情報交換会が開か

れ、こうした事項について機関職員（多くはソーシ

ャルワーカーですが、心理の専門家やその他の対人

サービスに関する専門家）と話すことができます。

申込書が書かれる段階で、犯罪記録事務所や医療・

社会サービス局によるチェックについて了解を取る

ことになります。

選定プロセスには一般的に、だいたい5～6人の

里親予定者たちによる継続的なグループミーティン

グが設定されています。経験ある里親やソーシャル

ワーカーたち、または里親ネットワークまたは

BAAFにより運営されます。このミーティングの

間、実親や里親家庭で生活をしている若者について

しばしば話し合われます。ミーティングの主な目的

は、情報提供や里親になるか否かやどんなタイプの

里親が自分にとって適切なのかなどについて考える

ための援助をすることです。そしてこれらのミーテ

ィングはアセスメントの要素も持っています。そし

て、これらのグループミーティングは、合格した志

望者たちが認定後継続して行われるトレーニングの

始まりでもあるのです。

終了後、または終了時に、家庭調査（home study）

が1～2名の里親ケア担当ソーシャルワーカーによ

って実施されます。数回の家庭訪問や、申し込み者

が夫婦である場合は一人ひとりに分かれた面接、彼

らと彼らの実子たちの観察、年長の実子との個別の

話し合いなどが行われます。こうしたグループ活動

や家庭調査の間に、彼らが里親への挑戦についてや、

里親の報酬などについてより良く学ぶことで、一部

の人は申請を取り下げることもあります。こうした

継続的な取り組みにより彼らが担おうとしている里

親の役割がより明確になります。特別な役割（障害

児や、里親のレスパイトや支援、挑戦的な行動をす

る青年期の治療的里親など）への関心を持った人の

ために、一般的なグループに加えて、特別グループ

も設定されます。身元保証人たちには、文書により

証明してもらうだけでなく面接も行われます。また、

しばしば申請者たちは、自分たちの強さややりがい

のある仕事かどうかについて自己調査書を作成する

ことがあります。この里親認定プロセスには2～3

週間から数カ月の期間が使われます。

アセスメント担当ソーシャルワーカー（家庭調査

期間の間、説明と理解が十分保障され、また根拠に

基づいた判断を行うため、チームマネージャーや他

の経験を積んだ専門家からスーパービジョンを受け

ています）は、強みと潜在的な問題点などについて
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要約した報告書をまとめます。そして、申請者が里

親として認められるべきかどうかに関する推薦書を

作成します。認められると判断された場合、彼らに

とって最も適切と思われる子どもや里親のタイプに

ついても記載されます。この報告書はソーシャルワ

ーカーから里親ケア委員会※9（経験のあるソーシャ

ルワーカーやマネージャー、経験のある里親や、関

心のある地域メンバーなどから構成されています）

に提出されます。里親たちはこうした会議に出席す

るかどうか選択できますし、ほとんどの場合、会議

の一部には出席しています。そして委員会は、里親

として認定するべきか否かを決定する地方当局の上

席マネージャーまたは里親ケア機関（決定機関）に

推薦します。

継続的なトレーニングとマッチング、

そして措置

一度認定されると、里親たちは里親チームのスー

パービジョンを行うソーシャルワーカーの担当して

いるケースを担うことになります。このソーシャル

ワーカーは里親を定期的に訪問し、継続的なトレー

ニングの必要性について相談したり、措置が必要な

子どもたちへの里親たちの関心を喚起させたりしま

す。こうした家庭調査の進行のなかで、里親や家族

の性格、強みと特別なスキル、認定後のトレーニン

グ、能力開発のためのニーズ、そしてストレスの原

因、彼らの支援システム、里親に関しての意欲など

について彼らの詳細なプロフィールがまとめられま

す。これらのプロフィールは措置を待っている子ど

もの担当ソーシャルワーカーにとっては大変使い勝

手がいいのです。長期的な観点に立って、里親が子

どもを受け入れることにつながるので、このプロフ

ィールは子ども担当ソーシャルワーカーが、措置が

子どものニーズや希望に合ったものかどうかを見定

めるために極めて重要な意味を持ちます。もし彼ら

が特別任務を担う里親になるのであれば、彼らが担

いたい支援を必要とする子どもたちをケアすること

が可能になります。特に彼らがもっているスキルの

点から、マッチングの個別化は重要な意味を持ちま

す。

相互の適合性が良いようであれば、子ども担当ソ

ーシャルワーカーと里親のスーパービジョンを担当

するソーシャルワーカーが、里親のプロフィールと

子どものニーズを確認するために面会します。相互

の適合性が適当であれば、次に里親を入れて相談す

ることになります。緊急の場合や、年長児童などの

特別な養育措置が必要な場合以外は、子ども担当ソ

ーシャルワーカーは子どもたちに、里親を会わせま

す。特別任務を持った里親は、こうしたプロセスを

経ないことがよくあります。特に緊急措置の場合は、

子どもや里親の希望やニーズや思いに関してこの両

者のソーシャルワーカー間だけでの協議がされま

す。

この段階で、里親と可能であれば実親、年長児童、

スーパービジョン担当ソーシャルワーカー、子ども

担当ソーシャルワーカーの間で合意書にサインがさ

れます。合意書には措置の間に起こる基本的なこと

やそれぞれの役割が書かれています。里親と実親の

関わりの詳細に関する協議は、これらの合意の場面

において重要な項目となります。合意書の中には、

政府のガイドラインに基づいて何がなされるべきか

のアウトラインが記載されています。

措置や、里親と里子へのスーパービジョン

イギリスの里親システムの強みは、里親それぞれ

が自分の面倒を見てくれるスーパービジョン担当ソ

ーシャルワーカーを持っている点です。彼らは、措

置されていた子どもが変わった時でも担当として残
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ります。またそれぞれの措置された子どもたちにも

子ども担当のソーシャルワーカーがつく点も強みと

なります。スーパービジョンを担当するソーシャル

ワーカーはそのほとんどがソーシャルケア総合協議

会（General Social Care Council）に資格付与され登

録されています。アシスタント・ソーシャルワーカ

ーや家庭支援ワーカーなどの準専門職は、子ども担

当ソーシャルワーカーまたはスーパービジョン担当

ソーシャルワーカーの下で役割を果たすことになっ

ています。里親を担当するスーパービジョン担当ソ

ーシャルワーカーの人数は不明ですが、おおむね子

ども家庭ソーシャルワーカーと同数ではないかと思

われます。なお、彼らは措置や里子の支援も含めて

担当します。スーパービジョン担当ソーシャルワー

カーは、しばしば家庭調査を担当するとともに、相

互の信頼関係を築くことも担当します。スーパービ

ジョン担当ソーシャルワーカーは、モニタリングや

チェックをすることが重要な役割となります。同様

に特別な子どもを担当できるよう里親たちの希望に

基づいて訓練や追加的地域資源に関して支援し助言

しチェックしたりすることも重要です。スーパービ

ジョン担当ソーシャルワーカーは、子ども担当ソー

シャルワーカーと密接な連携を取ります。子ども担

当ソーシャルワーカーとは、子どもを定期的に訪問

し、里親と話し合い、どのようにケア計画が実施さ

れているかに関して意見を聴取する人です。少なく

とも半年に１回それぞれの子どもたちのニーズや改

善点（里親や里子、実親も含めた）についての評価

が行われます。子どもが深刻な問題を持っていたと

きは、里親が休めるようにレスパイトが計画されま

す。また里親が重大な健康上の問題をもっている時

もこうした措置が取られます。しかし、普通はこう

した措置は取られず、一般的な子どもの不安定など

の場合は、里親の家庭内での実践的な支援が行われ

ます。里親の同意の下で専門里親機関に属した場合

は、里親たちは実親との交流の促進とスーパービジ

ョンなどの役割や、心理の専門家と協働での子ども

の治療、そして教師と協働した教育的な役割などを

担います。

現任訓練や公式な評価

全ての里親は毎年研修に参加することになってい

ます。そして多くの里親は相互支援グループに参加

しています。こうした研修や相互支援グループは、

里親に関する地方機関により支援（資金的な支援や

地方機関や里親機関によるソーシャルワーク支援な

ど）されています。ほとんどの里親はこうした組織

に加入しています。相互支援グループの参加者数は

1～2家庭から、興味のある講師の場合は30以上の

里親家庭まで参加するなど様々です。現在増加して

いるのはウェッブを介したグループです。要請され

る研修は里親の役割や、措置されている子どもたち

のニーズによって異なります。ただ相互支援グルー

プに参加したり、ウェッブや電話を活用したりする

だけですむ里親もいます。思春期の薬物使用者など

の問題などに関するものや、連続した研修（被虐待

児との協働、実親との協働、思春期の性教育など）

を行うグループに参加する里親たちもいます。里親

委員会は、里親が認定された後6カ月ごとに、里親

一人ひとりの業務や進歩に関して評価を毎年行って

います。スーパービジョン担当ソーシャルワーカー

は里親と協議し、年間を通して措置されている子ど

もの担当ソーシャルワーカーと意見交換し、一般的

には里親参加の下で開催される協議会に提出される

報告書を作成します。年間を通じて里親が担った業

務や当該里親への措置などが子どもたちにとって適

正であったのかどうかや、里親自身が担当する役割

を変えたいと思っているかどうかについての議論が



行われます。また里親たちが必要な研修や支援を受

けられたかどうかについても議論されます。もし里

親の仕事に問題が確認されたら協議会は里親の地位

をはく奪することができます。緊急事態を除いて、

不適切な養育により里子の措置変えが必要な時は、

このことについて里親との協議が設定されます。な

ぜなら里親たちはこうした決定に対し意見表明の権

利を持っているからなのです。

（翻訳：西郷泰之）

注

※1 本稿ではイギリスと表記した場合はUK（イン

グランド、北アイルランド、スコットランド、

ウェールズ４カ国による連合国家）を指します。

※2 ４つのUK国家（イングランド、北アイルラン

ド、スコットランド、ウェールズ）は、家庭外

でのケアについては類似のシステムを持って

います。しかし詳細な部分に関しての責任は

それぞれの国家に委ねられています。また統

計はそれぞれ別に集められていることから簡

単に集計できません。この部分の統計のいく

つかはＵＫ全体の数字ですが、ほとんどはイ

ングランドだけの数字となります。

※3 Office for Standards in Education, Children’s

Services and Skillsの略

※4 Department for Children, Schools and

Familiesの略

※5 Fostering Networkの略

※6 British Association for Adoption &

Fosteringの略

※7 2010年はおおむね１ポンド130～150円の間

で推移しています。120 ポンドはおおむね

16,000～18,000円となります。日本では里親

手当は月額7万2,000円です。

※8 薬物等の依存や暴力、性非行、非行自殺行動

や情緒的行為上の持つ子どもたち。

※9 Foster care panelを指します。
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児童虐待相談の急

増、施設養護 9割、

家庭的養護1割とい

う現状を背景に、改

めて里親の意義や重

要性が再認識され、

里親委託の拡大が各

方面から要請されて

います。ところが、

こうした社会的要請

や子どもの成長発達上の要請に応え切れていないの

が実態です。加えて里親によるケアの質の安定・向

上のための「里親支援」の取り組みも社会的な大き

な課題になってきています。ひと口に「支援」とい

ってもその方法も主体も多様です。そこで今回は特

集のテーマを「里親支援」とし、幅広い立場からの

議論を紹介することで、今後の里親制度の充実と発

展を通じ、子どもの権利擁護と自己実現に資したい

と考えました。

「里親支援」という名称から里親の苦労を軽減す

るための施策のようにも見えます。しかし「里親支

援」とは、里子の成長発達を保障するための適切な

ケアを行うことを目的としたソーシャルワークであ

ることが本号から確認されたように思います。加え

て当事者としての里子自身の養育計画策定への参

加・参画や、里子の組織化などによる里子の視点の

明確化なども重要なポイントとして見えてきました。

本誌の最後にイギリスの例が紹介されています。

例えば里親希望者に対する継続的なグループミーテ

ィングによる丁寧な説明がされていました。また里

親の家庭調査などの情報収集もアセスメント担当ワ

ーカーが、家庭訪問も含み極めて詳細で多角的に行

っています。加えて職員体制も子どもの権利を保障

するため、里親のスーパービジョン担当のソーシャル

ワーカーとともに、子ども担当のソーシャルワーカ

ーを置いて両者で協議を行うなど、子どもの視点の

確保やアドボカシーが可能な体制になっていました。

今後は子どもの視点を重視しながら、里親やその家

族と里子への十分な説明や情報提供と、マッチングな

どの際の判断根拠の丁寧な収集が必要になるでしょ

う。つまり「説明と根拠に基づいた判断」（informed

and evidenced judgement）の確立がわが国の「里親

支援」の課題ではないでしょうか。

担当編集委員　西郷泰之
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